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横浜商科大学での学生生活がいよいよ始まりました。４年間の学
生生活では教室だけでなく、部活などの課外活動、地域と連携

した活動、そして新たな友人たちとの交流などを通じて、様々なこと
を経験し、学んでいくことになります。
　大学生としての生活では、これまでと大きく異なり、多くの活動で
自主性が求められます。大学の授業には必修科目だけでなく、自分で
何を勉強するかを決める選択科目も多く、自主的な判断が必要です。
目標を達成するために、どんな科目を履修すればいいのか、どのよう
に学習すれば効果的なのかを自分で考えなければなりません。例えば、
資格取得を目指す場合、通常の講義以外に課外講座を受講することも
できます。また、勉学以外に様々な活動に参加することも学生生活を
豊かにすることでしょう。勉学、課外活動、アルバイトなど時間の使
い方のバランスを自ら考え、工夫し、充実した４年間を過ごしてくだ
さい。
　この「学生便覧」は、皆さんが充実した学生生活を送るためのガイ
ドブックです。履修の案内や学生生活全般についての重要な情報が記
載されていますので、注意深く読んでください。また、講義内容につ
いては、横浜商科大学（以後「商大」という）の Web サイトで確認して
ください。
　科目の履修、課外活動、アルバイト、あるいは人間関係などについ
て迷ったり、悩んだりしたときには、担当科目の先生方、アカデミッ
ク・アドバイザーの先生、学生支援・相談に関わるスタッフに積極的に
相談してください。
　皆さんの学生生活が実り多いものとなり、４年後に大きく成長して
いることを願っています。

新 入 生 の 皆 さ ん へ
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学生便覧は、入学時のみ配布します。
卒業まで大切に保管してください。
最新の学生便覧は、横浜商科大学
Web サイトで確認できます。
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8　　学生便覧２０２６

　１９６６年開学時の建学の精神―「安
やす

んじて事を托さるる
人となれ」。半世紀以上の時間が流れた今でも、その精神
は色褪せることはありません。
　「商学教育の完成」を目的とした実学重視の実践的な学習を
通じて「高度な専門知識」と「社会に奉仕する精神」を修得さ
せ、また托された責任をまっとうすることができる「使命感」
と「責任感」をも身につけた人材の育成を行うため、ディプ
ロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）、カリキュラム・
ポリシー（教育課程編成実施の方針）、およびアドミッション・
ポリシー（入学者受入れの方針）を次のとおり定めております。

商学部 • ディプロマ·ポリシー（DP）

　横浜商科大学は、教育基本法および学校教育法に基づき、建学の精神「安んじて事を托さるる人となれ」
を理解し、「商学教育の完成」を目的とした実学重視の実践的な学習を通じて「高度な専門知識」と「社会
に奉仕する精神」を修得し、また托された責任をまっとうすることができる「使命感」と「責任感」をも身
につけた人材の育成を目的としている。本学の各学位プログラムの課程を修了し、以下の資質・能力を備え
た者に学位（商学）を授与する。
1　知識・理解・技能

１-１	商学の専門的な基礎知識・技能を身につけている。
１-２	様々な知識・情報を相互に関連付けることができる。
１-３	修得した知識・情報を適切に扱うことができる。
１-４	自らが取り組むべき社会課題を発見することができる。

2　思考力・判断力・表現力
２-１	様々な視点で問題を考えることができる。
２-２	批判的なものの見方ができる。
２-３	課題解決に向けて論理的に考えることができる。
２-４	自分の考えを他者に伝えることができる。

3　主体性・多様性・協調性
３-１	多様な価値観・世界観を受け入れることができる。
３-２	主体的に行動することができる。
３-３	他者と協働・協力することができる。
３-４	何事にも冷静・沈着な対処・対応ができる。

各学科 • ディプロマ·ポリシー（DP）

商学科
　商学科は、社会・経済・経営の仕組みを理解し、多様な視座に基づく洞察力と柔軟な発想力によって、今
後のビジネスを創造する力を有する人材の輩出を教育目標に置き、その実現のために次に示す人材を育成し
ます。
⑴　 商学、マーケティング、会計学、経営学、経済学および法学の体系的知識を、ビジネスの仕組みと結び

付けて理解することができる。（知識・理解・技能）
⑵　 専門的知識のみでなく、産学連携やインターンシップでの実践的体験を通して得た自分の意見を、課題

建学の精神
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発見・課題解決、問題解決に活用することができる。（思考力・判断力・表現力）
⑶　 多様性を尊重し、公正で双方向のコミュニケーションを主体的に促進し、柔軟な思考力で当事者間の共

通目標に向けて成果を創り上げていくことができる。（主体性、多様性、協調性）

観光マネジメント学科
　観光マネジメント学科は、商学体系のもと、「地域を読み撮る」という独自視点を加え、観光のこれから
を考えるとともに「地域活性化」および「観光・サービス業」の分野で広く社会で活躍する人材を育成する
ことを教育目標に置き、その実現のために卒業までに身に付けるべき資質・能力を次に示します。
⑴　観光・サービスの基礎知識・技能を身につけている。（知識・理解・技能）
⑵　様々な視点で観光・サービスの問題を考えることができる。（思考力・判断力・表現力）
⑶　多様な地域課題に対して主体的に行動することができる。（主体性、多様性、協調性）

経営情報学科
　現代の社会において、データ・AI による社会の変化を自ら認識し、情報マネジメント分野では、情報倫理
の必要性を理解した上で、情報活用に関する実践的な知識やスキルについて学び、基礎から応用までの情報
活用力を身につけること、さらにスポーツマネジメント分野では、スポーツの価値を理解した上で、これを
活用し自らが関与できる地域とその課題を見つけるための行動を通して、社会・産業・企業が持つ課題を発
見するために必要な専門的知識を修得します。これらを踏まえ、社会との繫がりを深く理解し、課題解決を
実践できる人材を育成することを教育目標に置き、その実現のために卒業までに身につけるべき資質・能力
を次に示します。
⑴　経営情報の専門的知識・技能を身につけることができる。（知識・理解・技能）
⑵　多様な視点で情報を捉え社会課題の解決に導くことができる。（思考力・判断力・表現力）
⑶　信頼できる情報に基づき適切な行動ができる。（主体性・多様性・協調性）

商学部 • カリキュラム·ポリシー（CP）

　建学の精神に基づき、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた能力と専門性を持ち有
為な即戦力人材を育成すべく、商学部に商学科、観光マネジメント学科、経営情報学科を置き、「考える力」、

「生きる力」、「支える力」、「高める力」からなる人間力の育成をめざし、学問領域のつながり・関係性の理解、
そこから派生・創成される新たな「学び」の可能性を体験的に習得できるカリキュラムを構築するための科
目群を、つぎのとおり設置する。
❶　 本学ディプロマ・ポリシー１および２に掲げる知識習得や能力達成のため、修学および人間力・思考力

育成の起点・基盤となるための学部共通の「大学基盤科目」を設置する。
❷　 本学ディプロマ・ポリシー３に掲げた知識の修得や能力を得た上で、卒業後の社会において活躍できる

ための実践力を養う学部共通の「実効型実践科目」を設置する。
❸　 本学ディプロマ・ポリシー１および２に掲げる知識の習得や能力を得た上で、自国にとどまらず、様々

な国の人々との意思疎通・相互理解を深めるべく、他言語・他国事情・情勢を学ぶ学部共通の「総合コ
ミュニケーション科目」を設置する。

❹　 本学ディプロマ・ポリシー１および２に掲げる知識の修得や能力を得るため、広い視野に立ち、ものご
とを複眼的・俯瞰的に観察・分析・評価できる能力を育成し、学部の専門領域はもとより、そこに関わ
る様々な領域、あるいは背景を広く学ぶため学部共通の「総合教養基盤科目」を設置する。

❺　 本学各学科の専門領域におけるディプロマ・ポリシー１および２に掲げる知識の修得や能力を、社会の
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即戦力として活用できるための基盤となる科目群として、それぞれの「専門基盤科目」を置く。
❻　 本学各学科の専門領域におけるディプロマ・ポリシー１に掲げる知識の修得や能力を得て、社会の即戦

力として活躍するためさらに知識とその知識を深化・発展させるため各学科において、「学科深化・発
展科目」を設置する。

各学科 • カリキュラム・ポリシー（CP）

商学科
　商学科は、学生が卒業までにディプロマ・ポリシーに掲げた資質や能力を身に付けられるよう、１年次か
ら２年次の必修科目として、商学、マーケティング、会計学、経営学の専門基礎知識を修得する「専門基盤
科目」を、さらに学生の関心に対応するため１年次から４年次の選択科目として、商学、マーケティング、
会計学、経営学の専門領域を深化・発展させる「学科深化・発展科目」を設置します。

観光マネジメント学科
　観光マネジメント学科は、学生が卒業までにディプロマ・ポリシーに掲げた資質や能力を身に付けられる
よう、１年次から２年次の必修科目として、商学、観光・サービスの基礎知識を身に付ける「専門基盤科目」
を、さらに学生の関心に対応するため１年次から４年次の選択科目として、商学、観光・サービス分野を深
化・発展させる「学科深化・発展科目」を設置します。

経営情報学科
　経営情報学科は、学生が卒業までにディプロマ・ポリシーに掲げた資質や能力を身に付けられるよう、１
年次から２年次の必修科目として、情報マネジメント、スポーツマネジメントの専門基礎知識を修得する

「専門基盤科目」、さらに学生の関心を深め対応するために、１年次から４年次の選択科目として、情報マネ
ジメント、スポーツマネジメントを深化・発展させる「学科深化・発展科目」を設置します。

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）

　本学では、ディプロマ・ポリシーに定める人材を育成するために、以下の要件を満たし、信義誠実を尊重
し、ビジネスの世界で活躍したいと考えている意欲溢れる前向きな人材を求める。
１　学校等卒業者としての基礎学力と教養、語学コミュニケーション力を備えている人
２　高等学校等の課程外でも積極的に知識や技能を身につけてきた人
３　明確な目的意識を持ち、社会に貢献する意欲をもつ人
４　ビジネスやマネジメントの領域において活躍する意欲のある人
５　計画を立て、他者と協力し、問題の解決へ挑む態度をもつ人
6　知識や経験を基にして判断し、論理的に物事を表現できる人
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三学科の教育目標

アセスメント・ポリシー（学修成果の評価の方針）

　ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方
針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）に基づいて適切に運用されているかを、機関レベル・
教育課程レベル・授業科目レベルで評価・検証し、その結果を学位プログラムの改善・進化につなげるサイ
クルを恒常的に回すためにアセスメント・ポリシーを定めています。

本学のアセスメントにおいては、以下を原則とします。

● それぞれのレベルにおいて、評価・検証を行うこと
● さまざまな指標を適切に組み合わせて多面的に評価すること
● ディプロマ・ポリシーに掲げられた能力について適切に評価を行うこと
● 各レベルで PDCA サイクルを恒常的に回すこと
● 学外者や学生の代表を含めた視点からの評価・検証も行うこと

アセスメントの流れ

1 教務専門部会による授業科目レベルと教育課程レベルのアセスメント
教育課程レベルで示されたものが各授業科目レベルで適切に実施されているか、シラバス、定期試験、
成績分布、授業評価アンケート等を通じて検証・評価し改善に繫げる。

2 学科会議による教育課程レベルを中心としたアセスメント
主に教育課程レベルにおいてカリキュラム・ポリシーが適切に実施されているかを検証・評価し、改善
する。

3　大学運営会議による機関レベルを中心としたアセスメント
機関レベルを中心に、３つのポリシーが適切に実施されているか検証・評価し、改善する。

4　自己点検・自己評価委員会による中・長期のアセスメント
中・長期的な視点から、機関レベルにおいて３つのポリシーが適切に運用・改善され、全学的な PDCA 

サイクルが回っているかを検証し、各レベルに必要なフィードバックを行う。
5　アドバイザリー・カウンシルによる外部からのアセスメント

各レベルにおいて３つのポリシーが適切に機能しているか、また社会からの要請・信頼に応えられてい
るかを検証・評価し、各レベルに必要なフィードバックを行う。

商 学科
現代の商取引や企業経営に必要となる
専門的知識を総合的に修得して現代ビ
ジネスの諸問題を把握し、グローバル
化が進むビジネス社会で自律的に活躍
できるとともに、高潔な倫理観と強い
使命感をもって、社会の変化を捉えた
先駆的なビジネスの開拓と創造に貢献
できる人材を育成する。

観光マネジメント 学科
観光・ホスピタリティ分野のビジネス
とマネジメントに関する専門的知識と
ともに、それを交流文化の創造や地域
の活性化に結びつける応用力をも修得
し、観光・ホスピタリティ産業の革新
や新たな事業の構想とビジネスの創造
を通じた観光立国の推進、観光による
国際交流の促進、都市・地域の振興に
おいて先駆的な貢献のできる人材を育
成する。

経営情報 学科
現代の商取引や企業経営に必要となる
専門的知識を情報産業や健康・スポー
ツ産業に焦点をあてて修得し、現代ビ
ジネスの諸問題を把握し、情報化・ネッ
トワーク化の進展によって急激な変化
を続けるビジネス社会の最前線で活躍
できる人材とともに、多様性を尊重し
て地域経済や地域社会を活性化する
人材を育成する。
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校歌





神之木公園

JR
横
浜
線

国道
１号
線

京浜
急行
線

床屋

歯科医院

至横浜

至横浜

至菊名

至品川

飯山バス停

岸谷バス停公園

公園

徒歩経路

自販機

つるみキャンパス
全景

MEGAドン･キホーテ
UNY大口店

大口駅
Oguchi st.

神之木地域
ケアプラザ

セブンイレブン

生麦駅
Namamugi st.

出入口

正門

自動体外式除細動器（AED）設置場所

〒２３０-８５７７
横浜市鶴見区東寺尾
４丁目１１番１号

つるみキャンパス
への道順

14　　学生便覧２０２６

交通アクセス

◉ 生麦駅（京浜急行線）より徒歩約１５分

◉ 大口駅（JR 横浜線）より徒歩約２０分

◉ 鶴見駅（JR 京浜東北線・鶴見線）西口バスターミナル３・４番乗り場より全てのバス 

（市営�横浜駅西口行他、市営�新横浜駅行・川向町行他）で飯山（いいやま）下車、徒歩約５分

◉ 横浜駅（JR 線・東急東横線・みなとみらい線・京浜急行線・相鉄線・横浜市営地下鉄線）東口 

バスターミナル１５番乗り場より全てのバス（市営❼川崎駅西口行・�市営 鶴見駅行）で 

岸谷下車、徒歩約５分

◉ 菊名駅（JR 横浜線・東急東横線）より�市営 鶴見駅西口行で飯山（いいやま）下車、徒歩約５分

横浜商科大学つるみキャンパス案内



神之木公園

JR
横
浜
線

国道
１号
線

京浜
急行
線

床屋

歯科医院

至横浜

至横浜

至菊名

至品川

飯山バス停

岸谷バス停公園

公園

徒歩経路

自販機

つるみキャンパス
全景

MEGAドン･キホーテ
UNY大口店

大口駅
Oguchi st.

神之木地域
ケアプラザ

セブンイレブン

生麦駅
Namamugi st.

北門

正門

自動体外式除細動器（AED）設置場所

〒２３０-８５７７
横浜市鶴見区東寺尾
４丁目１１番１号

つるみキャンパス
への道順
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3 ３号館
 ◉ カフェテリア
 ◉ コモンズ
 ◉  屋上人工芝グラウンド 

（フットサルコート）

４ 第１部室

５ ５号館
 ◉ 保健室・学生相談室
 ◉ 図書館
 ◉ 学術・地域連携部
 ◉  キャリアセンター 

（キャリア支援部）
 ◉ グループ学習室

6 ６号館
 ◉ 学生食堂

７ ７号館
 ◉ 体育館
 ◉ スポーツジム
 ◉ 大学祭運営委員会室

8 8号館(研究棟)
 ◉ 教員研究室

9 Shodai テラス

⓾ 中庭（避難場所）

１ １号館
 ◉ 学務本部
  ● 学生総合支援部 
   教務課、学生支援課
  ● アドミッション・広報部

2 ２号館
 ◉ 講師控室
 ◉ 管理本部
  ● 人事・財務部 
   人事課、財務経理課
  ● 総務部 
   庶務課、管財課
  ● IR・情報メディア部 
   IR 課、情報メディア課
  ● 障害学生支援室
  ● 大学院　学生研究室
  ● 学友会室
  ● ぴあルーム
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１号館

自動体外式除細動器（AED）設置場所

２号館

１３３ １３２
講義室 講義室

１３１
講義室

１号館

２号館

屋上

渡り廊下

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ホ
ー
ル

アクティブ・
ラーニング室

１２２

ホール

男子
WC

女子
WC

女子
WC

６号館

学生総合支援部
　教務課
　学生支援課
アドミッション・広報部

証明書
自動発行機

掲
示
板

ピ
ロ
ティ
ー

掲
示
板

出
入
口

玄関ホール
２号館

２
号
館

つるみキャンパス
教室等配置図

９

２

女子WC

３

４

５

６

７

８

１２ 学生
ラウンジ

１号館→

出入口

１３

男子WC

１　警備員室
２　学生総合支援部
　教務課
　学生支援課
アドミッション・広報部

３　印刷室
４　会議室
５　学部長室
６　学長室
７　役員室
８　理事長室
９　人事･財務部
　人事課
　財務経理課
総務部
　庶務課
　管財課

１０　応接室
１１　監査室
１２　会議室
１３　障害学生支援室

１　講師控室
２　ぴあルーム
３　学友会室
４　２２３  講義室
５　２２４　〃
６　２２５  ゼミ室
７　２２６  講義室
８　IR･情報メディア部
　IR課
　情報メディア課

９　２２８A  ゼミ室
１０　２２８B 　〃
１１　２２９  アクティブ・

ラーニング室　

１　２３１  講義室
２　２３２  　〃
３　２３３  　〃
４　２３４  　〃
５　２３５  ゼミ室
６　２３６  講義室
７　大学院　学生研究室
８　２３８  講義室
９　２３９A  ゼミ室
１０　２３９B  　〃

１

７

４

２

３

５

６

８
９１０１１

男子 ･女子WC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１

２

３

６

４

５

７
８９１０

男子 ･女子WC

1 階

3 階

2 階

2 階

１０１１

１

3 階

1 階

中庭

出
入
口

通
　路

北口北口 北口北口
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１号館

自動体外式除細動器（AED）設置場所

２号館

１３３ １３２
講義室 講義室

１３１
講義室

１号館

２号館

屋上

渡り廊下

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ホ
ー
ル

アクティブ・
ラーニング室

１２２

ホール

男子
WC

女子
WC

女子
WC

６号館

学生総合支援部
　教務課
　学生支援課
アドミッション・広報部

証明書
自動発行機

掲
示
板

ピ
ロ
ティ
ー

掲
示
板

出
入
口

玄関ホール
２号館

２
号
館

つるみキャンパス
教室等配置図

９

２

女子WC

３

４

５

６

７

８

１２ 学生
ラウンジ

１号館→

出入口

１３

男子WC

１　警備員室
２　学生総合支援部
　教務課
　学生支援課
アドミッション・広報部

３　印刷室
４　会議室
５　学部長室
６　学長室
７　役員室
８　理事長室
９　人事･財務部
　人事課
　財務経理課
総務部
　庶務課
　管財課

１０　応接室
１１　監査室
１２　会議室
１３　障害学生支援室

１　講師控室
２　ぴあルーム
３　学友会室
４　２２３  講義室
５　２２４　〃
６　２２５  ゼミ室
７　２２６  講義室
８　IR･情報メディア部
　IR課
　情報メディア課

９　２２８A  ゼミ室
１０　２２８B 　〃
１１　２２９  アクティブ・

ラーニング室　

１　２３１  講義室
２　２３２  　〃
３　２３３  　〃
４　２３４  　〃
５　２３５  ゼミ室
６　２３６  講義室
７　大学院　学生研究室
８　２３８  講義室
９　２３９A  ゼミ室
１０　２３９B  　〃

１

７

４

２

３

５

６

８
９１０１１

男子 ･女子WC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１

２

３

６

４

５

７
８９１０

男子 ･女子WC

1 階

3 階

2 階

2 階

１０１１

１

3 階

1 階

中庭

出
入
口

通
　路

北口北口 北口北口
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３号館
５号館

６号館

ホ
ー
ル

講義室（講堂）
５３１

ス
テ
ー
ジ

控室

控室
倉庫

キャリアセンター

図書館
閲覧室

学
生
相
談
室

保
健
室

資料室

グ
ル
ー
プ

学
習
室

第
1
雑
誌

資
料
室

同窓会・育友会
事務局

館長室

学術・地域連携部
図書館事務室

参考
図書室

出入口
書　庫

男
子
WC

女
子
WC

女
子
WC

電気室

機械室

清
掃
具
庫

新
書
庫

新
聞
庫

第２
雑誌資料室

キ
ャ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ナ
ー

教職員
休憩室調理室

学 生 食 堂

３号館

６号館（食堂）
５号館
図書館

会義室
５２２

５２３

ピ
ロ
テ
ィ
ー

北口北口

出
入
口

出
入
口

ネットワーク
準備室

誰でも
トイレ

誰でも
トイレ

EV EV
女子
ＷＣ

女子
ＷＣ

男子
ＷＣ

男子
ＷＣ

スタジオ
倉庫

アクティブ・
ラーニング室

アクティブ・
ラーニング室 講義室

講義室

講義室

講義室

講義室ゼミ室 ゼミ室

スタジオ

３１４ ３２４
講義室

講義室

室
備
準

ジ
ン
ウ
ラ

３１３
３１５

３１１ ３１２

３２３

３２２

３２６

３２５B

３２１

３２５A

誰でも
トイレ

EV
女子
ＷＣ

男子
ＷＣ

カフェテリア
屋上人工芝グラウンド
（フットサルコート）

コモンズ

カフェ
スタッフルーム

キッチン

ジ
ン
ウ
ラ

自動体外式除細動器（AED）設置場所

1 階

3 階

2 階

1 階

1 階

3 階

2 階

屋上

2 階

北口北口
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３号館
５号館

６号館

ホ
ー
ル

講義室（講堂）
５３１

ス
テ
ー
ジ

控室

控室
倉庫

キャリアセンター

図書館
閲覧室

学
生
相
談
室

保
健
室

資料室

グ
ル
ー
プ

学
習
室

第
1
雑
誌

資
料
室

同窓会・育友会
事務局

館長室

学術・地域連携部
図書館事務室

参考
図書室

出入口
書　庫

男
子
WC

女
子
WC

女
子
WC

電気室

機械室

清
掃
具
庫

新
書
庫

新
聞
庫

第２
雑誌資料室

キ
ャ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ナ
ー

教職員
休憩室調理室

学 生 食 堂

３号館

６号館（食堂）
５号館
図書館

会義室
５２２

５２３

ピ
ロ
テ
ィ
ー

北口北口

出
入
口

出
入
口

ネットワーク
準備室

誰でも
トイレ

誰でも
トイレ

EV EV
女子
ＷＣ

女子
ＷＣ

男子
ＷＣ

男子
ＷＣ

スタジオ
倉庫

アクティブ・
ラーニング室

アクティブ・
ラーニング室 講義室

講義室

講義室

講義室

講義室ゼミ室 ゼミ室

スタジオ

３１４ ３２４
講義室

講義室

室
備
準

ジ
ン
ウ
ラ

３１３
３１５

３１１ ３１２

３２３

３２２

３２６

３２５B

３２１

３２５A

誰でも
トイレ

EV
女子
ＷＣ

男子
ＷＣ

カフェテリア
屋上人工芝グラウンド
（フットサルコート）

コモンズ

カフェ
スタッフルーム

キッチン

ジ
ン
ウ
ラ

自動体外式除細動器（AED）設置場所

1 階

3 階

2 階

1 階

1 階

3 階

2 階

屋上

2 階

北口北口
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７ 号館
８号館

屋外階段A

屋外階段A

機
械
室

空調
機室

バルコニー

体育教員控室
男
子
更
衣
室

ス
テ
ー
ジ

倉
庫

教員
更衣室
屋外階段B

シャワー室

放送室

大学祭運営委員会室

控室

バルコニー

体育館
（７３１）

吹抜

吹抜

倉庫

７２４
アクティブ・
ラーニング室

女子
WC

男子
WC

女子

屋外階段B

屋外階段B

屋外階段B

屋外階段

出入口

更衣室
・シャワー室

ホ
ー
ル

７２３
講義室

７２２
講義室

５号館

６
号
館

出
入
口

男子WC７２１
講義室

機
械
室

屋外階段A

女
子
W
C

多
目
的
ト
イ
レ

７１３
講義室

仮設
喫煙所

スポーツ
ジム０１

７１１

７１２
講義室

屋外階段A 機
械
室

教
材
室

倉庫
ホール

ロビー

男子WC

女子WC

５号館

６号館

自動体外式除細動器（AED）設置場所

8号館

ジ
ム
廊
下

自動体外式除細動器（AED）設置場所

多目的
トイレ

教員休憩
コーナー

EV

エントランス
ホール

教員休憩
コーナー

教員休憩
ホール

EV

女子WC

教員休憩
コーナー

教員休憩
ホール

EV

男子WC

３０１ ３０２ ３０３ ３０４ ３０５ ３０６ ３０７ ３０８

２０１ ２０２ ２０３ ２０４ ２０５ ２０６ ２０７ ２０８

３１５ ３１４ ３１３ ３１２ ３１１ ３１０ ３０９

１０１ １０２ １０３ １０４ １０５ １０６ １０７ １０８

２１５ ２１４ ２１３ ２１２ ２１１ ２１０ ２０９

１１５ １１４ １１３ １１２ １１１ １１０ １０９

1 階

4 階

3 階

2 階

3 階

2 階

1 階

北口北口 北口北口
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７ 号館
８号館

屋外階段A

屋外階段A

機
械
室

空調
機室

バルコニー

体育教員控室
男
子
更
衣
室

ス
テ
ー
ジ

倉
庫

教員
更衣室
屋外階段B

シャワー室

放送室

大学祭運営委員会室

控室

バルコニー

体育館
（７３１）

吹抜

吹抜

倉庫

７２４
アクティブ・
ラーニング室

女子
WC

男子
WC

女子

屋外階段B

屋外階段B

屋外階段B

屋外階段

出入口

更衣室
・シャワー室

ホ
ー
ル

７２３
講義室

７２２
講義室

５号館

６
号
館

出
入
口

男子WC７２１
講義室

機
械
室

屋外階段A

女
子
W
C

多
目
的
ト
イ
レ

７１３
講義室

仮設
喫煙所

スポーツ
ジム０１

７１１

７１２
講義室

屋外階段A 機
械
室

教
材
室

倉庫
ホール

ロビー

男子WC

女子WC

５号館

６号館

自動体外式除細動器（AED）設置場所

8号館

ジ
ム
廊
下

自動体外式除細動器（AED）設置場所

多目的
トイレ

教員休憩
コーナー

EV

エントランス
ホール

教員休憩
コーナー

教員休憩
ホール

EV

女子WC

教員休憩
コーナー

教員休憩
ホール

EV

男子WC

３０１ ３０２ ３０３ ３０４ ３０５ ３０６ ３０７ ３０８

２０１ ２０２ ２０３ ２０４ ２０５ ２０６ ２０７ ２０８

３１５ ３１４ ３１３ ３１２ ３１１ ３１０ ３０９

１０１ １０２ １０３ １０４ １０５ １０６ １０７ １０８

２１５ ２１４ ２１３ ２１２ ２１１ ２１０ ２０９

１１５ １１４ １１３ １１２ １１１ １１０ １０９

1 階

4 階

3 階

2 階

3 階

2 階

1 階

北口北口 北口北口
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〒２２６-００２４
横浜市緑区西八朔町７７６ 

みどりキャンパス
への道順

第 1部室

◉ クラブ・サークル部室一覧表

十日市場駅
Tokaichiba st. 

青葉台駅
Aobadai st. 

JR横浜線

徒歩経路

至横浜

宝袋寺

さつきが丘 宮前

横浜商科大入口

杉山神社

至八王子

東
名
高
速
道
路

国
道
２４
６号
線

野球場

グランド
管理棟

セブン
イレブンマンション

１－２３
体育部委員会

１－２２
バドミントン部

１－２０
バスケットボール部

１－１８
卓球部

１－１７
フットサル部

１－１５
軟式野球部

１－１６
ハンドボール部

１－１４
ゴルフ部

１－１３
バレーボール部

１－１２
剣道部

１－１１
文化部委員会

１－１０
軽音楽部

１－９
写真部

１－８ １－７
留学生委員会 弓道部

１－６ １－５
ラグビー
フットボール部

１－３
サブカルチャー
研究部

１－２
学友会

１－４
会計学研究部

１－２１ １－１９

１－１

2 階

1 階

北口北口
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〒２２６-００２４
横浜市緑区西八朔町７７６ 

みどりキャンパス
への道順

第 1部室

◉ クラブ・サークル部室一覧表

十日市場駅
Tokaichiba st. 

青葉台駅
Aobadai st. 

JR横浜線

徒歩経路

至横浜

宝袋寺

さつきが丘 宮前

横浜商科大入口

杉山神社

至八王子

東
名
高
速
道
路

国
道
２４
６号
線

野球場

グランド
管理棟

セブン
イレブンマンション

１－２３
体育部委員会

１－２２
バドミントン部

１－２０
バスケットボール部

１－１８
卓球部

１－１７
フットサル部

１－１５
軟式野球部

１－１６
ハンドボール部

１－１４
ゴルフ部

１－１３
バレーボール部

１－１２
剣道部

１－１１
文化部委員会

１－１０
軽音楽部

１－９
写真部

１－８ １－７
留学生委員会 弓道部

１－６ １－５
ラグビー
フットボール部

１－３
サブカルチャー
研究部

１－２
学友会

１－４
会計学研究部

１－２１ １－１９

１－１

2 階

1 階

北口北口

〒２２６-００２４
横浜市緑区西八朔町７７６ 

みどりキャンパス
への道順

第 1部室

◉ クラブ・サークル部室一覧表

十日市場駅
Tokaichiba st. 

青葉台駅
Aobadai st. 

JR横浜線

徒歩経路

至横浜

宝袋寺

さつきが丘 宮前

横浜商科大入口

杉山神社

至八王子

東
名
高
速
道
路

国
道
２４
６号
線

野球場

グランド
管理棟

セブン
イレブンマンション

１－２３
体育部委員会

１－２２
バドミントン部

１－２０
バスケットボール部

１－１８
卓球部

１－１７
フットサル部

１－１５
軟式野球部

１－１６
ハンドボール部

１－１４
ゴルフ部

１－１３
バレーボール部

１－１２
剣道部

１－１１
文化部委員会

１－１０
軽音楽部

１－９
写真部

１－８ １－７
留学生委員会 弓道部

１－６ １－５
ラグビー
フットボール部

１－３
サブカルチャー
研究部

１－２
学友会

１－４
会計学研究部

１－２１ １－１９

１－１

2 階

1 階

北口北口

交通アクセス

◉ JR 横浜線・十日市場駅北口、徒歩２０分

◉ JR 横浜線および横浜市営地下鉄（グリーンライン）・中山駅北口、 

青葉台駅行バス（市営・東急・神奈川中央交通）で宮前バス停下車、徒歩５分

◉ 東急田園都市線（半蔵門線に乗り入れ）青葉台駅下車、青葉台⇔みどり台循環バス１番より 

横浜商科大入口バス停下車、徒歩３分、または中山駅行バス（市営・東急・神奈川中央交通） 

で宮前バス停下車、徒歩５分

横浜商科大学
みどりキャンパス案内
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クラブハウス（部室）

M-１０･１１
ウェイト
トレーニング室

ラグビー
フットボール部

M９ M８
倉
　
庫

M７ M６
剣
道
部

M１２

部
車
動
自

M２M４ M３M５ M１

クラブハウス
（部室）

式
硬

ス
部
ニ
テ

自動体外式除細動器（AED）設置場所

書庫

保
健

ス
ペ
ー
ス

式
軟

部
球
野

室
器
氷
製

自動体外式除細動器（AED）設置場所

3 階

2 階

1 階

（吹  抜）

屋  上

ラウンジ 機
械
室

剣道場
倉庫

師範室

女子
WC

女子
WC

多目的WC
（女子）

多目的WC
（男子）

男子
WC

男子
WC

ホール

倉庫１

倉庫２

シ
ャ
ワ
ー
室

シ
ャ
ワ
ー
室

ガ
レ
ー
ジ

整
備
場

サ
ッ
カ
ー
部

男子
ロッカー室 女子

ロッカー室

エントランスホール
管理棟事務室

入口

会議室

みどりキャンパス
全景

１ グラウンド管理棟
2 剣道場
3 総合グラウンド

４ 野球場
５ テニスコート
6 野球部ブルペン
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クラブハウス（部室）

M-１０･１１
ウェイト
トレーニング室

ラグビー
フットボール部

M９ M８
倉
　
庫

M７ M６
剣
道
部

M１２

部
車
動
自

M２M４ M３M５ M１

クラブハウス
（部室）

式
硬

ス
部
ニ
テ

自動体外式除細動器（AED）設置場所

書庫

保
健

ス
ペ
ー
ス

式
軟

部
球
野

室
器
氷
製

自動体外式除細動器（AED）設置場所

3 階

2 階

1 階

（吹  抜）

屋  上

ラウンジ 機
械
室

剣道場
倉庫

師範室

女子
WC

女子
WC

多目的WC
（女子）

多目的WC
（男子）

男子
WC

男子
WC

ホール

倉庫１

倉庫２

シ
ャ
ワ
ー
室

シ
ャ
ワ
ー
室

ガ
レ
ー
ジ

整
備
場

サ
ッ
カ
ー
部

男子
ロッカー室 女子

ロッカー室

エントランスホール
管理棟事務室

入口

会議室

みどりキャンパス
全景
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CHAPTER 01
大学事務取扱案内

　学生総合支援部窓口の事務取扱はつぎのとおりです。

1　事務取扱時間

授業期間（月～金） 授業期間外（月～金）
窓口取扱 ８：４５〜１７：００

証明書自動発行機 ８：３０〜２０：００
※課金が必要な証明書の発行・申込みは８：４５〜１６：５０まで

※  土曜日、日曜日、祝日、振替休日、および大学行事実施日（学位記授与式、入学式など）は、 
学生総合支援部窓口の取扱いは行いません。ただし、講義のある日は除きます。

2　証明書発行について

⑴　学生総合支援部窓口で申請できるもの
❶　各種英文証明書

証明書自動発行機で「証明書発行願」を発行し、必要事項を記載のうえ、窓口で申請してください。
❷　通学定期乗車券発行証明書

通学定期乗車券を購入する際は、学籍番号、氏名、現住所、通学区間を記入し、学生証と共に提示
して駅で購入手続をしてください。

❸　団体旅行申込書（学生団体割引）
課外活動やゼミ等において、本学教職員の引率により８名以上が同じ発着経路を利用すると学生団
体割引が適用されます。これにより乗車船運賃が５割引になります。利用を希望する場合は、駅や
旅行代理店で所定の用紙を受け取り、必要事項を記載のうえ、学生総合支援部窓口で承認をうけて
ください。

⑵　学生総合支援部前ホール証明書自動発行機で発行できるもの
❶　在学証明書
❷　成績証明書
❸　学生証再発行願 ➡ 手数料５００円（P. ２７「3 諸届願」参照）
❹　追試験願 ➡１科目１,０００円（P. ２７「3 諸届願」参照）
❺　講座申請願
❻　 就職活動用履歴書等購入申請書 ➡１５０円（P. ８０「2 キャリアセンターでは、以下の相談・手続

ができます。」参照）
❼　 学生運賃割引証（学割） 

注１　 学割の使用は申請者本人に限ります。他人名義のものを使用したり譲渡したりその他不正使用すると、普通
運賃に加えて多額の追徴金が徴収されます。

注２　学割の有効期間は発行日より３ヶ月です。
❽　卒業年次生のみ対象

イ　卒業見込証明書 ➡春学期履修申請完了後より発行可
ロ　健康診断書 ➡５月初旬より発行可

❾　二輪車登録願 ➡２００円
❿　学内プリンタポイント追加願 ➡３００円
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第1章　大学事務取扱案内

3　諸届願

取扱事項 提出期日 手数料 備　　　考 窓　口

届
　
　
出

保証人変更届 随時 各種証明書を添付 ○

学
生
総
合
支
援
部

戸籍変更届 随時 各種証明書を添付 ○
欠席届 随時 対象は１週間以上の欠席者（要証明書） ○
盗難・紛失届 随時
学外活動届 実施の３日前 合宿計画書・大会要項等を添付 ○
傷害事故報告書 随時

住所変更 随時
商大 Web 情報システムで申請を行う
保証人の住所変更を伴う場合は、商大 Web 情報シ
ステムで申請かつ窓口に住民票を提出する

申
　
　
請

資格取得単位申請 掲示等で指示 申請は毎年５月・１１月頃

資格取得奨励奨学金申請 合格年度 合格証の写し、奨学金振込指定口座情報の写しを
添付

二輪車通学登録申請 随時 ２００円 Web で所定の手続後に申請

自動車通学登録申請 随時 原則として自動車通学は禁止
特別な理由がある場合に限る

団体旅行申込書交付 ３日前

願
　
　
出

学生証再発行願 随時 ５００円 翌日交付

施設使用願 使用３日前 通常授業外や部活動などで教室や施設を使用す
る場合

借用願 使用３日前 大学備品等を使用する場合
補習願 随時 定められた欠席事由を証明できる書類等添付
転学科願 掲示等で指示 申請は毎年６月、１１月頃
卒業延期願 掲示等で指示 申請は毎年６月、１１月頃
休学願 学期ごとに定める 理由により診断書等添付、保証人自署・本人連署 ○
退学願 学期ごとに定める 保証人自署・本人連署、学生証返却 ○
復学願 学期ごとに定める 理由により診断書添付 ○

試
験
関
連

レポート提出用表紙 随時 教科の担当者より学生総合支援部窓口提出を指定
された者

仮受験票 試験期間 各セメスターごと１回のみ発行可

追試験願 掲示等で指示 １科目
１,０００円 事由証明書と共に窓口提出

教
職
関
連

教職課程登録申請 説明会で指示 登録料
２０,０００円 教職課程申込者は登録を申請する 教

務
課教育実習出向届 説明会で指示 教育実習期間の確認

取扱事項 提出期日 手数料 備　　　考 窓　口
進路届 随時 進路決定者は随時（必須） キャリア

センター就職用大学推薦状申込書 随時 発行には時間を要するため、早めに申し込むこと

学納金延納願 納付期日前日 財務経理課
※ 窓口欄の「○表示」はホームページからダウンロードすることができます。
※ 手数料は証明書自動発行機にて支払を行ってください。
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CHAPTER

学籍に関する事項

1　学籍

⑴　学籍番号
　入学すると７桁の学籍番号が付与されます。学籍番号は学生個人を識別する番号として学生証に印字さ
れています。期末試験や授業などでは、正確に記入できるようにしてください。

２０２６年度の入学者の学籍番号の見方
商 学 科 ２２６ １ ００１
観光マネジメント学科 ２２６ ２ ００１
経 営 情 報 学 科 ２２６ ３ ００１

⬇ ⬇ ⬇
入学年度

（西暦４桁を
３桁で表示）

学科 個人番号

⑵　学生証
　入学後、学生証を交付します。学生証は、横浜商科大学の学生であることを証明するものです。常に携
帯し、紛失や汚損することのないよう大切に扱ってください。また、次のような場合には、学生証を提示
してください。

❶　試験受験時
❷　証明書自動発行機使用時
❸　図書館利用時
❹　本学教職員から学生証の提示を求められた時
❺　通学定期券、学生運賃割引乗車券等購入時、また、乗車船舶の係員から提示を求められた時

⑶　修業年限について
　本学では通常１年間（２学期：以下、学期をセメスターと呼ぶ）経過するごとに年次が１年繰り上がりま
す。
　また、卒業までに必要な修業年限は４年間（８セメスター）です。休学期間をのぞく期間を在学期間とい
い、在学期間は、最長８年（１６セメスター）までとなります。

⑷　漢字による氏名の取扱い
　各種証明書等で使用される皆さんの氏名は、原則として JIS 規格漢字第１・第２水準の範囲内で表記さ
れます。そのため実際に使用している漢字氏名と異なることがあります。
　留学生で JIS規格漢字第１・第２水準に対応する漢字がない場合は、カタカナまたはアルファベットで
表記します。

⑸　卒業
　４年以上在学し、所定の要件を満たした上で、合計で１２４単位を修得したときに卒業と認定され、学士

（商学）の学位を授与し、学位記が授与されます。

02
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2　学籍に関する諸手続

⑴　休　学
　疾病やその他の事由により、３ヶ月以上修学することができなくなり、休学する場合は、学生総合支援
部学生支援課に申し出た上、担当教員と面談します。その後、保証人連署の「休学願」を提出してくださ
い（疾病の場合は医師の診断書が必要）。大学は面談内容等より休学の可否を決定します。
　なお、休学の申請は、学期単位とし、継続して２年、通算して４年を超えて休学することはできません。
　「休学願」を学費納付期日までに提出した場合は、当該学期の学費は免除されますが、休学諸費用とし
て「在籍料（半期５０,０００円）」と「育友会費（半期７,５００円）」を納付することが必要です。学費納付期日
以降に休学申請する場合は、通常どおり当該学期の学費等の納付が必要となります。休学申請をしていて
も、納付期日までに休学諸費用を納付できなかった場合は除籍となります。
　また、外国人留学生の場合、休学期間中は授業を受けない期間になり、在留資格「留学」の目的外活動
となるため原則として速やかに帰国しなければなりません。出入国管理局は休学の理由によって日本に滞
在できるか判断します。もし出入国管理局が日本に滞在することを許可したとしても、休学期間中のアル
バイトは禁止されています。休学を希望する外国人留学生は事前に学生総合支援部窓口で相談してくださ
い。

⑵　復　学
　休学期間が満了して復学をする場合、保証人連署のうえ「復学願」を学生支援課に提出して下さい。｢
復学願｣ は休学期間満了の前にご自宅に送付します。疾病による休学の場合は復学に係る医師の診断書が
必要となります。
　復学する場合は、指定の期日までに復学願を記入の上、学生支援課に提出してください。その後復学が
許可されます。

⑶　退　学
　退学とは、自ら大学を辞めること、または懲戒などにより大学を辞めさせられることです。退学する場
合は、学生支援課に申し出て、担当教員と面談します。面談は原則、オンラインその後、「退学願」に保
証人連署のうえ、学生証とともに提出してください。

⑷　除　籍
　除籍とは、学生の身分や記録を全て失うことです。除籍後は、それまでの成績や在籍に関する証明書類
を、発行することはできません。
　学則第３９条により、次の項目のいずれかに該当する者は、学長が除籍しますのでご留意ください。

❶　 正当な理由なく第４０条で定める学費及び第４２条で定める在籍料全額の納付を怠り、督促をして
もなお納付しない者

❷　第４条に定める在学年限を超える者
❸　第３２条第２項に定める休学期間を超えてなお修学できない者
❹　学期の当初から末日までの期間にわたり連絡のとれない者
❺　 留学の在留資格を有する者で、法務省入国管理行政機関において在留期間の更新が認められず、帰

国の指示を受けた者。ただし、帰国後に本学が在留資格認定申請を行うに相当する事由があると学
長が認めた者を除く。
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⑸　転学科
　入学後、所属学科から他の学科へ転学科したい場合は、募集のある学科にのみ２年次修了前までに通知
される期日に保証人連署で願い出てください。審査の上、可否を決定し、通知します。詳しくは学生総合
支援部教務課窓口で相談してください。

⑹　再入学
　退学者で再入学を希望する者に対して、審査の上、再入学を認めることがあります。

⑺　卒業延期制度
　卒業要件、諸要件を満たした学生に、１学期、在学期間の延長を許可する制度です（１回を限度にさら
に１学期延長が可）。学生総合支援部窓口で諸要件を確認し、卒業延期願を提出してください。８単位以
内の授業科目を履修することができます。
　なお、「卒業延期時在籍料（５０,０００円）」、「育友会費（７,５００円）」の納付が必要です。
※ ⑴〜⑺の願いは、許可された場合、許可証等が発行されます。

⑻　諸届願
　学生総合支援部窓口前ホールにある証明書自動発行機、または横浜商科大学Webサイトより発行して
ください。

❶　保証人の変更
　誓約書に記載した正保証人が死亡などの理由で、その責務を負えなくなった場合は、「保証人変
更届」に記入して、住民票等（本人と保証人名記載）と共に学生総合支援部窓口に提出してください。

❷　改姓・改名・本籍地の変更
　学生が改姓・改名したとき、または本籍地に変更があった場合は、「戸籍変更届」に記入のうえ、
戸籍謄本等（本人と保証人名記載）と共に、学生総合支援部窓口に提出してください。

❸　住所変更
　正保証人や学生の転居や住所表記の変更があった場合は、商大 Web 情報システム（後述）より変更
してください。なお、正保証人の住所変更の場合は、住民票等（保証人名記載）を必ず提出してくだ
さい。
　住所が不明であると、大学からの重要なお知らせや書類が届かない場合がありますので注意して
ください。

❹　学生証再発行
　学生証は４年間使用するため、取扱いには、十分注意してください。
　万が一紛失または破損した場合は、学生総合支援部窓口前ホールにある証明書自動発行機で「学
生証再発行願」を発行（再発行手数料５００円）して、必要事項を記入の上、学生総合支援部学生支援
課窓口に提出してください。申請日の翌日に交付されます。
　なお、紛失した学生証が見つかった場合や離籍した場合、有効期限が切れた場合は、すみやかに
学生総合支援部学生支援課窓口に、旧学生証を返却してください。

❺　補習願
　本便覧（P. ５９ 6 補習に関する取扱い）に記載する理由により欠席した場合は、「補習願」に証
明書類を添えて、学生総合支援部教務課に直接提出してください。
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1　学内において

⑴　学生への伝達方法
❶　学生向けポータル（商大 Web 情報システム　https://unipa.shodai.ac.jp）

　商大 Web 情報システムにアクセスすることで、教務、学生生活、就職など大学の情報を入手する
ことができます。学生の呼び出しや、休講、成績に関する大事なお知らせを多数配信しますので、
日頃から確認する習慣をつけましょう。
　なお、商大 Web 情報システムよりお知らせした履修や手続きに関する事項のう
ち一部は、「商大履修関連まとめサイト」へ掲載しますので、あわせて確認して
ください。（「商大履修関連まとめサイト」の運用については、商大 Web 情報シス
テムから確認してください。）

❷　メール・電話連絡
　大学から緊急時など必要に応じて、学生にメールや、電話で連絡します。
　商大 Web 情報システムの個人情報（住所、電話番号など）は、常に最新情報に更新してください。

❸　掲示板
　学生への伝達は、基本的に商大 Web 情報システムで連絡・通知します。ただし、掲示板でお知ら
せする情報もありますので、確認するようにしてください。
　◉ 掲示板設置場所 ➡１号館１階（ピロティー）、事務所窓口隣のモニターなど

⑵　喫煙について
　２０歳未満の喫煙は法律で禁じられています。また、成長途上の身体に対し深刻な悪影響があります。
　また、本人の意思に関わらず、他人が吸った「タバコ」の煙を吸わされることを「受動喫煙」と呼び、
火のついた先から出る煙（副流煙）は、喫煙者が吸い込む煙（主流煙）と比べて有害物質が高い濃度で含ま
れ、タバコを吸わない人へも、健康被害を及ぼす原因になるといわれています。
　本学は、通学途中、駐輪場での喫煙は禁止です。学内・近隣施設・通学路（大口駅および生麦駅から本学）
において警備員、本学教職員による巡回を行い、違反した学生、もしくは指導に従わない学生に対しては、
厳しい処分を課す場合があります。
　本学では、卒煙することを推奨しています。

⑶　携帯電話等について
　授業中、試験中におけるスマートフォン出席を利用する以外のスマートフォンの使用や、授業や試験に
必要のない電子機器などの音は、他の学生の迷惑となり、授業・試験の妨害行為にも相当します。入室前
に必ず電源を切るか、マナーモードにしてください。なお、授業中、試験中の教室内での通話は禁止しま
す。
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⑷　学生食堂・カフェテリア
　学生食堂・カフェテリアは、セルフサービス方式です。食器の後片付けは各自で行ってください。
　なお、ゼミやクラブなどグループの会合にも食堂・カフェテリアを利用できますが、広範囲を利用する
場合は、１号館１階学生総合支援部学生支援課窓口で、事前に相談してください。
営業日　授業期間の平日及び祝日に講義がある日（学生食堂）、授業期間の平日のみ（カフェテリア）

場　　所 曜　　日 営業時間

学生食堂
（６号館２階）

平　　日
朝カレー ８：４５〜１１：１５

通常メニュー １１：１５〜１４：００

土曜日、日曜日、祝日、休暇中は閉店

カフェテリア
（３号館３階）

平　　日 １１：３０〜１４：００ ※コーヒー販売のみ１０：００〜営業

土曜日、日曜日、祝日、休暇中は閉店

食品自動販売機　 ➡１号館２階ホール
アイスクリーム自動販売機　 ➡３号館３階ホール

　

⑸　教科書販売
　一般書店および書籍販売サイトで購入して下さい。

⑹　アパートの相談・紹介
　本学では、ひとり暮らしを始める学生向けに、大学ホームページに、本学に寄せられた不動産会社や学
生会館の情報を一覧で掲載しています。個人経営のアパートなど、部屋代が比較的安く良心的な物件も多
くあります。

⑺　アルバイト
　企業から寄せられたアルバイト求人情報は３号館３階入口付近で紹介していますので活用してくださ
い。なお、アルバイトを探す場合には、次のことに注意して、学生としての自覚と責任を持って選択して
ください。

❶　学業に支障をきたさないもの（深夜のアルバイトは避ける）。
❷　体力に無理のないもの（危険の伴うことは避ける）。
❸　学生としてふさわしいもの（公序良俗に反することは避ける）。

⑻　その他
❶　キャッシュサービスコーナー（つるみキャンパス）

キャンパス内で BANCS 提携金融機関発行カードによる預金の引き出しができます。
◉ 営業時間 ➡ 月〜金：９：００〜１７：００　　土：９：００〜１５：００
※入試日等の学内立ち入り禁止日は利用不可

❷　遺失物・拾得物の取扱い
　学内で持ち物を紛失したときは、学生総合支援部で保管されている場合がありますので確認して
ください。また、落し物を拾得したときは、学生総合支援部窓口まで届けてください。
　大学での保管期間は３ヶ月です。期間内に遺失者からの申し出がない場合、または持ち主が判明
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しない場合は、所有権を放棄したものとみなし、本学において適宜処分します。
❸　防火・防災・防犯

　学内の火災・盗難等には十分に注意を払い、積極的にその防止に努めてください。万一、火災・
盗難等の事故が発生した場合は、学生総合支援部窓口、または近くにいる教職員に連絡し、指示を
受けてください。
　なお、学生自身も、貴重品の入ったバックなどを置いたまま離席をしないなど、自己の責任にお
いて管理してください。

2　通学に関して

　本学は、道幅が大変狭い住宅地にあります。そのため、横並びでの歩行や大声、騒音・交通違反などは近
隣住民に大変な迷惑となります。また、二輪車の場合、周囲の人や学生本人の負傷に直結します。

⑴　公共交通機関の利用について
最寄駅 ➡ 徒歩圏内：京浜急行線 生麦駅、JR 横浜線 大口駅
 バス利用：JR 鶴見駅、東急東横線 菊名駅よりバスにて飯山バス停下車

⑵　二輪車の通学について
　自転車、自動二輪（原付、電動キックボード含む）での通学は事前登録が必須です（１車種１枚）。登録許
可証（シール）をリア側泥除けに貼ってください。所定のフォーマットに記入のうえ、証明書自動発行機で
二輪車登録願（２００円）を購入し、あわせて学生総合支援部学生支援課に提出してください。また、安全
維持とマナーのため、学生総合支援部学生支援課の窓口で年度ごとに更新手続きをしてください。詳しい
登録・更新の手続き方法については、本学の二輪車通学申請サイトより確認して下さい。

登録申請（２００円）登　録

更　新

許可証シール（貼り付け）

更新申請（４月） 許可証更新

※ 最新の許可証（シール）が貼られていない、交通違反、マナー違反などの行為があれば二輪車での通学許
可を取り消します。

※�２０２６年４月１日より、自転車の交通違反に「交通反則制度」が導入されました。詳しくは二輪車通学
サイト参照。

⑶　自動車通学の禁止について
　違反者は、懲戒処分の対象となります。なお、諸事情により大学敷地内に車を乗り入れる必要がある場
合は、事前に学生総合支援部学生支援課へ相談してください。

　

二輪車通学申請サイト
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3　災害の発生時は

　災害は、家、大学、通学途中など、時間や場所を問わず発生します。
　本学では、学生の皆さんの安全確保について「横浜商科大学災害時の対応マニュアル」をもとに行います。
　このマニュアルは入学時に配付すると共に本学 Web サイトにも掲載していますので、いざというとき、
個人でも対応できるよう、よく読んで理解しておいてください。
　なお、講義、定期試験などの災害時の取り扱いについては、「修業に関する事項」を確認してください。

地震の場合…

　どんな大地震でも、大きく揺れる時間は約１分といわれています。窓際や棚から離れ、机の下などにも
ぐり、頭部はカバンや上着などで覆って、まず身の安全を図りましょう。（窓ガラスが飛散したり、TV モ
ニター・蛍光灯・ロッカーが落下・転倒するなど、身の回りの物が危険物となることがあります。）
　また、二次災害を防ぐために、可能であれば、出口付近の人は教室の出入口を開放するなどしてください。
　地震の揺れが収まったら、教職員の指示に従い、学内の避難場所である中庭へ速やかに避難をしてくだ
さい。避難の際は校舎からの落下物等に注意しながら、落ちついて行動してください。

火災の場合…

　火災を発見した場合、火の勢いが小さく初期消火が可能であれば、消火活動を行ってください。火の勢
いが強い場合は、速やかに火元から離れ、非常ベル等で火災の発生を知らせると共に、すぐに教職員に連
絡してください。
　火災で一番怖いのは煙です。煙を吸わないよう、ハンカチを口にあてるなどして避難してください。

日頃の準備として…

通学途中や大学で災害にあった場合に備えて、次のことを確認しておきましょう。
◉ 大学から自宅までの徒歩による経路
◉ 電話等がつながらないときの家族との連絡方法
◉ 災害伝言ダイヤル（１７１）

利用方法  【伝言の録音方法】
 ①「１７１」にダイヤルし、「１」（暗証番号なし）または「３」（暗証番号あり）をダイヤルする。
 ②ガイダンスに従い、伝言を録音する。（３０秒以内）
 【伝言の再生方法】
 ①「１７１」にダイヤルし、「２」（暗証番号なし）または「４」（暗証番号あり）をダイヤルする。
 ②市外局番からダイヤルすることで伝言を聞くことが出来る。（３０秒以内）

◉ 自宅近くの「地域防災拠点」や「広域避難場所」

◉ つるみキャンパス内の避難場所 ◉ つるみキャンパス付近の地域防災拠点
　つるみキャンパス 中庭 　生麦中学校、寺尾小学校、岸谷小学校
◉ つるみキャンパス付近の広域避難場所 ◉ みどりキャンパス内の避難場所、付近の広域避難場所
　神之木公園（錦台中学校一帯） 　みどりキャンパス 硬式野球場、総合グラウンド
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1　単位の修得と成績について

　大学における学修においては、各学年、学期ごとに定められた履修制限の上限単位数の中で、受けたい科
目を自ら選んで履修します。したがって、各個人の選択により時間割は異なります。（ただし、必修科目に
ついては、卒業までに必ず履修登録し、単位を修得しなければなりません。）
　各科目には単位数が定められており、履修登録した科目の授業に出席して試験を受け、科目の学修内容を
修得したことが認められると、単位が付与されます。全ての学生は卒業までに各科目群から合計１２４単位以
上を修得することが必要です。
　このように自由に時間割を決められる反面、責任も生じます。４年間で卒業するためには、自ら計画的に
履修を行い、確実に単位を修得していくことが必要です。科目の履修や成績について、不明な点がある場合
はそのままにせず、教員や教務課に相談するようにしましょう。
⑴　単位制度

　大学の単位基準は文部科学省の「大学設置基準」によって定められています。「大学設置基準」では「１
単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業方法に応じ、
当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して次の基準により単位数を計算するものと
する。」とあり、「講義および演習については１５時間から３０時間までの範囲で大学が定める時間の授業
をもって１単位とする」（実験、実習および実技については３０時間から４５時間までの範囲で大学が定め
る時間の授業をもって１単位とする）とされています。
　つまり単位は、単なる「出席」や「成績」ではなく「成果をあげた勉強時間」です。単に「授業を出席
しただけ」、あるいは「授業に出席していないけど、試験はできた。」だけでは認められません。その授業
科目へ取り組んだ時間と結果の両方が必要となります。

⑵　学期、セメスターと授業週間
　本学では、１年を２学期に分け、４月１日から９月２０日までを春学期、９月２１日から３月３１日ま
でを秋学期とし、その中で各学期１４週の授業期間を設定しています。
　また、入学して最初の春学期を１セメスターとし、以降学期の進行に合わせて２セメスター、３セメス
ターと進行していきます。（下図参照）

　卒業するためには、４年間８セメスター以上の在学が必要となり、８年間１６セメスターを超えて在学
することはできません。

学　期 １年春 １年秋 ２年春 ２年秋 ３年春 ３年秋 ４年春 ４年秋 以降

セメスター １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９…
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⑶　授業形態について
　授業形態は次のとおりです。

週間授業
春学期 または 秋学期に授業を実施する科目

通年で授業を実施する科目

集中講義 以下の例のような指定日に集中して授業を実施する科目
例) 各学期（休業期間含む）の指定日に授業を実施する。

⑷　履修登録
　科目を履修するには、受講前に履修登録を行わなくてはなりません。履修登録していない科目は、受講
できません。また、一度合格した科目は、再度履修することはできません。履修登録は各学期の指定され
た期間内に行います。講義要項・授業計画（シラバス）をよく読んで、希望する科目を履修してください。
　登録の結果は、商大 Web 情報システムで必ず確認してください。登録にあたっては、年次別の指定科目
や履修上限単位数の制限などの条件があります。履修エラーがある場合は、速やかに教務課に申し出て指
導を受けてください。
　なお、授業によっては、履修抽選や選抜を行う場合があります。
　原則として履修修正期間後の変更は認めません。
　集中講義の履修方法は科目によって異なります。詳細はシラバスを確認してください。

履修～成績発表までの年間スケジュール

春学期 ４月上旬
履修登録 ➡ 授業受講 ➡ ８月下旬

成績発表

秋学期 ９月下旬
履修登録 ➡ 授業受講 ➡ ２月下旬

成績発表

⑸　履修登録できる単位数（履修上限単位数）
　履修登録できる単位数は、年次別に下表のとおり上限があります。履修登録した科目の単位は、確実に
修得するように努めてください。
　なお、４年間で卒業するためには最低でも履修上限単位数の８割以上は履修登録をして、単位を修得し
ましょう。

１年次生 ２年次生 ３年次生 ４年次生 卒業単位数
各年次の履修
上限単位数

４０ ４０ ４０ ４０ １２４
春学期２０、秋学期２０ 春学期２０、秋学期２０ 春学期２０、秋学期２０ 春学期２０、秋学期２０

※ 以下の単位については、上記の上限とは別に修得することができます。
❶　資格取得等、大学の所定の基準によって認定された単位。
❷　放送大学の単位互換協定により認定された単位。
❸　一部の集中講義など履修上限単位数の制限外で履修・修得した単位。
❹　教職に関する科目の単位。（卒業認定単位数に含まれません）
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⑹　成績評価
　成績評価は原則として授業の出席状況と、学期末の試験によって行います。ただし、平常評価を加味す
る場合や、レポート等を課す場合もあります。
　合格した科目は評価の如何に関わらず、当該科目の取り消しや再度履修登録をすることはできません。

本学の成績（表記）
秀 （A+） １００点〜９０点

合格
優 （A） ８９点〜８０点
良 （B） ７９点〜７０点
可 （C） ６９点〜６０点
認定 （R） 単位認定
不可 （F） ６０点未満 不合格評価不能 （W） 出席不良、受験放棄等

　成績表等への成績評価の表記は英字を使用します。A+、A、B、C は合格として単位を付与し、Ｒは留学
先での単位修得など、所定の基準によって認定された科目として、合格科目同様、単位を付与します。

（P. ４７「４ 単位認定について」参照、成績の詳細はP. ５８「3 成績」参照）
　Ｆは不合格として、Ｗは評価不能（出席不良、受験放棄等）として単位は付与されません。履修した科目
が単位未修得の場合は、次期以降に同じ科目（担当者は相違しても可）を履修することができます。
　また、不合格となった、科目及び成績の表記は学内処理上の書類のみに使用し、外部提出用の書類には
表示されません。

⑺　卒業に必要な単位数
　卒業するためには、入学後４年以上８年以内に１２４ 単位以上を修得しなければなりません。
　１２４単位の内訳はP. ３８－４１の図を参照してください。

必修・選択および選択必修の区別

必　　修 卒業までに必ず（１２４単位に含めて）単位修得しなければならない科目
できるだけ低学年の時に履修・修得しましょう

選　　択 該当する科目群から選択して、卒業までに決められた単位数を修得しなければならない科
目

選択必修 選択科目のうち、必ず単位修得をしなければならない科目

学生懸賞論文（松本武雄賞）について

皆さんが「学生会員」として所属する「学術研究会」では、
ゼミナールで取り組む卒業論文をはじめ、学生が書いた論文を毎年募集しています。
優秀な論文に対しては、本学創立者にちなむ「松本武雄賞」を授与し、
表彰します。
詳しくは学術・地域連携部（renkei@shodai.ac.jp）へ問い合わせください。
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商学科

卒
業
単
位　

１２４
単
位

学
部
共
通
科
目　

６８
単
位

学
科
科
目　

５６
単
位

大学基盤科目群 必修 １０単位

１年　考える力 ２単位

１年　商学基礎 ２単位

１年　基礎ゼミ A ２単位

２年　基礎ゼミ B ２単位

２年　アカデミック・ライティング ２単位

実効型実践科目群
必修 ８単位 １年　情報リテラシ－１.２ 各２単位

２年　ライフキャリア概論 ２単位
３年　ワークキャリア開発 ２単位選択 １６単位

総合コミュニケ
ーション科目群

選択
必修 １２単位 留学生のみ必修

日本語 Communication１.２.３.４ 各２単位

総合教養科目群

必修 ２単位 １年　経済学入門 ２単位

留学生
必修 ４単位 ２年　日本語・社会と文化１.２ 各２単位

選択 ２０単位
（留学生１６単位）

専門基盤科目群 必修 １４単位

１年　ビジネスと AI ２単位
１年　情報社会の倫理 ２単位
１年　商業・流通入門 ２単位
１年　経営学概論 ２単位
１年　データサイエンス入門 ２単位
１年　マーケティング概論 ２単位
１年　会計学入門 ２単位

学科深化・発展
科目群 選択 ４２単位
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観光マネジメント学科

卒
業
単
位　

１２４
単
位

学
部
共
通
科
目　

６８
単
位

学
科
科
目　

５６
単
位

大学基盤科目群 必修 １０単位

１年　考える力 ２単位

１年　商学基礎 ２単位

１年　基礎ゼミ A ２単位

２年　基礎ゼミ B ２単位

２年　アカデミック・ライティング ２単位

実効型実践科目群
必修 ８単位 １年　情報リテラシ－１.２ 各２単位

２年　ライフキャリア概論 ２単位
３年　ワークキャリア開発 ２単位選択 １６単位

総合コミュニケ
ーション科目群

選択
必修 １２単位 留学生のみ必修

日本語 Communication１.２.３.４ 各２単位

総合教養科目群

必修 ２単位 １年　経済学入門 ２単位

留学生
必修 ４単位 ２年　日本語・社会と文化１.２ 各２単位

選択 ２０単位
（留学生１６単位）

専門基盤科目群 必修 １２単位

１年　観光概論 ２単位
１年　観光・サービス経営論 ２単位
１年　地域と観光 ２単位
１年　経営学概論 ２単位
２年　観光資源論 ２単位
２年　サービス・マーケティング論 ２単位

学科深化・発展
科目群 選択 ４４単位
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経営情報学科　情報マネジメントコース

卒
業
単
位　

１２４
単
位

学
部
共
通
科
目　

６８
単
位

学
科
科
目　

５６
単
位

大学基盤科目群 必修 １０単位

１年　考える力 ２単位

１年　商学基礎 ２単位

１年　基礎ゼミ A ２単位

２年　基礎ゼミ B ２単位

２年　アカデミック・ライティング ２単位

実効型実践科目群
必修 ８単位 １年　情報リテラシ－１.２ 各２単位

２年　ライフキャリア概論 ２単位
３年　ワークキャリア開発 ２単位選択 １６単位

総合コミュニケ
ーション科目群

選択
必修 １２単位 留学生のみ必修

日本語 Communication１.２.３.４ 各２単位

総合教養科目群

必修 ２単位 １年　経済学入門 ２単位

留学生
必修 ４単位 ２年　日本語・社会と文化１.２ 各２単位

選択 ２０単位
（留学生１６単位）

専門基盤科目群 必修 １８単位

１年　ビジネスと AI ２単位
１年　情報社会の倫理 ２単位
１年　データサイエンス入門 ２単位
１年　情報セキュリティ ２単位
１年　プログラミング基礎 ２単位
１年　コンピュータ基礎 ２単位
１年　経営学概論 ２単位
２年　データ構造とアルゴリズム ２単位
２年　ビジネスデータ活用 ２単位

学科深化・発展
科目群 選択 ３８単位
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経営情報学科　スポーツマネジメントコース

卒
業
単
位　

１２４
単
位

学
部
共
通
科
目　

６８
単
位

学
科
科
目　

５６
単
位

大学基盤科目群 必修 １０単位

１年　考える力 ２単位

１年　商学基礎 ２単位

１年　基礎ゼミ A ２単位

２年　基礎ゼミ B ２単位

２年　アカデミック・ライティング ２単位

実効型実践科目群
必修 ８単位 １年　情報リテラシ－１.２ 各２単位

２年　ライフキャリア概論 ２単位
３年　ワークキャリア開発 ２単位選択 １６単位

総合コミュニケ
ーション科目群

選択
必修 １２単位 留学生のみ必修

日本語 Communication１.２.３.４ 各２単位

総合教養科目群

必修 ２単位 １年　経済学入門 ２単位

留学生
必修 ４単位 ２年　日本語・社会と文化１.２ 各２単位

選択 ２０単位
（留学生１６単位）

専門基盤科目群 必修 １４単位

１年　ビジネスと AI ２単位
１年　情報社会の倫理 ２単位
１年　スポーツパーソンシップ ２単位
１年　社会とスポーツ ２単位
１年　経営学概論 ２単位
２年　データ構造とアルゴリズム ２単位
２年　ビジネスデータ活用 ２単位

学科深化・発展
科目群 選択 ４２単位
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前項科目配置の内容について

学部共通科目
入学時から各学科共通の科目グループです。卒業後、ビジネスの世界で即活躍するための、基礎知識を身につけます。

大学基盤科目群
（必修）

良き市民として、実社会の中で時代の要請を的確に捉え将来への人生設
計、職業意識の涵養、育成を行うとともに、これらの達成のため、主体
的に大学で学びことの意義や方法を体得することを目標とする。

実効型実践科目群
（必修・選択）

現代のビジネスにおける企業行動の基礎的知識と、基礎知識の授業によ
りにより得た知見を、実際の行動経験の蓄積により、より専門的なとす
る科目への考察力を深める目的とする。

総合コミュニケーション科目群
（選択必修）

多元化、多様化する世界での、ビジネスにおける基礎的知識の理解のた
め、出身（日本）国以外の人々に対する相互理解とその背景を修得するこ
とを目的とする。

総合教養科目群
（必修・選択）

良きビジネスパーソンとして、実社会の要請を的確に捉え、課題の発見
やその解決のための手段を探求するための源泉となる学部共通の知識の
修得を目標とする。

学科科目
各学科での専門性の高い科目グループです。 

学部共通科目で学んだ商学全体の基本知識を踏まえながら、一部の必修などの科目を除き、高学年に履修する科目です。

専門基盤科目群
（必修）

学科の専門領域のとして不可欠な知識の修得と論理的思考力を育成する
ことを目標とする。

学科深化・発展科目群
（選択）

学科の専門に即した体系的な専門的知識と論理的思考力を発展させ、育
成することを目標とする。
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※１の科目等で、履修制限外の科目があります。詳細は各年度に配付される「時間割」で確認してください。
※２「職業指導１」、「職業指導２」は教職課程（商業）の履修者のみが履修する科目

2　カリキュラムの概要

　本学に設置されている科目は以下のとおりです。学生は、学部共通カリキュラムと、自分の所属している学科のカリキュラムを選んで授業を受講します。
　　　※各年次、各学期の枠内にある科目は、該当の年次、学期から履修することができます。

商学科カリキュラム

学科科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
科
科
目〔

５６
単
位
〕

専門基盤科目群
〔必修１４単位〕

ビジネスと AI（２）　情報社会の倫理（２） 商業・流通入門（２）　経営学概論（２）　データサイエンス入門（２）

マーケティング概論（２）　会計学入門（２）

学科深化・発展科目群
〔選択４２単位〕

横浜企業家研究（２） 経営管理論（２） 経営戦略論（２）　経営組織論（２） グローバル・ビジネス論（２）　経営史（２） 中小企業経営論（２） 人的資源管理論（２） 非営利組織経営（２）

流通サービス論（２）　マーケティング戦略論（２） マーケティングリサーチ（２） グローバル・マーケティング（２）　ロジスティクス論（２） サービス・マーケティング論（２） 商品開発論（２） ブランド・マネジメント（２）

消費者行動論（２）　保険論（２）

原価計算（２）　会計の歴史（２） 財務諸表論（２） 財務諸表分析（２）　管理会計（２） 監査論（２）　租税法（２） 国際会計（２） 税務会計（２）秋

職業指導１（２）　職業指導２（２）

ゼミナール１（２） ゼミナール２（２） ゼミナール３（２） ゼミナール４（２）

学部共通科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
部
共
通
科
目〔

６８
単
位
〕

大学基盤科目群
〔必修１０単位〕 考える力（２）　商学基礎（２） 基礎ゼミ A（２） 基礎ゼミ B（２） アカデミック・ライティング（２）

実効型実践科目群
〔必修８単位：上段〕
〔選択１６単位：下段〕

情報リテラシー１（２） 情報リテラシー２（２） ライフキャリア概論（２） ワークキャリア開発（２）

初級簿記１（２）　スポーツ演習（２） ライフキャリア開発 A １（２） ライフキャリア開発 A ２（２）

初級簿記２（２）　情報機器活用（２） 中級簿記（４） ライフキャリア開発 B １（２）演 ライフキャリア開発 B ２（２） 研究指導 A（２）演 研究指導 B（２）演 研究指導 C（２）演 研究指導 D（２）演

上級簿記（４） 社会力実践 C １（２）演 社会力実践 C ２（２）演

ボランティア活動演習（２） 社会力実践 D １（４）演

海外研修 A（２） 海外研修 B（２） 社会力実践 D ２（２）演 ユニバーサルデザイン（２）

横浜中華街の世界（２） 横浜・野毛の商いと文化（２） ソーシャルデザイン（２）

実践英語 A（英文法基礎）（２） 実践英語 C（２）

実践英語B（異文化理解と実践英語）（２） 実践英語 D（２）

特別講義 A　特別講義 B 特別講義 C 特別講義 D

総合コミュニケーション
科目群

〔選択必修１２単位〕

EnglishCommunication １（２） EnglishCommunication ２（２） EnglishCommunication ３（２） EnglishCommunication ４（２）

グローバルスタディーズ（非アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（非アジア圏）２（２）

中国語 Communication １（２） 中国語 Communication ２（２） 中国語 Communication ３（２） 中国語 Communication ４（２）

グローバルスタディーズ（アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（アジア圏）２（２）

日本語 Communication １（２） 日本語 Communication ２（２） 日本語 Communication ３（２） 日本語 Communication ４（２）

日本語・多文化協働（２） 日本語・多文化コミュニケーション（２）

総合教養科目群
〔必修２単位：上段〕
〔留学生必修４単位：中段〕
〔 選択２０単位（留学生１６単

位）：下段〕

経済学入門（２）

日本語・社会と文化（２） 日本語・社会と文化２（２）

ミクロ経済学（２） マクロ経済学（２）　産業組織論（２） 金融論（２）　日本経済論（２）

法律とコンプライアンス（２） 日本国憲法（２） 商取引法（２） 会社法１（２）　民法債権法（２） 経済政策（２）　国際経済学（２）

民法総論（２） 民法物権法（２） 会社法２（２）　知的財産権法（２）

デザインと商学（２） デザイン思考（２）

歴史と文明 A（２） 言葉と文化 A（２） 社会と人間 A（２） 論理と思考 A（２） 心と身体 A（２） 世界と地域 A（２） 環境と技術 A（２） データと数学 A（数学基礎）（２）

歴史と文明 B（２） 言葉と文化 B（２） 社会と人間 B（２） 論理と思考 B（２） 心と身体 B（２） 世界と地域 B（２） 環境と技術 B（２） データと数学 B（統計学）（２）

歴史と文明 C（２） 言葉と文化 C（２） 社会と人間 C（２） 論理と思考 C（２） 心と身体 C（２） 世界と地域 C（２） 環境と技術 C（２）

歴史と文明 D（２） 言葉と文化 D（２） 社会と人間 D（２） 論理と思考 D（２） 心と身体 D（２） 世界と地域 D（２） 環境と技術 D（２）

特別講義 E 特別講義 F 特別講義 G 特別講義 H

※１の科目等で、履修制限外の科目があります。詳細は各年度に配付される「時間割」で確認してください。
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第4章　履修案内（2026年度入学者）

2　カリキュラムの概要

　本学に設置されている科目は以下のとおりです。学生は、学部共通カリキュラムと、自分の所属している学科のカリキュラムを選んで授業を受講します。
　　　※各年次、各学期の枠内にある科目は、該当の年次、学期から履修することができます。

学科科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
科
科
目〔

５６
単
位
〕

専門基盤科目群
〔必修１４単位〕

ビジネスと AI（２）　情報社会の倫理（２） 商業・流通入門（２）　経営学概論（２）　データサイエンス入門（２）

マーケティング概論（２）　会計学入門（２）

学科深化・発展科目群
〔選択４２単位〕

横浜企業家研究（２） 経営管理論（２） 経営戦略論（２）　経営組織論（２） グローバル・ビジネス論（２）　経営史（２） 中小企業経営論（２） 人的資源管理論（２） 非営利組織経営（２）

流通サービス論（２）　マーケティング戦略論（２） マーケティングリサーチ（２） グローバル・マーケティング（２）　ロジスティクス論（２） サービス・マーケティング論（２） 商品開発論（２） ブランド・マネジメント（２）

消費者行動論（２）　保険論（２）

原価計算（２）　会計の歴史（２） 財務諸表論（２） 財務諸表分析（２）　管理会計（２） 監査論（２）　租税法（２） 国際会計（２） 税務会計（２）秋

職業指導１（２）　職業指導２（２）

ゼミナール１（２） ゼミナール２（２） ゼミナール３（２） ゼミナール４（２）

学部共通科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
部
共
通
科
目〔

６８
単
位
〕

大学基盤科目群
〔必修１０単位〕 考える力（２）　商学基礎（２） 基礎ゼミ A（２） 基礎ゼミ B（２） アカデミック・ライティング（２）

実効型実践科目群
〔必修８単位：上段〕
〔選択１６単位：下段〕

情報リテラシー１（２） 情報リテラシー２（２） ライフキャリア概論（２） ワークキャリア開発（２）

初級簿記１（２）　スポーツ演習（２） ライフキャリア開発 A １（２） ライフキャリア開発 A ２（２）

初級簿記２（２）　情報機器活用（２） 中級簿記（４） ライフキャリア開発 B １（２）演 ライフキャリア開発 B ２（２） 研究指導 A（２）演 研究指導 B（２）演 研究指導 C（２）演 研究指導 D（２）演

上級簿記（４） 社会力実践 C １（２）演 社会力実践 C ２（２）演

ボランティア活動演習（２） 社会力実践 D １（４）演

海外研修 A（２） 海外研修 B（２） 社会力実践 D ２（２）演 ユニバーサルデザイン（２）

横浜中華街の世界（２） 横浜・野毛の商いと文化（２） ソーシャルデザイン（２）

実践英語 A（英文法基礎）（２） 実践英語 C（２）

実践英語B（異文化理解と実践英語）（２） 実践英語 D（２）

特別講義 A　特別講義 B 特別講義 C 特別講義 D

総合コミュニケーション
科目群

〔選択必修１２単位〕

EnglishCommunication １（２） EnglishCommunication ２（２） EnglishCommunication ３（２） EnglishCommunication ４（２）

グローバルスタディーズ（非アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（非アジア圏）２（２）

中国語 Communication １（２） 中国語 Communication ２（２） 中国語 Communication ３（２） 中国語 Communication ４（２）

グローバルスタディーズ（アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（アジア圏）２（２）

日本語 Communication １（２） 日本語 Communication ２（２） 日本語 Communication ３（２） 日本語 Communication ４（２）

日本語・多文化協働（２） 日本語・多文化コミュニケーション（２）

総合教養科目群
〔必修２単位：上段〕
〔留学生必修４単位：中段〕
〔 選択２０単位（留学生１６単

位）：下段〕

経済学入門（２）

日本語・社会と文化（２） 日本語・社会と文化２（２）

ミクロ経済学（２） マクロ経済学（２）　産業組織論（２） 金融論（２）　日本経済論（２）

法律とコンプライアンス（２） 日本国憲法（２） 商取引法（２） 会社法１（２）　民法債権法（２） 経済政策（２）　国際経済学（２）

民法総論（２） 民法物権法（２） 会社法２（２）　知的財産権法（２）

デザインと商学（２） デザイン思考（２）

歴史と文明 A（２） 言葉と文化 A（２） 社会と人間 A（２） 論理と思考 A（２） 心と身体 A（２） 世界と地域 A（２） 環境と技術 A（２） データと数学 A（数学基礎）（２）

歴史と文明 B（２） 言葉と文化 B（２） 社会と人間 B（２） 論理と思考 B（２） 心と身体 B（２） 世界と地域 B（２） 環境と技術 B（２） データと数学 B（統計学）（２）

歴史と文明 C（２） 言葉と文化 C（２） 社会と人間 C（２） 論理と思考 C（２） 心と身体 C（２） 世界と地域 C（２） 環境と技術 C（２）

歴史と文明 D（２） 言葉と文化 D（２） 社会と人間 D（２） 論理と思考 D（２） 心と身体 D（２） 世界と地域 D（２） 環境と技術 D（２）

特別講義 E 特別講義 F 特別講義 G 特別講義 H

※１の科目等で、履修制限外の科目があります。詳細は各年度に配付される「時間割」で確認してください。
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  　　学生便覧２０２６

CHAPTER 04

観光マネジメント学科カリキュラム

※１の科目等で、履修制限外の科目があります。詳細は各年度に配付される「時間割」で確認してください。

学科科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次
春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
科
科
目〔

５６
単
位
〕

専門基盤科目群
〔必修１２単位〕

観光概論（２）　観光・サービス経営論（２）　地域と観光（２） 観光資源論（２）

経営学概論（２） サービス・マーケティング論（２）

学科深化・発展科目群
〔選択４４単位〕

商業・流通入門（２）　マーケティング概論（２）　会計学入門（２） 観光情報論（２）　観光コミュ二ケーション論（２） 観光産業のリスクマネジメント（２）　観光文化論（２） 観光経済学（２） 観光交通論（２） 観光政策演習（２） サービスデザイン（２）

横浜の観光計画と課題（２）　横浜観光演習（２） 観光まちづくり（２） 観光とサブカルチャー（２） 持続可能な観光論（２） 鶴見観光まちづくりの実践（２）

情報社会の倫理（２）　ビジネスとAI（２） 旅行ビジネス論（２） 観光行動論（２） 観光サービス実務演習（２）

データサイエンス入門（２） 宿泊ビジネス論（２） フードビジネス論（２） レジャー産業論（２）

ゼミナール１（２） ゼミナール２（２） ゼミナール３（２） ゼミナール４（２）

学部共通科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
部
共
通
科
目〔

６８
単
位
〕

大学基盤科目群
〔必修１０単位〕 考える力（２）　商学基礎（２） 基礎ゼミ A（２） 基礎ゼミ B（２） アカデミック・ライティング（２）

実効型実践科目群
〔必修８単位：上段〕
〔選択１６単位：下段〕

情報リテラシー１（２） 情報リテラシー２（２） ライフキャリア概論（２） ワークキャリア開発（２）

初級簿記１（２）　スポーツ演習（２） ライフキャリア開発 A １（２） ライフキャリア開発 A ２（２）

初級簿記２（２）　情報機器活用（２） 中級簿記（４） ライフキャリア開発 B １（２）演 ライフキャリア開発 B ２（２） 研究指導 A（２）演 研究指導 B（２）演 研究指導 C（２）演 研究指導 D（２）演

上級簿記（４） 社会力実践 C １（２）演 社会力実践 C ２（２）演

ボランティア活動演習（２） 社会力実践 D １（４）演

海外研修 A（２） 海外研修 B（２） 社会力実践 D ２（２）演 ユニバーサルデザイン（２）

横浜中華街の世界（２） 横浜・野毛の商いと文化（２） ソーシャルデザイン（２）

実践英語 A（英文法基礎）（２） 実践英語 C（２）

実践英語B（異文化理解と実践英語）（２） 実践英語 D（２）

特別講義 A　特別講義 B 特別講義 C 特別講義 D

総合コミュニケーション
科目群

〔選択必修１２単位〕

EnglishCommunication １（２） EnglishCommunication ２（２） EnglishCommunication ３（２） EnglishCommunication ４（２）

グローバルスタディーズ（非アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（非アジア圏）２（２）

中国語 Communication １（２） 中国語 Communication ２（２） 中国語 Communication ３（２） 中国語 Communication ４（２）

グローバルスタディーズ（アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（アジア圏）２（２）

日本語 Communication １（２） 日本語 Communication ２（２） 日本語 Communication ３（２） 日本語 Communication ４（２）

日本語・多文化協働（２） 日本語・多文化コミュニケーション（２）

総合教養科目群
〔必修２単位：上段〕
〔留学生必修４単位：中段〕
〔 選択２０単位（留学生１６単

位）：下段〕

経済学入門（２）

日本語・社会と文化（２） 日本語・社会と文化２（２）

ミクロ経済学（２） マクロ経済学（２）　産業組織論（２） 金融論（２）　日本経済論（２）

法律とコンプライアンス（２） 日本国憲法（２） 商取引法（２） 会社法１（２）　民法債権法（２） 経済政策（２）　国際経済学（２）

民法総論（２） 民法物権法（２） 会社法２（２）　知的財産権法（２）

デザインと商学（２） デザイン思考（２）

歴史と文明 A（２） 言葉と文化 A（２） 社会と人間 A（２） 論理と思考 A（２） 心と身体 A（２） 世界と地域 A（２） 環境と技術 A（２） データと数学 A（数学基礎）（２）

歴史と文明 B（２） 言葉と文化 B（２） 社会と人間 B（２） 論理と思考 B（２） 心と身体 B（２） 世界と地域 B（２） 環境と技術 B（２） データと数学 B（統計学）（２）

歴史と文明 C（２） 言葉と文化 C（２） 社会と人間 C（２） 論理と思考 C（２） 心と身体 C（２） 世界と地域 C（２） 環境と技術 C（２）

歴史と文明 D（２） 言葉と文化 D（２） 社会と人間 D（２） 論理と思考 D（２） 心と身体 D（２） 世界と地域 D（２） 環境と技術 D（２）

特別講義 E 特別講義 F 特別講義 G 特別講義 H

※１の科目等で、履修制限外の科目があります。詳細は各年度に配付される「時間割」で確認してください。
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学科科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次
春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
科
科
目〔

５６
単
位
〕

専門基盤科目群
〔必修１２単位〕

観光概論（２）　観光・サービス経営論（２）　地域と観光（２） 観光資源論（２）

経営学概論（２） サービス・マーケティング論（２）

学科深化・発展科目群
〔選択４４単位〕

商業・流通入門（２）　マーケティング概論（２）　会計学入門（２） 観光情報論（２）　観光コミュ二ケーション論（２） 観光産業のリスクマネジメント（２）　観光文化論（２） 観光経済学（２） 観光交通論（２） 観光政策演習（２） サービスデザイン（２）

横浜の観光計画と課題（２）　横浜観光演習（２） 観光まちづくり（２） 観光とサブカルチャー（２） 持続可能な観光論（２） 鶴見観光まちづくりの実践（２）

情報社会の倫理（２）　ビジネスとAI（２） 旅行ビジネス論（２） 観光行動論（２） 観光サービス実務演習（２）

データサイエンス入門（２） 宿泊ビジネス論（２） フードビジネス論（２） レジャー産業論（２）

ゼミナール１（２） ゼミナール２（２） ゼミナール３（２） ゼミナール４（２）

学部共通科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
部
共
通
科
目〔

６８
単
位
〕

大学基盤科目群
〔必修１０単位〕 考える力（２）　商学基礎（２） 基礎ゼミ A（２） 基礎ゼミ B（２） アカデミック・ライティング（２）

実効型実践科目群
〔必修８単位：上段〕
〔選択１６単位：下段〕

情報リテラシー１（２） 情報リテラシー２（２） ライフキャリア概論（２） ワークキャリア開発（２）

初級簿記１（２）　スポーツ演習（２） ライフキャリア開発 A １（２） ライフキャリア開発 A ２（２）

初級簿記２（２）　情報機器活用（２） 中級簿記（４） ライフキャリア開発 B １（２）演 ライフキャリア開発 B ２（２） 研究指導 A（２）演 研究指導 B（２）演 研究指導 C（２）演 研究指導 D（２）演

上級簿記（４） 社会力実践 C １（２）演 社会力実践 C ２（２）演

ボランティア活動演習（２） 社会力実践 D １（４）演

海外研修 A（２） 海外研修 B（２） 社会力実践 D ２（２）演 ユニバーサルデザイン（２）

横浜中華街の世界（２） 横浜・野毛の商いと文化（２） ソーシャルデザイン（２）

実践英語 A（英文法基礎）（２） 実践英語 C（２）

実践英語B（異文化理解と実践英語）（２） 実践英語 D（２）

特別講義 A　特別講義 B 特別講義 C 特別講義 D

総合コミュニケーション
科目群

〔選択必修１２単位〕

EnglishCommunication １（２） EnglishCommunication ２（２） EnglishCommunication ３（２） EnglishCommunication ４（２）

グローバルスタディーズ（非アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（非アジア圏）２（２）

中国語 Communication １（２） 中国語 Communication ２（２） 中国語 Communication ３（２） 中国語 Communication ４（２）

グローバルスタディーズ（アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（アジア圏）２（２）

日本語 Communication １（２） 日本語 Communication ２（２） 日本語 Communication ３（２） 日本語 Communication ４（２）

日本語・多文化協働（２） 日本語・多文化コミュニケーション（２）

総合教養科目群
〔必修２単位：上段〕
〔留学生必修４単位：中段〕
〔 選択２０単位（留学生１６単

位）：下段〕

経済学入門（２）

日本語・社会と文化（２） 日本語・社会と文化２（２）

ミクロ経済学（２） マクロ経済学（２）　産業組織論（２） 金融論（２）　日本経済論（２）

法律とコンプライアンス（２） 日本国憲法（２） 商取引法（２） 会社法１（２）　民法債権法（２） 経済政策（２）　国際経済学（２）

民法総論（２） 民法物権法（２） 会社法２（２）　知的財産権法（２）

デザインと商学（２） デザイン思考（２）

歴史と文明 A（２） 言葉と文化 A（２） 社会と人間 A（２） 論理と思考 A（２） 心と身体 A（２） 世界と地域 A（２） 環境と技術 A（２） データと数学 A（数学基礎）（２）

歴史と文明 B（２） 言葉と文化 B（２） 社会と人間 B（２） 論理と思考 B（２） 心と身体 B（２） 世界と地域 B（２） 環境と技術 B（２） データと数学 B（統計学）（２）

歴史と文明 C（２） 言葉と文化 C（２） 社会と人間 C（２） 論理と思考 C（２） 心と身体 C（２） 世界と地域 C（２） 環境と技術 C（２）

歴史と文明 D（２） 言葉と文化 D（２） 社会と人間 D（２） 論理と思考 D（２） 心と身体 D（２） 世界と地域 D（２） 環境と技術 D（２）

特別講義 E 特別講義 F 特別講義 G 特別講義 H

※１の科目等で、履修制限外の科目があります。詳細は各年度に配付される「時間割」で確認してください。
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学部共通科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
部
共
通
科
目〔

６８
単
位
〕

大学基盤科目群
〔必修１０単位〕 考える力（２）　商学基礎（２） 基礎ゼミ A（２） 基礎ゼミ B（２） アカデミック・ライティング（２）

実効型実践科目群
〔必修８単位：上段〕
〔選択１６単位：下段〕

情報リテラシー１（２） 情報リテラシー２（２） ライフキャリア概論（２） ワークキャリア開発（２）

初級簿記１（２）　スポーツ演習（２） ライフキャリア開発 A １（２） ライフキャリア開発 A ２（２）

初級簿記２（２）　情報機器活用（２） 中級簿記（４） ライフキャリア開発 B １（２）演 ライフキャリア開発 B ２（２） 研究指導 A（２）演 研究指導 B（２）演 研究指導 C（２）演 研究指導 D（２）演

上級簿記（４） 社会力実践 C １（２）演 社会力実践 C ２（２）演

ボランティア活動演習（２） 社会力実践 D １（４）演

海外研修 A（２） 海外研修 B（２） 社会力実践 D ２（２）演 ユニバーサルデザイン（２）

横浜中華街の世界（２） 横浜・野毛の商いと文化（２） ソーシャルデザイン（２）

実践英語 A（英文法基礎）（２） 実践英語 C（２）

実践英語B（異文化理解と実践英語）（２） 実践英語 D（２）

特別講義 A　特別講義 B 特別講義 C 特別講義 D

総合コミュニケーション
科目群

〔選択必修１２単位〕

EnglishCommunication １（２） EnglishCommunication ２（２） EnglishCommunication ３（２） EnglishCommunication ４（２）

グローバルスタディーズ（非アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（非アジア圏）２（２）

中国語 Communication １（２） 中国語 Communication ２（２） 中国語 Communication ３（２） 中国語 Communication ４（２）

グローバルスタディーズ（アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（アジア圏）２（２）

日本語 Communication １（２） 日本語 Communication ２（２） 日本語 Communication ３（２） 日本語 Communication ４（２）

日本語・多文化協働（２） 日本語・多文化コミュニケーション（２）

総合教養科目群
〔必修２単位：上段〕
〔留学生必修４単位：中段〕
〔 選択２０単位（留学生１６単

位）：下段〕

経済学入門（２）

日本語・社会と文化（２） 日本語・社会と文化２（２）

ミクロ経済学（２） マクロ経済学（２）　産業組織論（２） 金融論（２）　日本経済論（２）

法律とコンプライアンス（２） 日本国憲法（２） 商取引法（２） 会社法１（２）　民法債権法（２） 経済政策（２）　国際経済学（２）

民法総論（２） 民法物権法（２） 会社法２（２）　知的財産権法（２）

デザインと商学（２） デザイン思考（２）

歴史と文明 A（２） 言葉と文化 A（２） 社会と人間 A（２） 論理と思考 A（２） 心と身体 A（２） 世界と地域 A（２） 環境と技術 A（２） データと数学 A（数学基礎）（２）

歴史と文明 B（２） 言葉と文化 B（２） 社会と人間 B（２） 論理と思考 B（２） 心と身体 B（２） 世界と地域 B（２） 環境と技術 B（２） データと数学 B（統計学）（２）

歴史と文明 C（２） 言葉と文化 C（２） 社会と人間 C（２） 論理と思考 C（２） 心と身体 C（２） 世界と地域 C（２） 環境と技術 C（２）

歴史と文明 D（２） 言葉と文化 D（２） 社会と人間 D（２） 論理と思考 D（２） 心と身体 D（２） 世界と地域 D（２） 環境と技術 D（２）

特別講義 E 特別講義 F 特別講義 G 特別講義 H

※１の科目等で、履修制限外の科目があります。詳細は各年度に配付される「時間割」で確認してください。

※１の科目等で、履修制限外の科目があります。詳細は各年度に配付される「時間割」で確認してください。

学科科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
科
科
目〔

５６
単
位
〕

専門基盤科目群
〔必修１８単位〕

情報マネジメント
コース

情報社会の倫理（２）　ビジネスと AI（２） データサイエンス入門（２）　情報セキュリティ（２）　プログラミング基礎（２） データ構造とアルゴリズム（２）

コンピュータ基礎（２）　経営学概論（２） ビジネスデータ活用（２）

専門基盤科目群
〔必修１４単位〕

スポーツ
マネジメントコース

情報社会の倫理（２）　ビジネスと AI（２） 経営学概論（２） データ構造とアルゴリズム（２）

スポーツパーソンシップ（２）　社会とスポーツ（２） ビジネスデータ活用（２）

学科深化・発展
科目群

〔選択３８単位〕
情報マネジメント
コース

商品企画と E コマース（２） スポーツデータ活用入門（２） 情報数学（２）　データサイエンスとビジネス（２） ビッグデータ解析（２）　モバイアプリ制作（２演） AI アプリケーションの開発（２）

会社運営の基礎（２）　経営管理論（２） 会社運営の実践（２）　経営戦略論（２） インターネット起業論（２）　中小企業経営論（２）

インターネットビジネス（２） マーケティング概論（２） マーケティング戦略論（２）　流通サービス論（２） ソーシャルメディアマーケティング（２）　マーケティングリサーチ（２） デジタルマーケティング（２）　商品開発論（２）

消費者行動論（２） 観光情報論（２）　スポーツビジネスとファイナンス（２）

ゼミナール１（２） ゼミナール２（２） ゼミナール３（２） ゼミナール４（２）

学科深化・発展
科目群

〔選択４２単位〕
スポーツ
マネジメントコース

スポーツビジネス（２）　ユニバーサルデザイン（スポーツ）入門（２） スポーツデータ活用入門（２）　マーケティング概論（２） スポーツ法務（２）　倫理社会学（２） 健康づくりのための栄養学（２） スポーツコーチング（２）　体力測定評価法（２）

スポーツ心理学（２）　身体の機能と運動（２） 生理学概論（２） トレーニング論（２）　スポーツと産業（２） ライフステージ論（２）　医学概論（２） スポーツビジネスとファイナンス（２）

スポーツマーケティング（２）　ユニバーサルデザイン（スポーツ）企画（２） マーケティングリサーチ（２） 横浜のプロスポーツビジネス（２）　横浜のイベント研究（２）

スポーツ組織のマネジメント（２）　スポーツとまちづくり（２） 生涯スポーツ演習（フィットネス）（２）

スポーツ政策（２）　生涯スポーツ演習（トレーニング）（２）

生涯スポーツ演習（ウオーキング・ジョギング）（２）　生涯スポーツ演習（水泳）（２）

ゼミナール１（２） ゼミナール２（２） ゼミナール３（２） ゼミナール４（２）
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学部共通科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
部
共
通
科
目〔

６８
単
位
〕

大学基盤科目群
〔必修１０単位〕 考える力（２）　商学基礎（２） 基礎ゼミ A（２） 基礎ゼミ B（２） アカデミック・ライティング（２）

実効型実践科目群
〔必修８単位：上段〕
〔選択１６単位：下段〕

情報リテラシー１（２） 情報リテラシー２（２） ライフキャリア概論（２） ワークキャリア開発（２）

初級簿記１（２）　スポーツ演習（２） ライフキャリア開発 A １（２） ライフキャリア開発 A ２（２）

初級簿記２（２）　情報機器活用（２） 中級簿記（４） ライフキャリア開発 B １（２）演 ライフキャリア開発 B ２（２） 研究指導 A（２）演 研究指導 B（２）演 研究指導 C（２）演 研究指導 D（２）演

上級簿記（４） 社会力実践 C １（２）演 社会力実践 C ２（２）演

ボランティア活動演習（２） 社会力実践 D １（４）演

海外研修 A（２） 海外研修 B（２） 社会力実践 D ２（２）演 ユニバーサルデザイン（２）

横浜中華街の世界（２） 横浜・野毛の商いと文化（２） ソーシャルデザイン（２）

実践英語 A（英文法基礎）（２） 実践英語 C（２）

実践英語B（異文化理解と実践英語）（２） 実践英語 D（２）

特別講義 A　特別講義 B 特別講義 C 特別講義 D

総合コミュニケーション
科目群

〔選択必修１２単位〕

EnglishCommunication １（２） EnglishCommunication ２（２） EnglishCommunication ３（２） EnglishCommunication ４（２）

グローバルスタディーズ（非アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（非アジア圏）２（２）

中国語 Communication １（２） 中国語 Communication ２（２） 中国語 Communication ３（２） 中国語 Communication ４（２）

グローバルスタディーズ（アジア圏）１（２） グローバルスタディーズ（アジア圏）２（２）

日本語 Communication １（２） 日本語 Communication ２（２） 日本語 Communication ３（２） 日本語 Communication ４（２）

日本語・多文化協働（２） 日本語・多文化コミュニケーション（２）

総合教養科目群
〔必修２単位：上段〕
〔留学生必修４単位：中段〕
〔 選択２０単位（留学生１６単

位）：下段〕

経済学入門（２）

日本語・社会と文化（２） 日本語・社会と文化２（２）

ミクロ経済学（２） マクロ経済学（２）　産業組織論（２） 金融論（２）　日本経済論（２）

法律とコンプライアンス（２） 日本国憲法（２） 商取引法（２） 会社法１（２）　民法債権法（２） 経済政策（２）　国際経済学（２）

民法総論（２） 民法物権法（２） 会社法２（２）　知的財産権法（２）

デザインと商学（２） デザイン思考（２）

歴史と文明 A（２） 言葉と文化 A（２） 社会と人間 A（２） 論理と思考 A（２） 心と身体 A（２） 世界と地域 A（２） 環境と技術 A（２） データと数学 A（数学基礎）（２）

歴史と文明 B（２） 言葉と文化 B（２） 社会と人間 B（２） 論理と思考 B（２） 心と身体 B（２） 世界と地域 B（２） 環境と技術 B（２） データと数学 B（統計学）（２）

歴史と文明 C（２） 言葉と文化 C（２） 社会と人間 C（２） 論理と思考 C（２） 心と身体 C（２） 世界と地域 C（２） 環境と技術 C（２）

歴史と文明 D（２） 言葉と文化 D（２） 社会と人間 D（２） 論理と思考 D（２） 心と身体 D（２） 世界と地域 D（２） 環境と技術 D（２）

特別講義 E 特別講義 F 特別講義 G 特別講義 H

※１の科目等で、履修制限外の科目があります。詳細は各年度に配付される「時間割」で確認してください。

学科科目一覧 １　　年　　次 ２　　年　　次 ３　　年　　次 ４　　年　　次

春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期 春　学　期 秋　学　期

履修登録の上限単位数 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位

学
科
科
目〔

５６
単
位
〕

専門基盤科目群
〔必修１８単位〕

情報マネジメント
コース

情報社会の倫理（２）　ビジネスと AI（２） データサイエンス入門（２）　情報セキュリティ（２）　プログラミング基礎（２） データ構造とアルゴリズム（２）

コンピュータ基礎（２）　経営学概論（２） ビジネスデータ活用（２）

専門基盤科目群
〔必修１４単位〕

スポーツ
マネジメントコース

情報社会の倫理（２）　ビジネスと AI（２） 経営学概論（２） データ構造とアルゴリズム（２）

スポーツパーソンシップ（２）　社会とスポーツ（２） ビジネスデータ活用（２）

学科深化・発展
科目群

〔選択３８単位〕
情報マネジメント
コース

商品企画と E コマース（２） スポーツデータ活用入門（２） 情報数学（２）　データサイエンスとビジネス（２） ビッグデータ解析（２）　モバイアプリ制作（２演） AI アプリケーションの開発（２）

会社運営の基礎（２）　経営管理論（２） 会社運営の実践（２）　経営戦略論（２） インターネット起業論（２）　中小企業経営論（２）

インターネットビジネス（２） マーケティング概論（２） マーケティング戦略論（２）　流通サービス論（２） ソーシャルメディアマーケティング（２）　マーケティングリサーチ（２） デジタルマーケティング（２）　商品開発論（２）

消費者行動論（２） 観光情報論（２）　スポーツビジネスとファイナンス（２）

ゼミナール１（２） ゼミナール２（２） ゼミナール３（２） ゼミナール４（２）

学科深化・発展
科目群

〔選択４２単位〕
スポーツ
マネジメントコース

スポーツビジネス（２）　ユニバーサルデザイン（スポーツ）入門（２） スポーツデータ活用入門（２）　マーケティング概論（２） スポーツ法務（２）　倫理社会学（２） 健康づくりのための栄養学（２） スポーツコーチング（２）　体力測定評価法（２）

スポーツ心理学（２）　身体の機能と運動（２） 生理学概論（２） トレーニング論（２）　スポーツと産業（２） ライフステージ論（２）　医学概論（２） スポーツビジネスとファイナンス（２）

スポーツマーケティング（２）　ユニバーサルデザイン（スポーツ）企画（２） マーケティングリサーチ（２） 横浜のプロスポーツビジネス（２）　横浜のイベント研究（２）

スポーツ組織のマネジメント（２）　スポーツとまちづくり（２） 生涯スポーツ演習（フィットネス）（２）

スポーツ政策（２）　生涯スポーツ演習（トレーニング）（２）

生涯スポーツ演習（ウオーキング・ジョギング）（２）　生涯スポーツ演習（水泳）（２）

ゼミナール１（２） ゼミナール２（２） ゼミナール３（２） ゼミナール４（２）
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3　履修に関する手引

⑴　履修申請について
❶　学期が始まる毎に履修申請をします。
❷　同じ科目をセメスター内に重複して履修することや、修得済の科目は履修できません。
❸　履修申請は各セメスターの履修上限単位数の範囲内で行います。

⑵　履修申請の手続
❶　 掲示や通知に気をつけて、期日を守って申請してください。履修に関する連絡は、掲示や商大 Web 

情報システムで通知されます。
❷　申請に際し次の事項に注意してください。

イ　 履修オリエンテーションで、履修申請方法や注意事項等を説明しますので、必ず出席してください。
ロ　 ４年間で確実に卒業できるよう履修計画を立てて、申請をしましょう。履修条件などが指定さ

れている場合がありますので、申請する科目については、あらかじめシラバスを読み、内容を
確認してください。

ハ　 履修予定の講義には、履修申請手続きにかかわらず、初回の授業から出席してください。履修
希望者数が定員を超過した場合や、定員制の科目については、選抜を行う場合があります。

ニ　 履修申請に基づき受講者名簿を作成し授業を行います。たとえ同一科目・同一担当者であって
も自分が申請した曜日・時限以外の講義の受講はできません。

ホ　 取得した資格による単位認定を希望する者は、対象科目をあらかじめ履修申請する必要はあり
ません。

履修申請の流れ

オリエンテーション ➡ 履修計画の作成 ➡ 履修登録期間 ➡ 授業受講

❸　履修申請は「商大 Web 情報システム」で行います。
　　履修申請締切直前はシステムが混雑します。時間に余裕を持って申請してください。

商大 Web 情報システム ➡ https://unipa.shodai.ac.jp

❹　 履修申請期間内に、商大 Web 情報システムで、申請内容に間違いがないか、必ず確認の上、履修申
請を完了してください。毎年履修申請ミスのため、卒業要件が不足し、卒業できない学生がいます。

❺　�履修申請期間後に変更または修正する場合は履修修正期間に行ってください。それ以後の変更は一
切認めません。

❻　 履修登録エラーなどの不備がある場合、履修申請は認められません。履修修正期間内に修正手続を
してください。

❼　履修申請に関して不明な点がある場合は、必ず学生総合支援部教務課で確認してください。
❽　商大 Web 情報システムは、毎日深夜にメンテナンスの為使用不可になります。ご注意下さい。
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4　単位認定について

　資格取得や、他大学との協定により修得した単位について、本学の単位として認定する制度です。この制
度を利用して認定される単位は、卒業までの間、合計で６０単位までとします。
　単位認定の申請受付は、５月と１１月に行いますので、いずれかの時期で申請してください。なお、申請
を行わない場合、単位認定はされないので注意してください。

⑴　資格による単位認定
　次の資格について単位認定を行いますので、単位認定を希望する者は、期間中に申請手続をしてください。
　合格した科目は各学科カリキュラム一覧に応じて単位を付与します。

対象となる資格等 認定科目 認定単位

日商簿記３級 初級簿記１（２単位）、初級簿記２（２単位） 計４単位

日商簿記２級（全商簿記２級以
上・全経簿記２級以上を含む）

初級簿記１（２単位）、初級簿記２（２単位）、
中級簿記（４単位） 計８単位

IT パスポート試験 情報機器活用（２単位） ２単位

基本情報処理技術者試験 プログラミング基礎（２単位）、
データ構造とアルゴリズム（２単位） ４単位

放送大学単位互換履修生 原則として学部共通科目の総合教養基盤科目 各履修科目
の単位

⑵　単位互換制度による単位認定
❶　横浜市内大学間単位互換制度

　標記の制度に参加している大学（学部）が提供する科目を履修し単位を修得した場合、本学の単位
として付与する制度です。
　募集については、本学の履修申請時期と異なり、３月、６月頃に、商大 Web 情報システムに掲示
します。
　なお、各大学において受講するため、本学での通常授業を受講することに支障がないか確認して
ください。また一度登録した科目の修正等は原則として認められません。下記の注意点をよく把握
して計画を立てください。
イ　 単位修得した科目はその内容に応じて、本学の科目として単位を付与します。
ロ　履修については履修上限単位数の枠内において、年間で１２単位までとします。
ハ　 この制度で修得した単位は審査の上、卒業要件として２０単位を上限に単位を付与します。

　この制度の詳細は、商大修学関連まとめサイトを確認して下さい。
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２０２６年度　単位互換制度への参加大学

大学名 参加学部 備考

神 奈 川 大 学
法学部、経済学部、経営学部、外国語学部、
国際日本学部、人間科学部、理学部、工学部、建築学部、
化学生命学部、情報学部

関 東 学 院 大 学
国際文化学部、社会学部、経済学部、経営学部、法学部、
理工学部、建築・環境学部、人間共生学部、栄養学部、
教育学部、看護学部、情報学部

國 學 院 大 學 文学部、法学部、経済学部、神道文化学部、人間開発学部、
観光まちづくり学部

鶴 見 大 学 文学部

桐 蔭 横 浜 大 学 法学部、医用工学部、スポーツ健康政策学部、
スポーツ科学部、現代教養学部

東 京 都 市 大 学 環境学部、メディア情報学部、デザイン・データ科学部

東洋英和女学院大学 人間科学部、国際社会学部、人間社会学部
受入は
女子学生
に限る

フェリス女学院大学 文学部、国際交流学部、音楽学部、グローバル教養学部

明 治 学 院 大 学 社会学部、法学部、国際学部

横 浜 国 立 大 学 教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部

横 浜 市 立 大 学 国際教養学部、国際商学部、理学部、
データサイエンス学部、国際総合科学部、医学部
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❷　放送大学単位互換制度
　本制度は、放送大学との単位互換協定により実施し、同大学が行うテレビ、ラジオ放送、インター
ネット、またはスクーリングでの講義を受講した上で、通信課題、および学習センターでの受験に
よる単位認定試験に合格した場合に放送大学の単位を修得できます。なお、修得した単位は、指定
された期間内に本学に申請することで、本学の単位として認定されます。
イ　授業科目について
　　a　 通常はテレビ、ラジオ、インターネットでの通信教育となり、自宅等での学習が可能です。

したがってマイペースで学習できるメリットがありますが、自分の学習計画をしっかり立
てなければなりません。

　　b　入学時期は年２回、授業開始はそれぞれ４月１日および１０月１日です。
　　c　すべての科目は各学期にて終了します。
　　d　 通信課題および単位認定試験の不合格科目については、科目登録申請をした次学期に限

り、再度受講することができます（手続不要）。
ロ　受講資格について
　　a　２年次から卒業年次セメスターの直前の学期において、本学に在籍している者。
　　b　放送大学の講義が視聴可能な者。
　　　　◉ BS 放送（テレビ・ラジオ）
　　　　◉ ケーブルテレビ
　　　　◉ インターネットラジオ、インターネット配信
　　　　（詳細はホームページ https://www.ouj.ac.jp にて確認すること。）
　　c　所属学習センター、またはサテライトスペースに行くことができる者。
ハ　出願について
　　a　 この制度は、大学の窓口で申し込んだ科目についてのみ適用されます。個人が直接放送大

学で手続して修得した単位は、制度の対象にはなりません。１単位につき６,０００円（２０２５
年４月現在）を支払った上で、学生総合支援部教務課で手続してください。

　　b　 出願は、第１学期は前年度の１月に、第２学期は７月頃に受付けます。通常の履修申請時
期とは異なりますので注意してください。

　　c　 卒業年次生は単位認定の関係上、最終学期の受講はできません。
　　d　 本学で開講している科目と同一科目名称の科目や講義内容が類似する科目については、認

定できません。
　　e　申請書提出後、科目の変更、取り消し、修正等は一切できません。
　　f　申請科目の試験時間重複等の理由で、履修できない場合があります。
ニ　受講手続と試験について
　　a　 所定の手続が完了すると、放送大学の特別聴講生として、履修許可された科目を受講でき

ます。受講が許可された科目の返金はできません。
　　b　 授業・試験はすべて放送大学の定める方法に従ってください。
ホ　本学における単位認定について

　放送大学で修得した単位は、指定された期間内に本学に申請することで年間１２単位（在学
中２０単位）を上限に原則として学部共通科目の選択科目として認定します。
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⑶　海外研修制度
　海外研修は、本学と協定を締結した海外の大学等で、現地研修を受けることができる制度です。海外研
修 A は夏季（８〜９月）、海外研修 B は春季（２〜３月）で実施します。成績評価は、事前授業、現地での研
修内容、帰国後のレポート提出等により総合的に行われます。海外研修の募集は、４月あるいは９月（申
請時）に行います。また、海外研修は一定の申込者数に満たなかった場合、中止（休講）となる場合があり
ます。
　なお、留学生は母国で行われる研修を履修することはできません。

〈 主な協定先（２０２６年２月時点 ） 〉
❶　北京第二外国語大学（Beijing International Studies University：北京市　中華人民共和国）

　北京第二外国語大学と本学の「学術文化交流協定」が１９８５年に締結されました。夏季休暇を利
用して本学学生が２週間ほど同学院に滞在し、中国語や中国の歴史、文化を学び、名所旧跡を訪れ
るなど、現地の人々と交流しながら、直接「中国」に触れて視野を広げます。

❷　ピッツバーグ大学ブラッドフォード校（UPB）
（University of Pittsburgh at Bradford：ペンシルベニア州　アメリカ合衆国）
　ピッツバーグ大学ブラッドフォード校と本学の「学術文化交流協定」が１９９８年に締結されまし
た。夏季休暇を利用し、文化体験を主とした UPB での現地短期研修を実施しています。

❸　ホルムズグレン・インスティテュート・オブ・TAFE

（Holmesglen Institute of TAFE：ビクトリア州　オーストラリア）
　２０１８年に学術連携の覚書を交わしたことにより、開講した科目です。春季休暇を利用し、語学
や現地の様々な文化体験ができる約２週間の研修です。

❹　広東外語外貿大学南国商学院
（Guangdong University of Foreign Studies South China Business College：広州市　中華人民共和国）
　広東外語外貿大学南国商学院と本学の「学術文化交流協定」が２０１３年に締結されました。春季
の休暇を利用して本学学生が１週間ほど同学院に滞在し、中国の都市開発・環境問題・商業施設開
発・小売販売について考えるとともに、異文化に対する理解を深めます。
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5　スポーツマネジメントコースの資格について

　所定の科目を履修し、単位を修得することで、以下の資格を受験する資格が得られます。※単位修得で資
格が取得できるというわけではありません。
　資格名　◉ 健康運動実践指導者（（公）健康・体力づくり事業財団）
　　　　　◉ 公認スポーツ指導者（（公）日本スポーツ協会）
　資格取得に関する情報は、大学からの掲示や商大 Web 情報システムから連絡をします。
　資格取得希望者は、掲示板等の情報を見逃さないようにしてください。
　なお、受験には事前準備が必要になります。

6　教職課程について

　本学の教職課程では、高等学校一種「商業」の免許が取得可能です。商学科に設置されており、商学科の
学生のみが履修可能です。定められた「教科及び教科の指導法に関する科目」と「教育の基礎的理解に関す
る科目」等の単位を修得して卒業した場合、教員免許状を取得することができます。

⑴　教職課程の履修要領
　教職課程は大学卒業後、教職につくことを希望する者を対象に設置しています。教員免許を取得するた
めには、本学で定める卒業に必要な要件を満たすとともに、教育職員免許法に定める必要単位を修得しな
ければなりません。
　この要件を満たした者には、卒業と同時に教員免許が授与されます。

❶　教職課程の履修に関する留意点
　教員免許を取得するには、卒業要件とは別に教職課程の科目の単位修得を要します。計画的に卒
業要件と教職関連科目の履修を行う必要があります。
　２年次から履修可能な教職課程を希望する１年生は、次ページ以降の別表を参考に、１年次から
履修できる教職関連科目の単位修得に努め、２年次の４月に実施されるオリエンテーションに、必
ず参加してください。

⑵　教育実習
　　「教育実習」は、４年次に通常実習に行く学生の出身校または各自が開拓した学校に大学が委嘱して
行います。
　「教育実習」の出向要件

a　卒業年次生であること
b　 卒業要件１２４単位のうちカリキュラムの各プログラム科目と教職課程に該当する科目をあわせて

１００単位以上修得していること。
c　「教育の基礎的理解に関する科目」を原則として６科目以上修得していること。
d　「教育実習講義」を受講済みであること。
e　４年次生対象の「教育実習事前指導（毎年４月中旬実施）」に出席すること。

以上の要件を満たさない場合、教職課程の履修を取りやめたとみなします。また、本学が「教育実習」に
不適切と認めたものは、教育実習に出向させないことがあります。
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別表　第４　教職に関する科目
⑴　教科及び教科の指導法に関する科目

授業科目
商学科 必要単

位数 備考
必修 選択 単位数

商
業
の
関
係
科
目（
一
年
次
以
上
）

商学基礎 ◯ ２

２４

学部共通科目　大学基盤科目群
初級簿記１ ◯ ２

学部共通科目　実効型実践科目群
初級簿記２ ◯ ２
経済学入門 ◯ ２

学部共通科目　総合教養科目群民法総論 ◯ ２
社会と人間A（社会学） ◯ ２
ビジネスと AI ◯ ２

学科専門科目　専門基盤科目群マーケティング概論 ◯ ２
経営学概論 ◯ ２
会計の歴史 ◯ ２

学科専門科目　学科深化・発展科目群
原価計算 ◯ ２

商
業
の
関
係
科
目（
二
年
次
以
上
）

ミクロ経済学 ◯ ２

学部共通科目　総合教養科目群
マクロ経済学 ◯ ２
民法債権法 ◯ ２
商取引法 ◯ ２
会社法１ ◯ ２
財務諸表論 ◯ ２

学科専門科目　学科深化・発展科目群

財務諸表分析 ◯ ２
マーケティング戦略論 ◯ ２
経営管理論 ◯ ２
経営戦略論 ◯ ２
経営組織論 ◯ ２

商
業
の
関
係
科
目（
三
年
次
以
上
）

国際経済学 ◯ ２
学部共通科目　総合教養科目群金融論 ◯ ２

会社法２ ◯ ２
租税法 ◯ ２

学科専門科目　学科深化・発展科目群

税務会計 ◯ ２
監査論 ◯ ２
商品開発論 ◯ ２
保険論 ◯ ２
人的資源管理論 ◯ ２
中小企業経営論 ◯ ２
職業指導１ ◯ ２
職業指導２ ◯ ２

各教科の指導法
（情報通信技術の活用を含む） 商業科教育法 ◯ ４ 教職科目
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⑵　教育の基礎的理解に関する科目等

施行規則に定める科目区分等 高等学校教諭第一種免許状

科目 各科目に含めることが
必要な事項 開設授業科目 履修

学年

単位数 必要
単位数必修 選択

教育の基礎的理解に
関する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
教育の思想・歴史
及び教育課程 ２ ２

１０

教育課程の意義及び編成の方法
（カリキュラム・マネジメントを含む。）
教職の意義及び教員の役割・職務内容

（チーム学校運営への対応を含む。） 
教師論 ２ ２

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項
（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。） 教育の行政及び学校経営 ２ ２

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 教育心理学 ２ ２
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する
理解 特別支援教育 ２ ２

道徳、総合的な学習
の時間等の指導法及
び生徒指導、教育相
談等に関する科目

総合的な学習の時間の指導法 特別活動及び総合的な学習の時間
の指導法 ２ ２

８

特別活動の指導法
教育の方法及び技術

教育方法論（ICT 活用を含む） ２ ２
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法
生徒指導の理論及び方法

生徒・進路指導の理論と方法 ２ ２
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含
む。）の理論及び方法 教育相談 ２ ２

教育実践に関する
科目

教育実習
教育実習講義 ３

３
５教育実習 ４

教職実践演習 教職実践演習 ４ ２
合　計 ２３ ２３

⑶　大学が独自に設定する科目

科目区分 開設授業科目名 履修方法等 履修
学年

単位数 必要
単位数必修 選択

大学が独自に設定す
る科目

道徳教育の研究
「大学が独自に設定する科目」　の
選択科目又は最低修得単位を超え
て履修した「教科及び教科の指導
法に関する科目」併せて１２単位
以上修得すること

２ ２
１２

青年心理学 ２ ２

⑷　教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目
免許法施行規則に
定める科目区分 科目名 履修年次 必要

単位数 必修 選択 備考

日本国憲法 日本国憲法

1

２ ２
体育 スポーツ演習 ２ ２

外国語
コミュニケーション

English Communication １

４

２
English Communication ２ ２  
中国語 Communication ３ ２
中国語 Communication ４  ２

情報機器の操作 情報機器活用 ２ ２
計（１０単位必修） １０ ８ ６
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オリエンテーション
【重要】必ず出席すること。

（参考）

教職課程登録から免許状授与までの流れ

４月

２年次１年次 ３年次 ４年次

５月

６月

９月

１０月

１２月

３月

履修科目の検討・修得単位数の確認

教職課程
および

履修についての説明

１年次から履
修可能な科目
の単位修得に
努める

春学期・秋学期ともに
必要な科目の単位修得に努める

教育実習校開拓についての説明

教育実習校
自己開拓期間

教育実習出向についての説明

教職採用模擬試験

教育実習校との打ち合わせ

教職実践演習履修

教職採用模擬試験

教育実習事前指導
「教育実習講義」「各教科の指導法」単位を履修していること

修得単位数の確認・学期履修科目の検討

修得単位数の確認・次年度履修科目の検討

免許状一括申請登録
授与願登録事項確認

教育実習反省会
（教育実習事後指導）

一括申請者審査（神奈川県）

教育職員免許状授与
【卒業式】

教育実習期間

教育実習事前指導
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1　授業

　本学の授業は月曜日から土曜日まで開講します。
　授業時間は１時限を１００分とし、つるみキャンパスで右表
のとおりに行います。
　災害や授業担当者のやむを得ない事由により、休講の措置
をとる場合があります。

⑴　休講
　授業担当者の病気、または学会出張、全学的な行事（大学祭、本学入学試験等）、交通機関の長時間に及
ぶ運行停止、その他やむを得ない事情が生じた場合は、授業を休講とします。詳細は随時商大 Web 情報シ
ステムでお知らせします。
　なお、休講連絡がなく、授業開始から３０分を経過しても担当教員が出講しない場合は、自然休講とな
ります。必ず学生総合支援部窓口に問い合わせて指示を受けてください。

⑵　臨時休講等
　台風や地震などの、自然現象が直接の原因となって起こる自然災害が発生したことにより、安全に通学
することや、授業を受講することが困難と大学が判断した場合、臨時休講や授業打ち切り等の措置をとる
場合があります。また、この場合、構内への立ち入りや課外活動についても禁止となります。
　この場合、決定内容を本学の商大 Web サイトや Web 情報システムに掲載して、お知らせします。
　また、これらの措置を決定する基準や措置は、つぎのとおりです。

❶　基準時点
１-１  午前中に開始する授業等を休講等にす

る場合、午前６時の状況により決定し、
お知らせします。

１-２	�午後に開始する授業等を休講等にする
場合、午前１０時の状況により決定し、
お知らせします。

❷　基準等
　　　　２-１	基準時点において、神奈川県下に発令

された特別警報、暴風警報又は大雪警
報に基づき授業等ならびに通学途上の
安全確保が困難であると判断した場合

　　　　２-２	自然災害の影響により、前項の基準時
点において、次の対象路線のうち２路
線以上で、対象区間に含まれる区間が
不通の場合　

授業時間
時　　限 授業時間
第１時限 ８：５０〜１０：３０
第２時限 １０：４０〜１２：２０
第３時限 １３：１０〜１４：５０
第４時限 １５：００〜１６：４０
第５時限 １６：５０〜１８：３０
第６時限 １８：４０〜２０：２０

【対象路線】 ２０２５年２月現在

対象路線 対象区間

J R

東海道線 東京〜小田原間
横須賀線 東京〜久里浜間
京浜東北・根岸線 東京〜大船間
横浜線

全線

東急東横線
京浜急行線
相模鉄道線
横浜市営地下鉄
小田急線 小田原線・江ノ島線

※ 路線の新設・延伸などにより、対象路線・対象区間が変
更になる場合については、商大 Web 情報システムにてお
知らせします。

05
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　　　　２-３	大規模地震対策特別措置法に基づく、警戒宣言が発令された場合

❸　その他
　上記２の基準に該当せず、授業等の休講等がとられなかったものの、学生の通学経路上での公共
交通機関が自然災害の影響などにより、運休するなどのやむを得ない事情により、欠席した場合は、　　
補習願を各授業担当の教員へ１週間以内に提出してください。
※補習願については、本便覧P. ５９。

⑶　補講
　休講となった授業は、原則として当該学期内に補講をおこないます。詳細については、商大 Web 情報シ
ステムで連絡します。また、担当教員が授業中に連絡（指示）する場合もあります。

⑷　遠隔授業等
　遠隔授業等の受講について、学内で受講する場合は、授業担当者が指示する教室で受講して下さい。

2　試験

　成績は、授業内の課題、レポート、学期末の定期試験（最終授業実施のものも含む）により評価されます。
試験実施にあたっては、時間割（試験科目、試験日、時限、試験場等）を、試験実施概ね２週間前に商大
Web 情報システムで発表します。なお、追試験、再試験の時間割については配信されないため注意してく
ださい。

⑴　受験上の注意
　受験に際しては、次のことに十分注意してください。

❶　受験の際は監督者の指示に従い、他の学生の迷惑にならないようにしてください。
❷　 試験時間中は、学生証を机の上に提示してください。なお、試験当日に学生証を忘れた場合は、当

日限り有効の「仮受験票」の交付が受けられますので、学生総合支援部教務課で申請してください。
❸　答案用紙の学籍番号・氏名欄は黒色のボールペンで記入してください。
❹　 試験開始後２０分までは入室可能ですが、それ以降の入室は認めません。必ず授業開始または定期

試験開始時刻には入室するようにしてください。
❺　 受験者は答案用紙を必ず提出してください。なお、答案を持ち帰った場合は、不正行為とみなされ

るので注意してください。
❻　退室は、試験開始後３０分以降に認められます。ただし、再入室は認めません。
❼　次に該当する者は試験場から退場を命じられます。

イ　不正行為者。
ロ　監督者の指示に従わない者。
ハ　学生証を所持していない者。

❽　試験における不正行為者に対する措置。
イ　 定期試験及び最終講義時試験の不正行為者に対しては、当該学期の定期試験及び最終講義時試

験の筆記試験科目を全て無効とし、追試験を含む、事後の試験の受験を停止します。
ロ　 再度にわたる不正行為、又は替え玉受験等の甚だしく悪質な行為と認められる場合、停学、退

学の懲戒処分を行います。処分内容は、横浜商科大学学則に従い決定します。
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ハ　  不正行為が前項で規定する程度に至らないと認められる場合、訓告の懲戒処分を行います。
❾　 同一科目であっても担当者違いの科目を受験すると、成績が無効になるので十分注意してくださ

い。追試験申請の対象にはなりません。

⑵　臨時試験
　臨時試験とは、学期途中の授業内や、特別な時間を設けて、臨時に実施する試験です。
　臨時試験を実施する場合は、授業科目担当教員が、授業中に直接指示する場合と、掲示等によって連絡
する場合があります。

⑶　追試験
　病気、その他やむを得ない事由により、期末試験を受験できなかった者は、追試験の対象になります。
追試験の申請は、証明書発行機で「追試験願」を発行し、必要な書類と共に、申請期間中に学生総合支援
部教務課へ提出してください。審査を受けた後、受験可否の結果を連絡します。
　注　追試験日程およびその他追試験時間割などは、すべて商大 Web 情報システムで連絡します。

❶　追試験申請上の注意点
イ　受験料は１科目につき１,０００円です。
ロ　追試験が認められなかった場合は、受験料は返還します。
ハ　 追試験に対する再度の追試験は行いません。また、追試験の評価は原則としてＢ「良」以下と

なりますが、最終評価はこの限りではありません。
❷　やむを得ない事由例と提出添付書類（詳細はお問い合わせください）

イ　病気、けが ➡ 医療機関発行の診断書等（加療期間が明記されたもの）
ロ　三親等内の親族の死亡、または葬儀 ➡ 死亡診断書の写し、または葬儀日程がわかる会葬礼状等
ハ　公共交通機関の事故、もしくは故障等による不通または遅延 ➡ 交通機関発行の証明書等
ニ　大学の代表として出場する競技会もしくは全国レベル以上の大会への出場 ➡ 大会のプログラム等
ホ　就職試験と重なったとき ➡ 受験先の証明書等
ヘ　災害発生 ➡ それを証明する関係書類等
ト　その他・教務専門部会長が認めたとき

⑷　レポート提出
　講義の一環、あるいは試験の代わりとしてレポートを、作成する場合があります。レポートを課せられ
たときは、次のことに留意してください。

❶　提出先と提出日時の確認
　レポート提出は、全てオンラインとします。レポート課題が出された場合は、Google クラスルー
ムまたは担当教員が指定する提出方法で提出（送信）してください。学生総合支援部教務課にレポー
トを提出することはできません。

❷　レポートの訂正・加筆・遅延
　一度提出したレポートの訂正、加筆等は一切認めません。提出前によく見直してください。
　また、締め切り後のレポートは一切受け付けません。郵送等による提出も、原則として認めませ
んので、提出期日は厳守してください。



58

第5章　修業に関する事項

❸　レポート作成における注意点
　他人の作成した内容を無断で引用の注記等なく転載したり、剽窃したり、担当教員等へと事前の
相談、許可なく生成系 AI 等により作成されたレポートは、不正と見做される場合があるため注意し
てください。

3　成績

⑴　成績の通知について
　各学期終了後、春学期は９月上旬、秋学期は３月中旬に単位修得状況表を保証人住所に郵送します。ま
た、商大 Web 情報システムで成績照会することができます。
　単位修得状況表は、いかに学業に専念したかの指標となります。常に自分の成績や修得単位数を確認し
てください。また、成績の記載漏れがないか確認してください。

⑵　GPA・GPT による成績評価指標について
❶　GPA とは「Grade Point Average」、GPT は「Grade Point Total」の略です。
　本学では成績評価を A+（９０点以上）、A（８０〜８９点）、B（７０〜７９点）、C（６０点〜６９点）、R（本
学認定）、F（５９点以下）、W（評定不能）として表しています。成績評価を数値化し、今後の成績到達目
標を示すことによって、学生の勉学意欲と向上心を高めることを狙いとして、GPA による成績表示を行っ
ています。
　この GPA は、A+ を４点、A を３点、B を２点、C を１点、F および W は０点とし、次の方式で算出され
ます。また GPT は、上記 GPA で説明した評価（A+ ＝４、A ＝３、B ＝２、C ＝１）を単純に累積させた成績
点数表示です。

４× A+ の単位数＋３× A の単位数＋２× B の単位数＋１× C の単位数
　　　履修申請した総単位数（F および W を含み、R は含まない）

GPA ＝

　A+ や A 評価の科目を増やすとともに、この GPA 点数を上げていくことを目標として学習に努めてくだ
さい。

❷　GPA は、その学期のみの成績による算出（学期 GPA）、学年毎による算出（学年 GPA）、および、全ての
在学期間中の成績による算出（通算 GPA）の３種類があります。各 GPA は商大 Web 情報システムから確認で
きます。自分の成績がどの辺りかの目安として、参考にしてください。

4　成績確認

　成績評価に疑義がある場合には、成績確認の申請を行うことができます。この制度は、科目担当教員に成
績評価に誤りがないかを確認するためのものであり、成績評価の再考を求めるものではありません。

⑴　申請期間
　成績確認については成績発表日と、その翌日に申請を行ってください。

４× A+ の単位数＋３× A の単位数＋２× B の単位数＋１× C の単位数GPT ＝
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　（詳しくは、商大Web 情報システム上の掲示を確認してください。学期を遡っての成績確認はできません。）

⑵　申請対象
　出席日数、課題提出、定期試験受験等の単位修得要件を満たしている学生。

⑶　申請方法
　学生総合支援部教務課に「成績確認願」に必要事項を記入し、提出を行ってください。
　「成績確認願」は、学生総合支援部教務課で配付します。

⑷　申請事由
　担当教員による明らかな採点ミス、シラバスの評価方法と明らかに相違がある。

5　出欠席の確認

　各講義の出欠席については、商大 Web 情報システムで確認することができます。出欠席の問い合わせや、
その他講義に関する問い合わせは、まずは担当教員に確認してください。

6　補習に関する取扱い

　学生が、次に記載する事情により欠席した場合、教務課へ補習を願い出ることができます。
　手続きの詳細については、教務課へ問い合わせてください。

⑴　二親等内の親族の死亡または葬儀のとき
⑵　学校保健安全法施行規則（昭和３３年文部省令第１８条）に規定する感染症等に罹患したとき
⑶　本学自然災害等による休講措置に関する要領で定める通学の安全が確保できないとき
⑷　裁判員制度により裁判員に選任されたとき

7　商大修学関連まとめサイトについて

　商大修学関連まとめサイトは、横浜商科大学での修学に係る事項を、より詳細にまとめたサイトです。
　学年歴や時間割など大学から発信される情報、履修や講義に関する案内、各種届け出の書式や各種マニュ
アルなどが掲載されていますので、活用してください。

商大修学まとめサイト ➡ https://sites.google.com/shodai.ac.jp/matome/



60

第5章　修業に関する事項

8　学修成果可視化システム（アセスメンター）について

　学修成果可視化システム（アセスメンター）は、大学での学びや成長を確認できるシステムです。成績の確
認はもちろん、日々の授業や活動を通じて、自分がどんな力を身につけ、大学の卒業目標（ディプロマ・ポ
リシー）をどこまで達成できているかなどをグラフなどで客観的に確認できます。自分の強みや課題を整理
し、次の成長へ繫げるためにぜひ活用してください。

9　その他

　横浜商科大学には主に１年次生の必修講義を上級生がサポートするSA（Student Assistant）制度がありま
す。
　SAが常駐し、授業で分からないことや学生生活の悩みを相談できる「ぴあルーム」をぜひ活用してくだ
さい。

学修成果可視化システム（アセメンター） ➡ https://asm-ediea.com/shodai/
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1　公費派遣留学制度

　公費派遣留学制度とは、本学と協定を結ぶ海外の大学に、半年間または１年間留学できる制度です。この
制度により留学先で修得した単位は、一定の要件により３０単位まで、本学の卒業単位として認定されます。
　公費派遣留学生の募集説明会は７月頃に行います。留学を希望する学生は説明会に参加し、教務課で申請
してください。派遣の可否は、選考の上決定します。いずれの留学の場合でも本学に在籍している期間中の
ため、本学規定の授業料等を本学へ納付してもらいます。

⑴　北京第二外国語大学（中国）への留学
❶　応募資格 ➡ 次の条件を満たす学生　※留学生は母国への留学は申請できません

イ　本学に半年以上在学している者（科目等履修生、聴講生を除く）
ロ　成績優秀かつ品行方正の者
ハ  中国語において相応の能力のある者
 ※　原則として中国語検定２級以上を基準とする。
 ※　公費派遣学生選考（１１〜１２月）に検定結果を提出できるようにしておくこと。
 

❷　募集人数 ➡１〜２名
❸　留学先 ➡北京第二外国語大学

 中国北京市朝陽区定福庄南里 1 号
 URL : https://www.bisu.edu.cn

❹　留学期間 ➡２〜３月または９月から１年間または半年
❺　交換留学生としての処遇

イ 単位修得について
 a　留学期間は本学の在学年数に算入されます。
 b　 留学先で修得した単位は、単位認定証または成績証明書等を添えて申請し、審査により、

本学の単位として認定される場合があります。
ロ 費用について
 a　 留学先では、学費、宿舎費および大学内診療所での受診料が免除されます。また、生活費

の支給が受けられます。（奨学金として月額１,４００元、過去参考）
 b　渡航費は本学が負担します。

⑵　ピッツバーグ大学ブラッドフォード校（アメリカ）への留学
❶　応募資格 ➡ 次の条件を満たす学生　※留学生は母国への留学は申請できません

 イ　本学に半年以上在学している者（科目等履修生、聴講生を除く）
 ロ　成績優秀かつ品行方正の者
 ハ  英語において相応の能力のある者
  ※　原則として TOEIC スコア４６０点以上を基準とする。
  ※　公費派遣学生選考（１１〜１２月）に検定結果を提出できるようにしておくこと。
  ※　  公費派遣学生決定後、ピッツバーグ大学の承認を得るには TOEFL の点数が必須となるので、 

１２月に検定結果がでるように準備をしておくこと。

❷　募集人数 ➡３名以内

06
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❸　留学先 ➡ University of Pittsburgh at Bradford（以下 UPB）
 ３００Campus Drive,Bradford,PA１６７０１U.S.A

 URL : https://www.upb.pitt.edu

❹　留学期間 ➡９月から１年間または半年
❺　交換留学生としての処遇

イ 単位修得について
 a　留学期間は本学の在学年数に算入されます。
 b　 留学先で修得した単位は、審査により、本学の単位として認定される場合があります。学

生総合支援部教務課窓口に必要となる書類（成績証明書等）を提出して下さい。
ロ　費用について
 a　 留学先では、学費が免除されます。寮費、医療費および生活費は留学生本人の負担となり

ます。
　 b　渡航費は本学が負担します。
ハ 補助金について
 a　 留学に際し、奨学金として留学期間に応じて寮費及び食費相当分を支給します。ただし、

学内奨学金等との併用はできません。

⑶　ケンプテン応用科学大学（ドイツ）への留学
❶　応募資格 ➡ 次の条件を満たす学生　※留学生は母国への留学は申請できません

 イ 本学に半年以上在学している者（科目等履修生、聴講生を除く）
 ロ 成績優秀かつ品行方正の者
 ハ ドイツ語において相応の能力のある者
  ※　原則としてドイツ語検定３級以上を基準とする。
  ※　公費派遣学生選考（１１〜１２月）に検定結果を提出できるようにしておくこと。
  

❷　募集人数 ➡１〜２名
❸　留学先 ➡ Kempten University of Applied Sciences（以下、「FHK」）

 Bahnhofstrasse６１,８７３４５KEMPTEN, GERMANY 

 URL : https://www.hs-kempten.de

❹　留学期間 ➡ ９月から１年間または半年
 留学生のためのドイツ語集中講座受講可、定員制

❺　交換留学生としての処遇
イ 修得単位について
 a　留学期間は本学の在学年数に算入されます。
　 b　�留学先で修得した単位は、単位認定証または成績証明書等を添えて申請し、審査により、

本学の単位として認定される場合があります。
ロ　費用について
 a　留学先では、学費が免除されます。寮費、食費、生活費は留学生本人の負担となります。
　 b　渡航費は本学が負担します。
ハ 補助金について
 a　 留学に際し、奨学金として留学期間に応じて、寮費及び食費相当分を支給します。ただし、

学内奨学金等との併用はできません。
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2　国内留学制度

　札幌国際大学（北海道）および名桜大学（沖縄県）と、本学との単位互換協定により、２年次以上の学生を対
象とし、いずれかの大学へ４月から、半年または１年間国内留学ができる制度です。

❶　応募資格 ➡ 次の条件を満たす者
	 イ　本学在学生（留学生・科目等履修生・聴講生を除く）
 ロ　 本学に１年以上在学している者（留学時に２年次生以上であれば、１年次生も応

募可）
 ハ　学業熱心で、かつ品行方正の者

❷　募集人数 ➡ 若干名
❸　留学先 ➡ 札幌国際大学・名桜大学
❹　留学期間 ➡ １年以内
❺　国内留学生としての処遇

イ 国内留学生としての留学期間は本学の在学年数に参入されます。
ロ 当該年度の学費等は本学に納入し、現地での納入はありません。
ハ 留学中に関わる旅費・滞在生活費・通学費は本人の負担となります。
 （名桜大学は寮への入寮が可能です。）
㈡  単位認定の科目は、本学に提供される全科目が対象となり、審査により４０単位を上限として

認定されます。（ただし、当該学生は、放送大学、横浜市内単位互換等を含の認定科目を含め、
６０単位が認定上限となります。）

3　海外渡航

　海外に渡航する際は、その期間や渡航先などを、学務本部窓口に届出することを推奨します。事前に外務
省HPなどを活用し、情報収集を行ってください。

札幌国際大学（北海道） 名桜大学（沖縄県）
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1　学費の納付について

⑴　納付書発送時期と納付期日
　学費の納付は、年額一括または分割納付（春学期・秋学期の２回）のいずれかとなります。納付書発送時
期と納付期日は以下の通りです。

納付書発送時期 納付期日

年額一括　分割（春学期分） ３月中旬 ４月２０日

　　　　　分割（秋学期分） ９月中旬 １０月２０日

※納付期日が金融機関の休業日と重なる場合は、その翌営業日とします。

⑵　納付方法
　以下の３つの方法より選択し、納付してください。

❶　銀行窓口払い
　　 　本学指定の納付

書（振込用紙）をご
使用ください。

❷　ATM・インターネットバンキング払い
　　 　下表学費口座へ、ご自身でお振り込みください。手数料は自己負担となります。なお、学費は学

籍番号と学生氏名で管理しているため、依頼人名（ご自分のお名前）を「学籍番号（数字）＋学生氏名
（カナ）」に変更してください。

三菱 UFJ 銀行　学費口座 横浜銀行　学費口座

金融機関名 三菱 UFJ 銀行
（銀行コード：０００５） 金融機関名 横浜銀行

（銀行コード：０１３８）

支店名 鶴見支店
（支店コード：６２１） 支店名 鶴見西口支店

（支店コード：３６３）
種別 普通 種別 普通
口座番号 ４６０９２８１ 口座番号 ０１４９３５７
口座名義 ガク）ヨコハマシヨウカダイガク 口座名義 ガク）ヨコハマシヨウカダイガク
※ 振込先および依頼人名の入力間違いにご注意ください。入力内容に不備がありますと、大学から確認の連絡をさ

せていただく場合があります。

❸　クレジットカード払い（分割納付のみ利用可能）
　　　納付書に同封している案内資料をご確認のうえ、お手続きください。
　　※別途、送金手数料２.９％をご負担いただきます。
　　※ご利用可能なクレジットカードは、３D セキュア認証対応の VISA・Master・JCB です。
　　※１回１００万円を超える支払いはできませんので、学期ごとにお手続きください。

07

銀行名 手数料区分

三菱 U F J・横浜銀行　窓口 手数料無料

その他銀行　窓口 手数料自己負担

※ 納付書記載の正保証人ではない方が現金で支払う場合、別途本人確認資料等が必要
となる可能性があります。事前に来店予定店舗へ相談してください。
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⑶　学費の延納
　期日までに学費納付が困難な場合は、一定の要件を満たし延納を願い出ることで、納付期日を延ばすこ
とができます。ただし、最終納付期日を超えて延納をすることはできません。
最終納付期日

延納要件
　以下２つの要件をすべて満たした場合に認められます。

❶　期日までに、「学納金延納願」を提出

【提出先】　〒２３０－８５７７　神奈川県横浜市鶴見区東寺尾４－１１－１
　　　　　学校法人横浜商科大学　管理本部　財務経理課

❷　所定の期日までに、３分の１相当額（１７万円）を納付

⑷　納付書の再発行
　以下の問い合わせ先に、お電話もしくはメールにてご連絡ください。

Contact Information

問い合わせ先 ⬇

管理本部 人事・財務部 財務経理課　☎ ０４５－５８３－９０５６ 

E-mail ▶ keiri@shodai.ac.jp

延納学期区分 最終納付期日

春学期分 ７月２０日

秋学期分 １月２０日

※ 納付期日が金融機関の休業日と重なる場合は、その翌営業日とします。

延納学期区分 延納願提出期日

春学期分 ４月１７日

秋学期分 １０月１９日

延納学期区分 １７万円納付期日

春学期分 ４月３０日

秋学期分 １０月３１日

※ 延納の場合、分割用の納付書は発行いたしません。ATM・ネットバンキング等
を利用し、納付書記載または⑵③記載の学費口座へご自身でお振込ください。

受付時間 ８：４５〜１５：００ ▶（月曜日〜金曜日）
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2　学費の内訳

（1）商学科・観光マネジメント学科　入学者学費

勘定科目

第 1 年次 第２、３、４年次

年額一括
分割

年額一括
学期別分納

春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 ３００,０００ ― ― ― ―

授業料 ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００ ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００

施設設備費 ２２０,０００ １１０,０００ １１０,０００ ２２０,０００ １１０,０００ １１０,０００

教育充実費 ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００ ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００

小計 １,３０９,０００ ８０４,５００ ５０４,５００ １,００９,０００ ５０４,５００ ５０４,５００

受
託
徴
収
金

同窓会費 １０,０００ ５,０００ ５,０００ １０,０００ ５,０００ ５,０００

育友会費 １５,０００ ７,５００ ７,５００ １５,０００ ７,５００ ７,５００

学友会費 ４,０００ ２,０００ ２,０００ ４,０００ ２,０００ ２,０００

合計 １,３３８,０００ ８１９,０００ ５１９,０００ １,０３８,０００ ５１９,０００ ５１９,０００

（2）経営情報学科　入学者学費

勘定科目

第 1 年次 第２、３、４年次

年額一括
分割

年額一括
分割

春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 ３００,０００ ― ― ― ―

授業料 ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００ ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００

施設設備費 ２４０,０００ １２０,０００ １２０,０００ ２４０,０００ １２０,０００ １２０,０００

教育充実費 ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００ ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００

小計 １,３２９,０００ ８１４,５００ ５１４,５００ １,０２９,０００ ５１４,５００ ５１４,５００

受
託
徴
収
金

同窓会費 １０,０００ ５,０００ ５,０００ １０,０００ ５,０００ ５,０００

育友会費 １５,０００ ７,５００ ７,５００ １５,０００ ７,５００ ７,５００

学友会費 ４,０００ ２,０００ ２,０００ ４,０００ ２,０００ ２,０００

合計 １,３５８,０００ ８２９,０００ ５２９,０００ １,０５８,０００ ５２９,０００ ５２９,０００
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（3）　商学科・観光マネジメント学科　編入学者学費

勘定科目

入学初年次 翌年次

年額一括
分割

年額一括
分割

春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 ３００,０００ ３００,０００ ― ― ― ―

授業料 ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００ ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００

施設設備費 ２２０,０００ １１０,０００ １１０,０００ ２２０,０００ １１０,０００ １１０,０００

教育充実費 ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００ ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００

小計 １,３０９,０００ ８０４,５００ ５０４,５００ １,００９,０００ ５０４,５００ ５０４,５００

受
託
徴
収
金

育友会費 １５,０００ ７,５００ ７,５００ １５,０００ ７,５００ ７,５００

同窓会費 １０,０００ ５,０００ ５,０００ １０,０００ ５,０００ ５,０００

学友会 ４,０００ ２,０００ ２,０００ ４,０００ ２,０００ ２,０００

合計 １,３３８,０００ ８１９,０００ ５１９,０００ １,０３８,０００ ５１９,０００ ５１９,０００

受託徴収金とは…

横浜商科大学育友会・同窓会・学友会より会費の徴収を委託されたものです。

3　学費の返還

　学費は原則返還しません。ただし、次に該当する場合、保証人連署による願い出により、次の学費を返還
します。

⑴　春学期入学の学費の年額一括納付者が春学期中に退学した場合の秋学期学費
⑵　秋学期入学の学費の年額一括納付者が秋学期中に退学した場合の春学期学費
⑶　納付後に学生の学籍異動が決定した場合、該当学期に必要な学費を差し引いた分の学費
⑷　納付した学費に超過金がある事が判明した場合の超過分の学費
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4　国の教育ローン（日本政策金融公庫）

　「国の教育ローン」は、教育のために必要な資金を融資する公的な制度です。融資額は学生一人につき
３５０万円以内、返済期限は１５年以内です。在学期間内は元金据置が可能です。詳しくは「教育ローンコー
ルセンター」まで問い合わせてください。
※ 融資金は、授業料のほか、通学定期券・パソコンなどの購入にも使えます。

Contact Information

問い合わせ先 ⬇

教育ローンコールセンター　☎０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）／☎０３－５３２１－８６５６ 

URL ▶ https://www.jfc.go.jp

5　その他大学提携ローン

　国のローンの他、本学が提携している民間金融機関があります。詳しくは大学 Web サイトで確認してくだ
さい。（https://www.shodai.ac.jp）
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奨学金

1　大学推薦による奨学金

　本学では、学業成績が優秀で他の学生の模範となる者を対象とした、特待生および同窓会奨学生の奨学金
制度があります。以下の選考基準を満たした者を対象に推薦により決定します。
奨学金制度の概要

種類 人数 奨学金額 選考基準

学業優秀特待生 ９名 授業料及び施設
設備費相当額

２～４年次（各学科・学年から１名）
前年度において履修登録できる単位の上限の８０％
以上を修得し、そのうち A ＋および A の単位数合計が
７５％以上を占めること

資格特待生 基準を
満たした者

授業料及び施設
設備費相当額

入学後に以下の資格試験に合格した者
・日商簿記検定１級
・税理士試験（科目合格を含む）
・公認会計士試験（短答式試験又は論文式試験）

スポーツ特待生 若干名 授業料及び施設
設備費相当額

２～４年次
本学の強化指定部に所属する学生で別に定める基準
を満たした者

横浜商科大学
同窓会奨学金 ３名

４０万円
（春学期２０万円）
（秋学期２０万円）

２～４年次
前年度において履修登録できる単位の上限の８０％
以上を修得し、そのうち A ＋および A の単位数合計が
７５％以上を占めること

※ 特待生奨学金（同窓会奨学金を除く）は、本学並びに本学育友会の授業料相当額の免除又は給付若しく
は授業料に相当する額の奨学金、修学支援新制度における授業料減免を重複して受けることはできな
い。ただし、本学の奨学金として受給した奨学金が授業料及び施設設備費の相当額に満たない場合は、
授業料及び施設設備費の相当額を限度として差額分を支給することができる。

選考方法
⑴　学業優秀特待生は、各学年・各学科の前年度最高成績者に決定する。
⑵　 資格特待生は在学中に本学が定める資格試験に合格し、学生総合支援部学生支援課へ合格年度内に申

請のあった者から決定する。
⑶　 スポーツ特待生は強化指定部に所属する学生で所定の成績を収め、指導部長より推薦のあった者から

決定する。
⑷　 同窓会奨学生は２〜４年次を対象に特待生を除いた成績上位者などから決定する。

2　資格取得奨励奨学金

　在籍期間中に本学が定める資格を取得した場合、本人の申請により資格に応じた奨励奨学金を給付します。
申請先　学生総合支援部学生支援課
申請書類
　⑴　 資格取得奨励奨学金等申請書　奨学金サイト（P. ７２下段の問い合わせ先参照）から取得
　⑵　合格通知書又は受給要件を満たしていることが確認できる書類の写し
　⑶　奨学金振込指定口座情報の写し

08
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申請に関する諸注意　
⑴　申請は合格発表日の属する年度の３月末日までに行う。ただし４年次生は卒業する前月の末日までとする。
⑵　 同一の資格名称で同一の奨学金ランクの申請は１人１回までとする。
⑶　 奨学金ランクが複数ある資格で上位ランクの奨励奨学金を受給した場合は、下位ランクの奨励奨学金

を申請することができない。
⑷　「中小企業診断士」は同一年度に複数申請することができない。
⑸　 「マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）（エキスパートレベル）」は合格科目又はバージョン

に限らず、１人１回に限り申請することができる。
語学系資格の申請

⑴　 「日本語能力 N １」と「ビジネス日本語能力検定」は留学生のうち短期留学生及び交換留学生を除く者に限る。
⑵　英語を公用語とする国の国籍を持つ学生は原則として英語区分の資格を申請することができない。
⑶　英語区分の資格は A から D までの各奨学金ランクにつき１種類の資格に限り申請することができる。

資格取得奨励奨学金一覧

分類 区分 資　格　名
奨　学　金　ラ　ン　ク

A B C D

￥１００,０００ ￥７０,０００ ￥５０,０００ ￥３０,０００

経営・経理・
法務 ―

中小企業診断士（二次試験合格） ○
中小企業診断士（一次試験合格） ○
中小企業診断士（４科目以上の合格） ○
社会保険労務士 ○
司法書士 ○
行政書士 ○
リテールマーケティング（販売士）１級（商工会議所） ○
日商簿記（２級） ○

コンピュータ ―

情報処理安全確保支援士試験 ○
応用情報技術者 ○
ORACLE MASTER（Silver） ○
基本情報技術者 ○
IT コーディネータ ○
CCNA ○
ORACLE MASTER（Bronze） ○
情報セキュリティマネジメント ○
IT パスポート ○
マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）（エキスパートレベル） ○

運輸等 ―
通関士 ○
総合旅行業務取扱管理者 ○
国内旅行業務取扱管理者 ○

建築・不動産 ― 不動産鑑定士 ○
宅地建物取引士 ○

金 融 ・ 証 券 ―
証券アナリスト ○
ファイナンシャル・プランナー（CFP） ○
ファイナンシャル・プランナー（AFP） ○

語学

日本語 ビジネス日本語能力検定（ J１+ (６００以上 )） ○
日本語能力試験 N1 ○

―
日本漢字能力検定（１級） ○
日本漢字能力検定（準１級） ○
日本漢字能力検定（２級） ○

英語
TOEFL（iBT） ８４以上 ８３〜７２ ７１〜６１
TOEIC（Listening & Reading Test） ８６０以上 ８５９〜７３０ ７２９〜４９０
実用英語技能検定 １級 準１級 ２級

中国語 中国語検定 準１級以上 ２級 ３級
HSK ６級 ５級 ４級 ３級

横浜商科大学資格取得奨励奨学金給付に関する規程より（令和５年１１月２５日改正）



71　　学生便覧２０２６

CHAPTER 08

3　独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）奨学金

　日本学生支援機構（以下、「機構」）では教育の機会均等の理念のもと、経済的理由により修学が困難な人物・
学業ともに優れた学生等に学資の貸与及び給付を行っています。詳細は奨学生募集説明会で案内しますの
で、希望者は必ず出席してください。機構の奨学金は１〜４年次を対象に「第一種貸与奨学金（無利子）」、「第
二種奨学金（有利子）」、「給付型奨学金」があり、卒業までの最短期間に限り貸与（給付）されます。

２０２５年度申請者基準

貸与月額 学力の基準
給与所得家庭の

年収上限額の目安
（４人家族の場合）

第一種
（無利子）

自宅通学
　２万円〜５．４万円
自宅外通学
　２万円〜６．４万円

◉�１年次は高等学校の学習成績が最
終２か年で平均３．５以上の者

◉�２〜４年次は大学における学業成
績が上位３分の１にある者

※生計維持者が住民税非課税である者は、　
学力の基準を要しない

　約８８０万円

第二種
（有利子）

複数の貸与金額
（２〜１２万円）から選択できる
（途中で貸与額 変更可能）

◉�出身学校または大学における学業成
績が平均水準以上と認められる者 　約１,３０９万円

給付型奨学金 ◉�経済状況、学業条件に合致する者
◉�進学資金シミュレータで確認可

第二種
（有利子）

入学時特別増額貸与奨学金
（１０万円〜５０万円、１０万円
単位）（入学時のみ適用）

◉�奨学金申請時の家計基準における認定所得金額が０円となる者
◉�「日本政策金融公庫の教育ローン」を申し込んだが貸与を

受ける事ができなかった者

※  年収限度額については各家庭の状況によって異なりますので、日本学生支援機構 Web サイトで確認してください。
※  家計急変（生計維持者の失職・破産・会社の倒産・病気・死亡等）のため、緊急に奨学金が必要となった場合は学生総合支

援部学生支援課に相談してください。

奨学金の申請における留意点

１　 JASSO 貸与奨学金の募集は毎年４月に行いますが、状況により追加募集を行うことがあります。募集
および学生への連絡はすべて商大メール、商大 Web 情報システム、または学内掲示等で行います。

2　  奨学生の採用は機構により決定されます。そのため申請者の全員が奨学金の貸与を受けられるとは
限りません。

3　  貸与された奨学金は卒業後に返還する義務があります。卒業生からの返還で運営されているこの奨
学金は、返還が滞ると新規奨学生の採用数に大きく影響します。特に「第二種奨学金」を返還する
際には利息がかかりますので、卒業後の返還額に無理が生じない範囲で貸与金額を決めるようにし
てください。

４　 奨学生として採用された後、様々な手続きの遅れ、学業成績や性行の不良によって、奨学金の資格
を失い、奨学金が打ち切られる場合があります。奨学生としての自覚をもって勉労や学生生活に取
り組んでください。
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第8章　奨学金

4　修学支援新制度について

　文部科学省より、進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高等専門学校、専門
学校に進学できる機会を確保できるよう、令和２年４月から高等教育の修学支援新制度が実施されています。
　修学支援新制度は次の要件を満たす学生が支援を受けられます。

・世帯収入や資産の要件を満たしていること
・学ぶ意欲がある学生であること
・３人以上の子どもを扶養する多子世帯

　修学支援新制度では次の支援を受けることができます。
❶　授業料・入学金の減免
❷　給付型奨学金

　どのくらいの収入の世帯が対象となるか、どのくらいの給付型奨学金が受けられるか、自身が対象になる
かなど日本学生支援機構のホームページでシミュレーションすることができます。「進学資金シミュレー
ター」で検索してください。
　修学支援新制度の申請は、日本学生支援機構給付奨学金の申請を通じて行います。希望する学生は各学期
に行う奨学金募集説明会に必ず参加してください。

※  修学支援新制度の内容は、年度ごとに変更される可能性があります。詳しくは日本学生支援機構のホームページで確認し
てください。

5　その他の奨学金

　地方公共団体（各都道府県の教育委員会）や、民間育英団体（民間企業）がそれぞれの目的に基づいて設けて
いる奨学金制度（給付、貸付）があります。
　地方公共団体の奨学金は、主に出身地の学生を対象に募集します。募集要項等については各都道府県や市
区町村の広報等に掲載されます。
　公募奨学金募集は学内 Web サイトでお知らせします。
　これら奨学金についての詳細は、学生総合支援部学生支援課へ問い合わせてください。

Contact Information

問い合わせ先 ⬇
学生支援課　☎０４５－５８３－９０６３（直通） 
E-mail ▶ g_gakusei@shodai.ac.jp 
URL ▶ https://sites.google.com/shodai.ac.jp/scholarship/top

支援金額（上限額）
授業料等減免の上限額 給付奨学金の上限額

入学金 約２６万円 自宅通学 月額３８,３００円（４２,５００円）
授業料 約７０万円 自宅外通学 月額７５,８００円
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CHAPTER

学内傷害保険制度

1　学生教育研究災害傷害保険

　本学の在学生は、大学で「学生教育研究災害傷害保険」に加入しています。これにより正課中および通学
中、課外活動中に、学生本人に万一事故が起こった場合、次の保険金の支払いが受けられます。
　詳細は、学生総合支援部窓口に問い合わせてください。なお、事故発生から３０日以内に「事故通知」が
必要になるため速やかに知らせてください。

⑴　正課を受けている間および学校行事に参加している間
❶  死亡保険金

（事故の日から１８０日以内に死亡したとき） ➡１,２００万円
❷ 後遺障害保険金

事故の日から１８０日以内に後遺障害が生じた場合は、障害の内容に応じて保険金が支払われます。
詳細は学生総合支援部窓口に問い合わせてください。

❸　医療保険金（医師の治療を受けたとき）

治療日数 支払保険金 入院加算金（１８０日を限度）
１日〜３日 ３,０００円

入院１日につき４,０００円
注　左記の金額に加算して支払われます。

４日〜６日 ６,０００円
７日〜１３日 １５,０００円

１４日〜２９日 ３０,０００円
３０日〜５９日 ５０,０００円
６０日〜８９日 ８０,０００円

９０日〜１１９日 １１０,０００円
１２０日〜１４９日 １４０,０００円
１５０日〜１７９日 １７０,０００円
１８０日〜２６９日 ２００,０００円

２７０日〜 ３００,０００円
注１　 上記の保険金は、生命保険・健康保険・他の傷害保険・加害者からの賠償金と関係なく支払われます。
注２　保険金は、上記金額に限定されているので、２口以上の加入はできません。
注３　治療日数とは、実際に入院又は通院した日数をいいます。

09
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第9章　学内傷害保険制度

⑵　⑴以外で学校施設にいる間、および課外活動を行っている間
❶ 死亡保険金

（事故の日から１８０日以内に死亡したとき） ➡６００万円
❷ 後遺障害保険金

事故の日から１８０日以内に後遺障害が生じた場合は、障害の内容に応じて保険金が支払われます。
詳細は学生総合支援部窓口に問い合わせてください。

❸ 医療保険金（医師の治療を受けたとき）

治療日数

支払保険金

入院加算金
（１８０日を限度）

課外活動（クラブ
活動）を行ってい
る間以外で学校
施設内にいる間・
通学中・学校施設
等相互間の移動中

学校施設内外を問
わ ず、 課 外 活 動

（ ク ラ ブ 活 動 ）を
行っている間

１ 日 〜 ３ 日 ― ―

入院１日につき４,０００円
注　 左記の金額に加算して支

払われます。

４ 日 〜 ６ 日 ６,０００円 ―
７日 〜１３日 １５,０００円 ―
１４日〜２９日 ３０,０００円
３０日〜５９日 ５０,０００円
６０日〜８９日 ８０,０００円
９０日〜１１９日 １１０,０００円
１２０日〜１４９日 １４０,０００円
１５０日〜１７９日 １７０,０００円
１８０日〜２６９日 ２００,０００円

２７０日〜 ３００,０００円
注１　 上記の保険金は、生命保険・健康保険・他の障害保険・加害者からの賠償金と関係なく支払われます。
注２　保険金は、上記金額に限定されているので、２口以上の加入はできません。
注３　治療日数とは、実際に入院又は通院した日数をいいます。

　詳しくは別冊の「学生教育研究災害傷害保険のしおり」を参照してください。

2　育友会の補助と各種見舞金

　要件を満たした者は、育友会に申請を行うことで学費の補助・各種見舞金が支払われます。学生総合支援
部窓口にて申請書を配布します。

⑴　学費の補助
　会員（保証人）が死亡し学費の納入が困難になった場合、卒業までの期間（ただし、留年による在学期
間の延長は２年まで）、授業料相当が補助されます。
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第9章　学内傷害保険制度
CHAPTER 09

⑵　弔慰金
❶　会員（保証人）が死亡した場合、５万円の弔慰金が支給されます。
❷　学生が死亡した場合、５万円の弔慰金が支給されます。

⑶　傷害通院見舞金
　学生が不慮の事故により、傷害を被り５日以上通院した場合は、最長３６５日までその通院日数に対し
て、次の算式で算出した額が傷害通院見舞金として支払われます。
　なお、治療費が１万円以上の場合、診断書を必要とします。

傷害通院見舞金＝日額１,０００円×通院日数

⑷　傷害入院見舞金
❶　 学生が不慮の事故により、傷害を被り５日以上入院した場合は、その入院日数に対して、次の算式

で算出した額が傷害入院見舞金として支払われます。

傷害入院見舞金＝日額１,５００円×入院日数

❷　入院日数は、同一の傷害事故について１２０日を限度とします。
❸　①とは別に、以下の見舞金が支払われます。

イ　 学生が正課中の不慮の事故により傷害を被り入院した場合は、完治するまでの治療費実費を
５万円を限度に支払われます。

ロ　 学生が正課外の不慮の事故により傷害を被り入院した場合は、完治するまでの治療費実費を
３万円を限度に支払われます。

⑸　災害見舞金
❶　会員が不慮の災害を被った場合、下記のとおり見舞金を受けられます。

火　災 風水害

３万円 ― 床上浸水

５万円 家屋半焼 家屋半壊

１０万円 家屋全焼 家屋全壊

❷　 学生が居住する下宿・アパートが火事で焼失した場合、または風水害で被害を被った場合、その被
害の程度により５万円を限度として見舞金を受けられます。

❸　なお、学生が地震で被害を被った場合は災害見舞金の適用は受けられません。
　　詳細については、学生総合支援部窓口で尋ねてください。
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CHAPTER

保健室
　保健室では、学生の皆さんが充実した、楽しい学生生活が送れるよう健康に関するサポートを行っています。
　在学中に健康に関しての正しい知識を身につけ、心も体も自己管理できるようにしましょう。

1　健康診断

　学校保健安全法による定期健康診断を毎年４月に行います。自分の健康状態を確認する機会ですので、必
ず受けてください。健康診断を受けていないと、就職試験に必要な健康診断書の発行、スポーツ実習の履修
はできません。健康診断の結果で異常があった場合は状況に応じて再検査をしたり、生活上の注意点をお伝
えします。さらに精密検査・治療が必要な場合は医療機関を紹介します。

2　応急処置

　学内でケガをしたり、体調が悪くなった場合（頭痛・腹痛・生理痛・気分不快など）の応急処置をしています。

3　健康相談・保健指導

　疲れがとれない、眠れない、食欲がない、気分が落ち込む、なんとなく不安、「イライラ」するなど様々
な「心」と「からだ」の健康に関する相談に応じています。病院にかかるのが良いのか、どこの診療科にか
かのが良いのかわからない時や、食事のつくりかた、体重のコントロールの仕方、タバコやアルコールにつ
いて知りたいときにも、お気軽におたずねください。

4　感染症について

　コロナウイルス・インフルエンザ・麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎・百日咳・咽頭結膜熱・結核・髄
膜炎菌性髄膜炎に感染していると診断された場合は、電話またはメールで保健室に連絡してください。また、
通学に際しては、医師の治癒診断を受け、通学予定日を事前に連絡してください。

5　喫煙について

　喫煙所の利用は２０才以上の方に許されていますが、ご自身や周囲の方のために「たばこを吸うこと」は
おすすめしません。２０才になっても「吸わない」ようにしましょう。

6　健康保険証

　万一の病気、ケガに備えて個別の健康保険証を扶養者の加入している健康保険組合等から、取りよせて携
帯しておきましょう（大学から直接受診するということもあります）。

10
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第10章　保健室
CHAPTER 010

7　学校付近の医療機関

つるみキャンパス周辺

医療機関名 診療科目 電話番号
飯山医院 ( 校医 ) 内科 ０４５－５８２－９７５５

吉野整形外科 整形外科 ０４５－４３１－０１１１

森山皮膚科 皮膚科 ０４５－５８３－２８８８

川崎耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻科 ０４５－４３１－２１５２

福田記念
本宮眼科内科医院 眼科 ０４５－５８１－４４８９

天野クリニック 婦人科 ０４５－５８１－００８２

菊名記念病院 外科・内科
脳外科 ０４５－４０２－７１１１

大口東総合病院 総合 ０４５－４０１－２４１１

芝山内科 内科・心療内科 ０４５－５０１－４３７９

※その他の地域の病院もご紹介できます。

◉心のことで悩んだ時に
　東京いのちの電話 ➡０３－３２６４－４３４３
　横浜いのちの電話 ➡０４５－３３５－４３４３
　川崎いのちの電話 ➡０４４－７３３－４３４３
　神奈川県精神保健福祉センター
　　こころの電話相談室 ➡０１２０－８２１－６０６
　横浜市「こころの電話相談」
　　平日　１７時から２１時３０分
　　土日祝日　８時４５分から２１時３０分
 ➡０４５－６６２－３５２２
　川崎市「こころの電話相談」
　　午前９時から午後９時
　　�年末年始（１２/２９〜１/３）　午前９時から午後５時まで
 ➡０４４－２４６－６７４２

病院受診や救急車の要請を迷ったときや休日・夜間に受診できる医療機関を知りたい時にご活用ください。

救急相談センター ☎ #７１１９

Contact Information

問い合わせ先 ⬇

保健室　☎ ０４５－５８３－９２３８（直通） 

E-mail ▶ hoken@shodai.ac.jp 

場 所 ▶ ５号館２階

開室時間 ８：４５〜１７：００ ▶ 月曜日〜金曜日
（１１：３０〜１２：３０を除く）
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CHAPTER

学生相談室
　学生相談室は、学生の皆さん一人ひとりが日頃抱えているモヤモヤ感や悩みなどについて、カウンセラー
と話し合い、その解決法を見つけたり、気持ちを整理したりする場所です。休学中でも利用できます。

たとえば…

◉ 気分が落ち込む
◉ よく眠れない
◉ 友人、家族関係がうまくいかない
◉ 自分の性格が好きになれない
◉ 授業に集中できない
◉ 進路（就職等）について迷っている

　カウンセラーは臨床心理士などの資格を持つ「こころの専門家」です。相談室ではカウンセラーと１対１
でじっくり話し合うことができます。相談の秘密は厳守します。
　また、必要があれば、学外の相談窓口や医療機関をご紹介します。

▶利用方法・時間
　原則として５０分ごとの予約制です。
　予約サイトからお申込みいただくか、メールや電話もしくは直接来室してご予約ください。
　予約が優先ですが空いている時はいつでもお声かけください。
　ご家族、教職員の方で学生について気がかり、心配という場合もご相談に応じます。

Contact Information

問い合わせ先 ⬇

学生相談室　☎ ０４５－５８３－９２３９（直通） 

E-mail ▶ sodan@shodai.ac.jp 

場  所 ▶５号館２階（保健室となり）

開室時間
１０：００〜１７：００ ▶ 月〜金曜日

（１１：３０〜１２：３０を除く）
（不定期に休室となる場合がありま
す。開室日・開室時間は予約サイト
で確認できます。）

11

ちょっとした不安や不満

どちらを選ぶべきか迷っているなど

どんなことでもお気軽に

ご相談ください
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CHAPTER

障害学生支援室
　横浜商科大学では、障害のある学生が他の学生と同じように、大学で学び、活動できるよう修学支援（合
理的配慮の提供）を行なっています。大学での活動とは、授業だけでなく校内の移動や学食の利用、イベン
トへの参加、学外活動（就職活動）などが含まれます。
　障害学生支援室は、障害のある学生本人からの申し出により、各自に必要な合理的配慮の提供などの修学
支援が円滑に受けられるよう、関係部署への繫ぎ役となる組織です。

どのような合理的配慮が受けられるのか？
　合理的配慮は他の学生と同じように活動し、学ぶために授業環境の変更や調整を行うことなので、それぞ
れの学生の特性や状況によって異なりますが、一例を挙げておきます。
 

例１　学生 A

　注意の特性により、授業中に過集中が生じ、授業内容が抜けてしまい困ることがある。
➡ 授業進行をいつでも確認できるよう、スライド資料等で作業内容を明記し提供する合理的配慮を科目担当

教員が提供する。

例２　学生 B

　発達障害のある学生で、コミュニケーションに極度の苦手さがある。１対１であれば大丈夫だが、大人数
の前では発言・発表が困難である。
➡�録画したプレゼン動画での発表や発言に対する代替手段として、チャットでの回答を許可する合理的配慮

を科目担当教員が提供する。
　
　大学による合理的配慮の提供は、障害学生の権利となります。他の学生と同じように学び、楽しめるよう、
自分にとって必要な支援は何かを障害学生支援室とともに考えていきましょう。まずは、障害学生支援室に
相談してください。

相談方法
⑴　障害学生支援室 Web サイトからフォームにて、相談希望を伝える。
⑵　メールで相談の意思を伝える。

※いずれの方法にせよ、後日、障害学生支援室のスタッフから、初日面談の案内が届きます。

Contact Information

問い合わせ先

障害学生支援室　HP：https://sites.google.com/shodai.ac.jp/osd 

電 話	 ▶ ０４５－５８３－９２３４ （直通） 
E-mail	▶ osd@shodai.ac.jp 

場 所 ▶ ２号館１階
開室時間

１０：００〜１７：００ ▶ 火・水・金曜日
（１１：３０〜１２：３０を除く） Web サイトは↑より

12
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CHAPTER

キャリアセンター
　キャリアセンターでは、キャリアコンサルタントやスタッフがさまざまな資格や、インターンシップなど
の情報提供、進路相談などを通じて、みなさんの将来に向けて、あらゆる側面から支援しています。
　学年を問わず利用できますので、就職活動中の学生はもちろん、１・２年次から気軽に利用してください。

1　キャリアセンターの利用時間

月曜日〜金曜日　　　　▶　８：４５〜１７：００ ※  臨時休室、利用時間の変更などは、
　 学内掲示でお知らせします。土曜日・日曜日・祝日　▶　閉室

2　キャリアセンターでは、以下の相談・手続ができます。

就職・進路のこと

◉ 就職・進路に関する相談
◉ 就職ガイダンスなどの申込
◉ 求人票の閲覧・印刷
◉ 履歴書・封筒の購入
◉ 履歴書などの就職活動書類の添削
◉ 就職面接の対策
◉ その他、就職活動等進路支援に関わる
　各種申請・手続

資格のこと
◉ 資格取得に関する相談
◉ 資格取得支援講座受講手続

その他
◉ インターンシップに関わること
◉ 自分のキャリアに関わること

キャリアセンターからのお知らせ・ガイダンス情報の入手方法

掲示板を確認する

掲示板は、次の４か所です。
　❶ １号館１階 ▶ ピロティ
　❷ ２号館１階 ▶ 学生ラウンジ
　❸ ５号館２階 ▶ キャリアセンター前
　❹ ３号館３階 ▶ カフェテリア横

商大メール・商大 Web 情報
システムを見る

大切なお知らせを随時発信しています。
定期的に確認してください。

直接問い合わせる ５号館２階にあるキャリアセンターへお越しください。

13
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CHAPTER 13

3　資格取得支援

　横浜商科大学ならではの「資格取得支援講座」を開講しています。各業界に精通した講師が合格まで指導
します。また、一部を除き学内開講のため、移動時間・交通費もかからずリーズナブルな受講料を設定して
います。

講座一覧（２０２５年度実績）

講　　座　　名
資格合格者

その他 種類
単位認定科目 奨学金

税理士（簿記論、財務諸表論） 有 ※特待生制度 国家資格
日商簿記検定１級 有 有 ※特待生制度 公的資格
日商簿記検定２級 有 有 公的資格
日商簿記検定３級 有 公的資格
旅行業務取扱管理者（国内・総合） 有 国家資格
IT パスポート 有 有 国家資格
TOEIC(Listening & Reading Test) 有 公的資格
公務員試験対策

※  年度により開講講座が変更となる場合があります。また、各講座の開講前に、学内ガイダンスを実施しています。最新の
情報は、掲示板をご覧いただくか、キャリアセンター（５号館２階）にお問い合わせください。

※ 受講生が定員に達しない場合は休講の場合があります。

❶　「税理士」講座

　税理士を目指すための講座。税理士は、納税者の依頼を受けて税務署に対する申告等の代理・代行を行
います。また、企業への税務調査に立ち会ったり、税務署に対して行う申告等に係る法令の規定に基づく
書類等を作成したりもします。

❷　「日商簿記検定１～３級」講座

　商業簿記、工業簿記などを修得し、財務諸表を読んだり企業の経営状況などもわかるようになります。
１級は税理士・会計士の登竜門。「商学部」の学生ならば、やはり簿記の資格は持っておくべきです。

❸　「旅行業務取扱管理者（国内・総合）」講座

　旅行者との取引の総責任者で、「国内」は国内旅行のみを、「総合」は国内・海外の旅行全般を取り扱い
ます。旅行業界で働きたい学生にお勧めの国家資格です。
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❹　「ITパスポート」講座

　経済産業省認定の国家試験で、情報技術に関する基礎知識を測る試験として創設されました。IT 資格の
取得を採用基準としている企業も多く、IT 関連の企業だけでなく、就職活動においてアドバンテージとな
ります。

❺　「TOEIC」講座

　Listening & Reading Test コースです。日常生活やグローバルビジネスにおける活きた英語の力を測定する世
界共通のテストで、幅広い場面でのコミュニケーション英語能力を身につけたい学生にピッタリです。

❻　「公務員試験対策」講座

　警察官・消防官・行政職・教養科目が課せられる市役所などへの就職を希望する学生のための講座です。
専門職・技術職採用試験の教養科目対策や、一般企業の筆記試験対策としても活用できます。２年次ある
いは３年次での受講がお勧めです。

Contact Information

問い合わせ先 ⬇

キャリアセンター　☎ ０４５－５８３－９００９（直通） 

E-mail ▶ job@shodai.ac.jp
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CHAPTER

図書館
　図書館では商学に関する資料を豊富に揃えています。普段の勉強やレポート・卒論の作成などに役立てて
ください。また、話題の小説や娯楽雑誌、新聞、学術雑誌、DVD などもあり、講義の合間に、くつろぐ場所
としても利用できます。図書館への出入りには特別な手続は必要ありません。お気軽にお越しください。

1　図書館の利用時間

通常講義期間中
月曜日〜金曜日 ▶９：００〜１９：００
土曜日　　　　 ▶９：００〜１３：００
日曜日・祝日　 ▶ 閉館

長期休暇期間中
月曜日〜金曜日 ▶９：００〜１６：３０
土曜日　　　　 ▶９：００〜１３：００
日曜日・祝日　 ▶ 閉館

※ 臨時休館、開館時間の最新情報は、商大図書館 Web サイトをご確認下さい。

2　資料を借りる・返す

　商大図書館では、約１９万冊の本と約１,

２００種類の雑誌を所蔵しています。必要な資
料を探すときには、商大図書館 Webサイト（URL 

▶ https://library.shodai.ac.jp）にアクセスし、蔵書検
索システムOPAC（オーパック）で検索してくだ
さい。

◉ 借りる ➡ 資料と学生証をカウンターにお持ちください。スタッフが手続きします。
◉ 返　す ➡ カウンターに資料をお持ちになるか、ブックポストにお戻しください。

● 延長：貸出期間内に読み終わらなかったときは、貸出期間の延長ができます。
● 予約： 借りたい資料を他の人が借りているときは、カウンターで予約をすることができます。

また、図書館ホームページのマイライブラリからも手続ができます。
※ 諸注意：借りた資料を他人に又貸しすることは出来ません。資料の切り取り、書き込み等はせず、大切に扱ってください。

14

貸出 貸出冊数 貸出期間

一般貸出 １０冊 ２週間

時間貸出
（辞書等を講義で使用する） 

― 講義時間中のみ

※長期休暇等の前には貸出期限が延長されます。

マイライブラリで確認できること

● 今借りている図書、雑誌のタイトル
● 借りている資料の貸出期間（貸出期間の延長も可能）
● 予約している資料の状況
● 資料の購入リクエスト
● 図書館からのお知らせ　など

※ マイライブラリは商大図書館ホームページから、商大
ID・パスワードでログインできます。商大 ID やパスワー
ドを忘れてしまった場合は、情報メディア課にお問合せ
ください。（参考：CHAPTER １５）

電子図書館「ライブラリエ」
● �小説やエッセイ、資格関連のテキスト等の電子ブッ

クを読むことができる電子図書館サービスです。
● �商大ID・パスワードでログインの上ご利用ください。
● 貸出冊数等は、以下の通りです。
　◉ 貸出上限：２冊　　◉ 貸出日数：７日
　◉ 予約上限：２冊　　◉ 取置日数：３日
https://web.d-library.jp/shodai/g0101/top

← 図書館 HP のこのバナーから 

アクセス！
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3　相談する

　図書館カウンターでは、以下のような相談も受け付けています。授業で出た課題やレポートに関して、何
か困ったことがあったら、お気軽にご相談ください。

● 資料や参考文献の探し方
● 電子ジャーナルやデータベースの使い方
● コピー、印刷の方法
●  他大学の図書館の使い方
● その他、資料や課題、レポートに関すること

4　その他、図書館でできること

◉ 閲覧席を利用する
　５号館の閲覧室には、約１００席の閲覧席があります。普段の勉強はもちろん、本や新聞を読んだり調べ
物をするのに、どうぞお気軽にご利用ください。館内にはプリンターもあります。

◉ DVD を観る
　図書館では、話題の映画やドキュメンタリー作品の DVD、ブルーレイディスクを約７００タイトル所蔵し
ています。館内の AV ブースで視聴できますので、授業の空き時間などにどうぞご利用ください。

◉ グループ学習室を利用する
　５号館２階には、複数名で話し合いながら利用できるグループ学習室があります。大型ディスプレイ、
ホワイトボードも完備しています。事前予約も出来ますので、カウンターでお申込ください。

◉ 商大図書館にない資料を取り寄せる
　探している資料が商大図書館になかった場合、他の図書館から無料で取り寄せることができます。まず
はカウンターでご相談ください。

◉ 購入リクエストを出す
　商大図書館に置いて欲しい本をリクエストすることができます。カウンターにある申込用紙を提出する
か、マイライブラリにログインし「図書の購入」フォームからお申込ください。

5　特別コレクション「松本記念文庫」について

　図書館には、国内外の社史、経営史を中心に収集したコレクションがあります。このコレクションは、本
学の創立者・松本武雄初代学長の意向により開始した、経営史や企業史の資料収集を発展させる形で、
１９８６年に本学が開学２０周年を迎えた際に、「松本記念文庫」として誕生しました。商学の発展のため、
学内の利用者だけでなく、広く研究者の利用に供しています。
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CHAPTER 14

6　図書館施設案内

閲覧室（５号館１階）

　閲覧室には、講義に関連した最新の図書と、よく利用される基本図書が約２万冊あります。
　図書は背ラベルの請求記号順に並んでいます。雑誌や新聞、DVD も利用できます。また、電源完備の閲覧
席を用意してありますので、皆さんどうぞお気軽にお越しください。

カウンター

出入口

学内刊行物（卒業アルバム含）、その他

参
考
図
書

大
学
院
資
料

文
庫
コ
ー
ナ
ー
①

文
庫
コ
ー
ナ
ー
②

その他の図書館施設

◉５号館１階 ➡ 書庫・参考図書室
◉５号館２階 ➡ 第１雑誌資料室（外国雑誌）、グループ学習室
◉６号館１階 ➡  第２雑誌資料室（和雑誌、紀要、論集）、新書庫（洋書）、新聞庫

松本記念文庫（国内外の社史コレクション）、郷土資料
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7　図書館講習会

　図書館では、学年ごとに図書館の利用方法や効率的な情報収集の方法をレクチャーする、図書館講習会を
下表のように開催しています。段階的にレベルアップし、最終的には社会に出ても役立つ情報収集の方法を
身につけることができます。また、個別指導にも対応していますので希望者はカウンターで申し込んでくだ
さい。

プログラム名 内　　容

ゼミ対象図書館講習会 ( 希望ゼミ対象 )
卒論、レポート作成に対応する図書館の利用方法と資
料探索方法

個別図書館講習会 ( 個別に希望制 ) 
個別に希望する電子ジャーナル・
データベース等の講習会

Contact Information

問い合わせ先 ⬇

図書館 ☎ ０４５－５８３－９０５７（直通） 

E-mail  ▶ library@shodai.ac.jp 

URL ▶ https://library.shodai.ac.jp 

X ▶ @ycclib OPAC 図書館
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CHAPTER

情報メディア課
　情報メディア課では、学生の皆さんの教育・研究・課外活動を支える、 ICT サービス（Wi-Fi、プリンタ等）の
利用環境を提供しています。
　ただし、利用に当たっては学則や利用ガイドなどの学内のルールや、法律などの一般社会のルール・マ
ナーを遵守してください。公序良俗に反する利用を行った場合、学則に従って処分される場合がありますの
でご注意ください。

1　情報メディア課の利用時間

　本学の ICT サービス利用環境は、情報メディア課が管理しています。疑問、質問やトラブルの発生時には
下表にある窓口に問い合わせてください。

対応部署 情報メディア課　２号館２階

対応内容

●商大 ID 関連
●学内ネットワーク関連
●大学推奨パソコン関連
●プリンタ関連

窓口取扱

◎通常期間（月〜金）　８：４５〜１７：００
◎休暇中（月〜金）　　８：４５〜１７：００

土曜日、日曜日、祝日、振替休日および大学行事実施日は窓口の取扱いを行いません。

問合せ方法
▶ https://helpdesk.shodai.ac.jp
本学ホームページ→「訪問者別」→「在学生の方へ」→「パソコン・インターネット利
用ガイド」→「問い合わせ先」

2　ノートパソコンの貸し出し

　個人所有ノートパソコンの故障修理時など、やむを得ない事情がある場合に限り、情報メディア課でノー
トパソコンを貸し出します。
　教育・研究・課外活動目的以外の利用や、単純な忘れ物などの理由では原則として貸し出しはしませんの
でご注意ください。貸し出しを希望する場合は、問い合わせ先（フォーム）で申請してください。
　なお AC アダプター等の貸し出しは行っていませんので、忘れずに持参してください。

15
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課外活動・その他

1　部活動

　体育系の部活と文化系の部活があり、多くの学生が活動しています。部活動を通じて培った友情は生涯の
宝物となり、学生生活の重要な要素のひとつになるでしょう。学生の皆さんも、進んで部活動に参加しま
しょう。

2　課外活動団体をつくるには（団体の設立）

　学生が学内において課外活動団体（部・同好会）を設立して活動するためには、学生総合支援部学生支援課
から設立申請書を受け取り、会員名簿・部長（担当教員）名を記載し、規約とともに学生総合支援部学生支援
課へ提出しなければなりません。
　なお、会計報告・会員名簿は毎年作成し、５月末日までに学生総合支援部学生支援課へ提出してください。
　また、規約の変更・会員の異動・会の解散等の場合には、必ず学生総合支援部学生支援課へ報告してくだ
さい。

3　イベント開催手続き

　学生が学内で集会・催し物等を行う場合には、３日前までに開催届を学生総合支援部学生支援課に提出し、
承認を受けてください。なお、建造物の管理運営上、期日・場所等の変更を指示することがあります。
　また、学生が学外で活動（催し物・ゼミ合宿・各大会等）する場合は「学外活動届」を学生総合支援部に提
出して、承認を受け、終了後は報告書を提出してください。

4　物品販売および寄付募集等

　学生が学内において物品の販売、または寄付を募集の活動をしようとするときは、願書、計画書（目的・
期間・場所・責任者名等）を学生総合支援部学生支援課に提出後、学生支援専門部会の承認を受けてくださ
い。また、終了後は報告書・決算書を必ず提出してください。

5　掲示

　学内にポスター等を掲示するときは、次の事項を遵守してください。また、無許可で学内に掲示物を貼っ
た場合は処罰の対象となりますので注意してください。

⑴　  学生総合支援部学生支援課に掲示物を提出して、許可（承認印）と掲示場所の指示を受けてから掲示し
てください。

⑵　期限の過ぎた掲示物は掲示をした団体が責任をもって取り外してください。

16



89　　学生便覧２０２６

CHAPTER 16

6　課外活動団体宛の郵便物等の取扱い

　部活・サークル関係団体宛の郵便物は、２号館２階講師控室前に設置されているメールボックスに配達さ
れます。部活・サークル関係者は、定期的に郵便物の有無の確認をしてください。

7　学友会

　学生委員会、大学祭運営委員会、体育部委員会、文化部委員会、留学生委員会、卒業事業委員会、新歓事
業委員会をはじめ学生の活動を統括する組織として学友会があります。学友会は、学生活動のまとめ役とし
て大学に要望書を提出するなど、学生と大学とのパイプ役として定期的に大学と話し合いを行っています。
また、大学祭、卒業記念パーティー等、全学的な行事を支援することを主な活動としています。学友会への
要望などは、直接学友会学生委員へ問い合わせてください。

◉ 学友会室 ➡ つるみキャンパス２号館２階

8　大学祭運営委員会

　学生の最大のイベントである飯山祭（大学祭）を企画運営する、学友会の組織です。
　運営委員が担当する事はイベントの立案・検討をはじめ外部との交渉、寄付金の募集、会計処理、ポス
ター・パンフレットの作成等、多岐にわたります。飯山祭の開催は多くの学生のパワーが必要です。絵が得
意、簿記が得意、話すことが好き、音楽が好き、マスコミに関心がある等、自分の得意な分野で参加できます。

◉ 大学運営委員会室 ➡ つるみキャンパス７号館２階

9　体育部委員会

　本学のすべての体育系部活や同好会を統括する学友会の組織です。
　運営スタッフは、体育系の各団体から選出された代表者やボランティアスタッフで構成され、体育館やグ
ラウンドが公平に利用できるように時間調整をしたり、各団体から出された要望や意見を検討します。また
毎年１回、各団体のリーダーの育成および交流を深めるために、リーダーズキャンプを実施しています。

⓾　文化部委員会

　本学のすべての文化系部活や同好会を統括する学友会の組織です。
　運営スタッフは、文化系の各団体から選出された代表者やボランティアスタッフで構成され、文化系団体
の発展のために交流をはかります。また毎年１回、各団体のリーダーの育成および交流を深めるために、
リーダーズキャンプを実施しています。
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第16章　課外活動・その他

⓫　留学生委員会

　留学生委員会は、外国人留学生間の交流及び、外国人留学生と日本人学生との交流に関する事業を推進す
る学友会の組織です。課外活動として研修旅行を企画したり、季節ごとのイベントを企画したり、学生同士
の交流を深めることを目的に活動しています。

部活・サークル一覧

体育系部活動団体

◉ 剣道部
◉ 硬式野球部
◉ 硬式テニス部
◉ ハンドボール部
◉ ラグビーフットボール部
◉ ゴルフ部
◉ サッカー部
◉ バドミントン部
◉ 弓道部
◉ 自動車部
◉ 軟式野球部
◉ バスケットボール部
◉ バレーボール部
◉ フットサル部
◉ 卓球部
◉ スポーツイベント同好会
◉ パワービルディング部

文化系部活動団体

◉ 軽音楽部
◉ 写真部
◉ 会計学研究部
◉ サブカルチャー研究部
◉ 文芸同好会
◉ 吹奏楽部
◉ 中国研究同好会
◉ 釣り・キャンプ同好会
◉ �ラーニング・クリエーション

ラボ部
◉ 手芸部

　

※２０２５年４月１日現在
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CHAPTER

施設利用

1　施設・物品などの利用

　学生が課外活動等で大学の管理施設・物品等を使用するには、次の要領に従い責任者（教員）の承認を得て、
利用の３営業日前までに学生総合支援部へ提出してください。承認された代表学生はそのために生じた事故

（破損等）について、一切の責任を負うことになります。原則として、団体への貸し出しとなり、個人への貸
し出しは行っておりません。

⑴　施設を利用する場合
❶　施設使用願に必要事項を記入する。
❷　使用責任者（学生）、部長等の担当教員の承認後、学生総合支援部窓口に提出する。
❸　学生の施設利用時間は、８：００〜２１：３０（２２：００完全下校）です。

⑵　物品を借用する場合
❶　借用願に必要事項を記入する。
❷　 使用責任者（学生）、部長等の担当教員の承認後、学生総合支援部窓口に提出する。（講義で利用す

る物品は、教科担当教員の許可が必要な場合があります。）
❸　借用期日を超えた場合には、再申請する。

2　放送設備の利用

　学生が放送設備を利用するときは、事前に学生総合支援部へ相談し、許可を得てください。

3　研修所の利用

　先生や友人たちと、学問・人生・恋愛について語り合うことができるのも、大学生活ならではのことです。
ゼミ・課外活動などの合宿に利用する施設として、湯河原学術研修所を設けており、安い料金で利用できま
す。
　なお、利用する場合には教職員の引率が必要です。学生だけの利用はできませんので注意してください。

（宿泊数は最長で３泊４日を限度とします）

17



92

第17章　施設利用

⑴　湯河原学術研修所について
　湯河原温泉を眼下に臨む別荘地に「湯河原学術研修所」があります。
　食事は自炊ですが、食器から炊飯器、電子レンジ、中華鍋など調理に必要なものが備え付けられてい
ます。また所内には温泉が引かれていますから、いつでも手軽に温泉に入ることができます。
　湯河原では温泉のほか、夏の海水浴、冬のみかん狩りなどアクティビティも楽しめます。

▶ 住所：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上７４２ 

▶ ☎ （０４６５）６３－６２２９

⑵　利用申込方法
　申込は宿泊開始の２ヶ月前から１０日前までに、申込用紙に所定の利用料金を添えて担当の教職員を通じ
て提出してください。

利用料金

　宿泊費 ▶１,０００円（一泊一人分）
　食　事 ▶ 自炊または外食
　定　員 ▶ ３０名

　◉ 湯河原学術研修所への道順はP. ９３を参照してください。
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〒２５９-０３１４
神奈川県足柄下郡湯河原町

宮上７４２

横浜商科大学
湯河原学術研修所

管理事務所

伊藤工務店

ふきや

オレンジライン

県道７５号線

千歳川
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湯河原学術研修所交通アクセス

◉ JR 利用の場合 ⬇ 

湯河原駅バス❷乗り場より「不動滝」「奥湯河原」行に乗車し（所要時間約１０分）、「道中」にて下車。
旧湯河原病院方向へ坂を上って道なりに徒歩約１５分。タクシー（小型）では駅から約１,５００円

◉ 自動車の場合 ⬇ 

真鶴道路新道終点から約３００ｍ、湯河原駅入口交差点を「湯河原温泉・箱根」方面へ右折。

横浜商科大学湯河原学術研修所への道順
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CHAPTER

ハラスメント相談窓口

1　ハラスメント・いやがらせ・いじめなどの人権侵害について

　本学は、セクシャル・ハラスメント（セクハラ）、アカデミック・ハラスメント（アカハラ）、パワー・ハ
ラスメント（パワハラ）、いやがらせ、いじめ等のない環境をみなさんに提供するために、キャンパス・ハ
ラスメント相談窓口を設置しています。もし、皆さんが、ハラスメントやいじめ等の人権侵害を受けてい
る場合には、一人で悩まず相談してください。

セクシャル・ハラスメント（セクハラ）とは
　「相手の望まない、不快または不安にさせるような性的な言葉や行為」を言い、男性も女性も行為者にも被害者にも
なりえるほか、異性に対するものだけでなく、同性に対するものも該当します。

　◉ 講義の内容やサークルの活動に関係のない卑猥な話をする。
　◉ しつこくメールを送ったり、待ち伏せしたりする。
　◉ 不必要に体に触る。
　◉ 飲み会の席でお酌を強要する。
　◉ 部室や研究室にヌード写真を貼る。

アカデミック・ハラスメント（アカハラ）とは

　「教育や研究において優位に立つ教職員が、その構成である学生や教職員に対して不適切で不当な言動を行うことに
より、修学、教育、職務遂行上の不利益を与える人権侵害のこと」です。

　◉ 指導上の差別行為を行う。
　◉ 不公平・不公正な成績評価をする。
　◉ ゼミや課外活動から正当な理由なく排除する。
　◉ 教育的な指導を理由なく拒否し放置する。

パワー・ハラスメント（パワハラ）とは
　多くは職場において、地位や優位性を利用しておこなわれるものですが、ここでは「部活動等において、上の立場
の者が相手および第三者の権利を侵害したり人格的尊厳を傷つけたりすること」をいいます。例えば以下のような言
動はパワハラにあたります。

　◉ 著しく不公平・不公正な評価をする。
　◉ 活動に必要な情報を伝えない。
　◉ 多数の者がいるところで強く叱責する。
　◉ 違法行為を強制する。
　◉ 暴力をふるう。

　たとえ行為者にそのつもりがなくても、あなたが不快に思ったり、不利益を受けたりしたとすれば、そ
れはハラスメントになります。
　また、ハラスメントの被害にあった際には、具体的な事実（行為・日時・場所等）を記録しておいてくだ
さい。

18
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第18章　ハラスメント相談窓口
CHAPTER 18

2　本学の対応

　本学では、ハラスメント・いやがらせ・いじめ等の人権侵害に関する苦情をもつ者が、ためらいなく救
済を申し立てることができるよう相談窓口を設けています。相談員、キャンパス・ハラスメント防止委員
が、プライバシーの保護に配慮しながら対応いたします。
　セクハラなどの人権侵害があったと思う場合には、一人で悩まず相談してください。

3　相談方法

　相談を希望する場合は、下記の相談員に電話をするか、メールで連絡してください。まず、相談員とキャ
ンパス・ハラスメント防止委員で相談をお受けします。その後、相談者との話し合いやキャンパス・ハラ
スメント防止委員会によって最善の対処策を講じます。

連絡先
氏　名（所属） 連　絡　先

学生相談室カウンセラー ５号館２階 ☎ ０４５－５８３－９２３９
sodan@shodai.ac.jp

▶ １０：００〜１７：００（月曜〜金曜）

山本 美紀（保健室保健師） ５号館２階 ☎ ０４５－５８３－９２３８
yamamoto@shodai.ac.jp

▶ ８：４５〜１７：００（月曜〜金曜）

松崎 塁（学務本部） 
１号館１階 ☎ ０４５－５７１－３９０１
ruimatsuzaki@shodai.ac.jp

▶ ８：４５〜１７：００（月曜〜金曜）

伊藤 由佳（管理本部） ２号館１階 ☎ ０４５－５８３－９０５６
y.ito@shodai.ac.jp

▶ ８：４５〜１７：００（月曜〜金曜）

中村 純子（商学部教授） 
８号館２階 ☎ ０４５－５８３－９０４４
anubette@shodai.ac.jp

▶ 出講日（２０２６年度版を要確認）

谷中 拓哉（商学部准教授） 
８号館１階 ☎ ０４５－５８３－９００６
t.yanaka@shodai.ac.jp

▶ 出講日（２０２６年度版を要確認）

キャンパス・ハラスメント防止委員会メールアドレス ▶ stop-harassment@shodai.ac.jp

4　外部相談窓口

　本学では、気軽に相談できる外部相談窓口を設置しています。
　学内関係者には知られずに話を聞いてほしいときなそにご利用ください。

問い合わせ先
キャンパス・ハラスメント外部相談窓口　▶ ext-stop-harassment@shodai.ac.jp
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CHAPTER 19
公益通報相談窓口

1　公益通報制度とは

　本学は、公益通報者保護法、「学校法人横浜商科大学公益通報等に関する規則」等に基づき、公益通報
および相談に関する窓口として監査室内に「公益通報・相談窓口」を設置しています。

2　利用者の範囲

　本学の教職員、本学学生、本学の取引先の従業員

3　通報内容

　本学において、法令違反等の犯罪行為が生じ、もしくは、まさに生じようとしている事実または一定の
事実がそれらに該当するか否かに関する相談です。
　ただし、その内容については、虚偽、他人の誹謗中傷その他の不正の目的によるものであってはなりま
せん（学則または就業規則により懲戒処分等を受けることがあります）。

4　通報・相談の受付

　学生の皆さんからの通報は以下の方法により受け付けます。

◉  本学 Web サイトの「お問い合わせ」内にある「公益通報制度について」に沿って通報してください。

5　通報・相談者の保護

　公益通報の調査に当たっては、公益通報等を行ったことにより、当該通報または相談を行った者が職場
環境または教育環境において、不利益な扱いを受けることのないよう配慮したうえで、実施します。
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CHAPTER 020

諸規則等

1　横浜商科大学学則

［昭和４３年４月１日制定］
改正 昭和４４年４月１日 昭和４５年４月１日
 昭和４９年４月１日 昭和５０年４月１日
 昭和５１年４月１日 昭和５３年４月１日
 昭和５５年４月１日 昭和５７年４月１日
 昭和５９年４月１日 昭和６１年４月１日
 平成元年４月１日 平成２年４月１日
 平成３年４月１日 平成４年４月１日
 平成７年４月１日 平成８年４月１日
 平成１０年５月３０日 平成１１年４月１日
 平成１２年４月１日 平成１４年７月２７日
 平成１９年４月１日 平成２０年３月２９日
 平成２０年１２月１１日 平成２１年７月１８日
 平成２２年１２月１１日 平成２３年７月２３日
 平成２５年４月２０日 平成２５年９月２８日
 平成２６年３月２９日 平成２７年１月２４日
 平成２７年７月１８日 平成２８年２月２０日
 平成２９年２月１８日 平成２９年９月１６日
 平成３０年６月１６日 平成３０年１２月１５日
 平成３１年１月１９日 令和２年２月２９日
 令和３年３月２７日 令和４年２月２６日
 令和４年１２月２４日 令和５年２月２５日
 令和５年８月３０日 令和６年２月２４日
 令和７年３月２９日 令和７年１１月２５日

目次
第１章　総則（第１条－４条）

第２章　学年、学期及び休業日（第５条－第７条）

第３章　授業科目、履修方法（第８条－第１９条）

第４章　入学、退学、休学、卒業・学位、除籍等（第２０条－第３９条）

第５章　学費（第４０条－第４４条）

第６章　職員組織（第４５条・第４６条）

第７章　大学運営会議、教授会（第４７条・第４８条）

第８章　賞罰（第４９条・第５０条）

第９章　科目等履修生等（第５１条－第５３条）

第１０章　図書館等（第５４条）

第１１章　厚生保健施設（第５５条）

第１２章　公開講座（第５６条）

第１３章　雑則（第５７条）

20
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　　附　則
第 １ 章　総則

（本学の目的等）

第１条　横浜商科大学（以下「本学」という。）は、「安んじて事を托さるる」の建学の精神のもと、実

学重視の実践的な教育・研究通じて「高度な専門知識」と「社会に奉仕する精神」を修得し、ま

た托された責任をまっとうすることができる「使命感」と「責任感」をも身につけた人材を育成

することを目的とする。

２　本学は、前項の目的を達成するため、次の教育方針を定める。

⑴　高度な専門的職業人としての知識の修得

⑵　高潔な倫理的水準の維持

⑶　職業に対する強い使命感及び責任感の修得

⑷　崇高な奉仕の精神の養成

３　本学に商学部を置き、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を次のとおり定める。

　横浜商科大学は、教育基本法及び学校教育法に基づき、建学の精神「安んじて事を托さるる人

となれ」を理解し、「商学教育の完成」を目的とした実学重視の実践的な学習を通じて「高度な

専門知識」と「社会に奉仕する精神」を修得し、また托された責任をまっとうすることができる

「使命感」と「責任感」をも身につけた人材の育成を目的としている。本学の各学位プログラム

の課程を修了し、以下の資質・能力を備えた者に学位（商学）を授与する。

ＤＰ１. 知識・理解・技能

　１-１. 商学の専門的な基礎知識・技能を身につけている。

　１-２. 様々な知識・情報を相互に関連付けることができる。

　１-３. 修得した知識・情報を適切に扱うことができる。

　１-４. 自らが取り組むべき社会課題を発見することができる。

ＤＰ２. 思考力・判断力・表現力

　２-１. 様々な視点で問題を考えることができる。

　２-２. 批判的なものの見方ができる。

　２-３. 課題解決に向けて論理的に考えることができる。

　２-４. 自分の考えを他者に伝えることができる。

ＤＰ３. 主体性・多様性・協調性

　３-１. 多様な価値観・世界観を受け入れることができる。

　３-２. 主体的に行動することができる。

　３-３. 他者と協働・協力することができる。

　３-４. 何事にも冷静・沈着な対処・対応ができる

４　�商学のもとに商学科、観光マネジメント学科、経営情報学科を置き、各学科の学位授与方針を次

のとおり定める。

⑴商学科

商学科は、社会・経済・経営の仕組みを理解し、多様な視座に基づく洞察力と柔軟な発想力によっ

て、今後のビジネスを創造する力を有する人材の輩出を教育目標に置き、その実現のために次に

示す人材を育成する。

①　�商学、マーケティング、会計学、経営学、経済学及び法学の体系的知識を、ビジネスの仕組

みと結び付けて理解することができる。(知識・理解・技能)
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②　�専門的知識のみでなく、産学連携やインターンシップでの実践的体験を通して得た自分の意

見を、課題発見・課題解決、問題解決に活用することができる。(思考力・判断力・表現力)

③　�多様性を尊重し、公正で双方向のコミュニケーションを主体的に促進し、柔軟な思考力で当

事者間の共通目標に向けて成果を創り上げていくことができる。(主体性・多様性・協調性)

⑵観光マネジメント学科

観光マネジメント学科は、商学体系のもと、「地域を読み撮る」という独自視点を加え、観光の

これからを考えるとともに「地域活性化」及び「観光・サービス業」の分野で広く社会で活躍す

る人材を育成することを教育目標に置き、その実現のために卒業までに身に付けるべき資質・能

力を次に示す。

①　観光・サービスの基礎知識・技能を身につけている。(知識・理解・技能)

②　様々な視点で観光・サービスの問題を考えることができる。(思考力・判断力・表現力)

③　多様な地域課題に対して主体的に行動することができる。(主体性・多様性・協調性)

⑶経営情報学科

現代の社会において、データ・AI による社会の変化を自ら認識し、情報マネジメント分野では、

情報倫理の必要性を理解した上で、情報活用に関する実践的な知識やスキルについて学び、基礎

から応用までの情報活用力を身につけること、さらにスポーツマネジメント分野では、スポーツ

の価値を理解した上で、これを活用し自らが関与できる地域とその課題を見つけるための行動を

通して、社会・産業・企業が持つ課題を発見するために必要な専門的知識を修得する。これらを

踏まえ、社会との繋がりを深く理解し、課題解決を実践できる人材を育成することを教育目標に

置き、その実現のために卒業までに身につけるべき資質・能力を次に示す。

①　経営情報の専門的知識・技能を身につけることができる。(知識・理解・技能)

②　多様な視点で情報を捉え社会課題の解決に導くことができる。(思考力・判断力・表現力)

③　信頼できる情報に基づき適切な行動ができる。(主体性・多様性・協調性)

（自己点検・評価及び認証評価）

第２条　本学は、教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設

備の状況（以下「教育研究活動等の状況」という。）について自ら点検及び評価を行い、その結果

を公表するものとする。

２　教育研究活動等の状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者によ

る評価を受けるものとする。

３　教育研究活動等の状況についての公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用、その他広く

周知を図ることができる方法によって行うものとする。

４　この学則に定めるもののほか、自己点検及び評価については、学校法人横浜商科大学自己点検・

評価に関する規程で定める。

（入学定員・収容定員）

第３条　商学部各学科の入学定員、編入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

 

学  科 名 入学定員 第３年 次編入学定員 収容定員

商 学 科 １８０人 ６人 ７３２人

観光マネジメント学科 ７０人 ４人 ２８８人

経 営 情 報 学 科 ８０人 ３２０人

合　計 ３３０人 １０人 １,３４０人

 

（修業年限、在学年限）
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第４条　修業年限は、原則として通算４年とする。

２　在学年限は、通算８年とする。

３　在学期間は、学期単位で計算する。

４　編入学した者（以下「編入学者」という。）、学士の学位を有して入学した者（以下「学士入学者」

という。）、転入学した者（以下「転入学者」という。）及び再入学した者（以下「再入学者」という。）

の在学年限は、入学時点で標準的な修業年限を満たすために必要な年数の２倍に相当する年数を超

えることはできない。

第 ２ 章　学年、学期及び休業日

（学　年）

第５条　学年は、原則として４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる。

２　前項の規定にかかわらず第２２条により秋学期に入学する者の学年は、９月２１日に始まり翌年

９月２０日までとする。

（学　期）

第６条　学年を分けて、次の2学期とする。

　　　　春学期　４月　１日に始まり　　９月２０日まで

　　　　秋学期　９月２１日に始まり翌年３月３１日まで

（休業日）

第７条　休業日は、次のとおりとする。

⑴　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

⑵　日曜日

⑶　本学の開学記念日（４月１８日）

⑷　春季休業

⑸　夏季休業

⑹　冬季休業

２　春季休業、夏季休業及び冬季休業の始期と終期は、該当年度の学年暦に基づいて決定する。

３　学長は、休業日について必要と認めたとき、変更又は休業日に授業を行い、若しくは臨時休業日

を定めることができる。

第 ３ 章　授業科目、履修方法

（教育課程）

第８条　各学科の授業科目は、別表第１のとおりとする。

（教育課程の編成）

第９条　授業科目は、学部共通科目及び学科専門科目並びに別表第２に示す教職に関する科目とし、

４年間に配当して開設する。

（授業科目の履修登録）

第１０条　学生は、履修しようとする授業科目を定め、所定の期日までに履修登録をしなければなら

ない。

（成績評価）

第１１条　履修した授業科目の成績評価は、試験又はこれに代わる方法（以下「試験等」という。）に

よって行う。

（単　位）

第１２条　単位は、試験等により各授業で定めた達成目標に到達したと授業担当者が認めた者に対
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し、別表第１で定める単位数を付与する。

２　各年次において履修できる単位数の上限は、原則として４０単位（各学期２０単位）とする。

（成　績）

第１３条　成績は、A+、A、B、C、R、Fで評価する。このうち、A+、A、B、Cを合格、Rを認定として

別表第１から別表第２までで定めた単位数を付与し、Fを不合格とする。

２　学生による履修辞退又は成績評価不能の場合は、Wと標記する。

３　学生が取得した通算成績の指標として、グレード・ポイント（GP）、グレード・ポイント・アベレー

ジ（GPA）及びグレード・ポイント・トータル（GPT）を用いる。

４　本学において、GP、GPA及びGPTは、学生の修学実績の把握、経済支援等の選考指標等に用いる。

（成績評価基準等の明示等）

第１４条　本学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじめ明示

するものとする。

２　本学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、

学生に対しその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとす

る。

（卒業の要件）

第１５条　学生は、卒業の認定を受けるために、別表第１に示す各学科の教育課程表の授業科目を履

修し、合計１２４単位以上を修得しなければならない。

２　編入学者、学士入学者及び転入学者については、前項の定めの例外とする。

（教職課程）

第１６条　商学部において教育職員免許状授与の所要資格が得られる教育職員免許状の種類及び免許

教科は、別表第３とする。

２　教育職員免許状を得ようとする者は、第８条に定める授業科目の単位を修得し、かつ教育職員免

許法（昭和２４年５月３１日法律第１４７号）及び同法施行規則（昭和２９年１０月２７日文部省令第

２６号）の定める教職に関する科目の所定の単位を別表第２に基づいて修得しなければならない。

（他の大学等における授業科目の履修等）

第１７条　本学が教育上有益と認めるときは、入学前又は入学後に、次の各号により修得した単位を、

本学における授業科目の履修とみなし、単位を認定することができる。

⑴　本学に入学する前に他の大学又は短期大学における学修（科目等履修生として修得したものを

含む。）

⑵　国内外の他の大学又は短期大学との協定に基づく当該大学又は短期大学における学修

⑶　短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修

⑷　大学設置基準第２９条第１項の規定による、大学が単位を与えることのできる学修（平成３年

文部省告示第６８号）に該当する学修

２　前項の定めにより認定する単位数は、編入学者、転入学者及び学士入学者が入学する場合を除き、

合わせて６２単位を超えないものとする。

３　単位の認定については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学編入学生修得単位認定要領

で定める。

（履　修）

第１８条　本学において開講する授業科目の履修については、第３章で定めるもののほか、横浜商科

大学履修規程に定める。
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（授業内容等の改善のための組織的な研修等）

第１９条　本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものと

する。

第 ４ 章　入学、退学、休学、卒業・学位、除籍等

（入学者選抜）

第２０条　本学は、入学を志願する者（以下「入学志願者」という。）に対し、入学試験又はこれに代

わる方法により選考を行う。

２　本学は、建学の精神｢安んじて事を托さるる人となれ｣を実践するために、信義誠実を尊重し、

ビジネスの世界で活躍したいと考えている意欲溢れる前向きな人材を求めることを入学者受入れ方

針と定める。

（志願者の選考）

第２１条　本学に入学を志願する者の選考については、横浜商科大学入学試験管理・運営規則で定め

る。

２　入学志願者は、横浜商科大学入学試験に関する細則で定める出願書類に入学検定料を添えて、所

定の期日までに願い出るものとする。

（入学資格）

第２２条　本学に入学することのできる者は、次の各号に該当するものとする。

⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者

⑵　通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 （通常の課程以外の課程によりこれに相当す

る学校教育を修了した者を含む。）

⑶　外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者。ただし、１２年未満の課程の場

合は、文部科学大臣が指定した準備教育課程又は研修施設の課程を修了した者

⑷　外国における、１２年の課程修了相当の学力認定試験に合格した１８歳以上の者。１２年未満

の課程の場合は、文部科学大臣が指定した準備教育課程又は研修施設の課程を修了した者

⑸　外国において、指定された１１年以上の課程を修了したとされるものであること等の文部科学

大臣が指定する要件を満たす高等学校に対応する学校の課程を修了した者

⑹　我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者。ただし、１２

年未満の課程の場合は、文部科学大臣が指定する準備教育課程を修了した者

⑺　高等学校と同等と認定された在外教育施設の課程を修了した者

⑻　指定された専修学校の高等課程を修了した者

⑼　旧制学校等を修了した者

⑽　外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベル、国際Aレ

ベル、欧州バカロレア資格を保有する者

⑾　国際的な評価団体（ WASC 、 CIS 、 ACSI 、 NEASC 、 Congnia 、 COBIS ）の認定を受けた教育施

設の１２年の課程を修了した者

⑿　高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合格した者。ただし、１８歳に達していないときは、

１８歳に達した日の翌日から対象者とする。

⒀　本学において個別の入学資格審査により認めた１８歳以上の者

（編入学資格）

第２３条　次の各号のいずれかに該当する者が志願するとき、学長は、編入学を認めることができる。

⑴　短期大学（外国の短期大学、我が国における外国の短期大学相当として指定された学校（文部科
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学大臣指定外国大学（短期大学相当）日本校）を含む。）を卒業した者

⑵　高等専門学校を卒業した者

⑶　専修学校の専門課程（修業年限が２年以上、総授業時数が１,７００時間以上又は６２単位以上

であるものに限る）を修了した者

⑷　修業年限が２年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たす高等学校専攻科を修了した者

２　本学は、勉学に対する意欲が旺盛な社会人の生涯教育に資するため、次の各号に掲げる要件を満

たすものに対し大学教育の門戸を開き、社会人編入学を認める。

⑴　出願時において家事手伝いを含む社会人経験が３年以上あること

⑵　入学時において満２３歳以上であること

３　編入学の取扱については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学入学試験に関する細則で

定める。

（学士入学）

第２４条　大学を卒業した後に本学で学ぶことを志願する者があったとき、学長は、第３年次への学

士入学を許可することができる。

２　学士入学の取扱については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学入学試験に関する細則

で定める。

（転入学）

第２５条　大学に２年以上在学した者で転入学を志願する者があるとき、学長は、第３年次への転入

学を許可することができる。

２　転入学の取扱については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学入学試験に関する細則で

定める。

（入学の時期）

第２６条　入学の時期は、春学期又は秋学期の始めとする。

（入学手続）

第２７条　第２１条で定める選考の結果合格した者は、指定の期日までに所定の書類を提出するとと

もに、入学金及び原則として入学年次の学費を納付しなければならない。ただし、第３１条によ

り再入学する者については、入学金の納付を免除する。

２　学長は、前項で定める入学手続を完了した者に入学を許可する。

３　入学手続については、横浜商科大学入学手続に関する細則で定める。

（学籍の取扱い）

第２８条　本学に入学した者に学籍を付与し、その記録は、永久に保管する。

２　学籍については、横浜商科大学学籍に関する規程で定める。

（長期履修学生）

第２９条　入学時に標準的な修業年限を超える期間で教育課程を修了することを申し出る者があると

き、学長は、長期履修学生として予め申出た期間で授業科目を履修することを許可することがで

きる。

２　長期履修学生については、この学則で定めるもののほか、横浜商科大学長期履修学生細則で定め

る。

（退　学）

第３０条　やむを得ない理由により退学しようとする者は、保証人連署でその理由を付して学長に願

い出て、許可を得て退学することができる。
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２　退学する者の理由が死亡の場合は、保証人が学長へ退学を願い出るものとする。

３　退学の日付は、学長が許可した日とする。ただし、死亡による退学の場合は、死亡日をもって退

学とする。

（再入学）

第３１条　前条第１項で定める退学者のうち本学に再入学を志望する者は、退学前と同一の学科、学

年に欠員がある場合に限り、保証人連署で学長に願い出て、許可を得て再入学することができる。

２　前項の定めにより再入学を認められた者（以下「再入学者」という。）は、原則として退学前と同

一の学科、学年及び教育課程に入るものとする。ただし、学科の改組、廃止等により同じ科目単位

の修得が困難な場合は、変更する場合がある。

３　再入学者が退学前に修得した単位は、修得単位として認めることができる。

（休　学）

第３２条　疾病その他やむを得ない理由により３か月以上修学することができない者は、保証人連署

で当該学期の休学を学長に願い出て、許可を得て休学することができる。ただし、理由が疾病の

場合は、医師の診断書を添付しなければならない。

２　休学の理由が休学の許可を得た期間中に消滅しない場合は、保証人連署で翌学期の休学について

継続して２年、通算して４年を限度として学長に期間の延長を願い出ることができる。

３　休学期間は、第４条で定める在学年限に算入しない。

（復　学）

第３３条　休学期間が満了し、休学の理由が消滅した者は、保証人連署で学長に願い出て、許可を得

て復学することができる。

２　復学は、休学した年次とし、学期の開始日とする。

（外国の提携大学への留学）

第３４条　本学と提携した外国の大学に留学を希望する者は、学長に願い出て、許可を得て留学する

ことができる。

２　前項の定めにより留学する者の留学期間は、第４条に定める修業年限に含める。

３　第１項の定めにより留学する者は、本学に学費を納付するものとする。

（転学科）

第３５条　他の学科への転学科を志望する者は、保証人連署で１年次修了後から２年次修了時までの

間に学長に願い出て、許可を得て転学科することができる。

２　前項の定めにより願い出があったとき、学長は、在学中１回に限り許可することができる。

３　転学科の取扱については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学転学科取扱細則で定める。

（転　学）

第３６条　他の大学に入学又は転学を志願しようとする者は、保証人連署で学長に願い出て、許可を

得て転学することができる。

（卒業認定・学位授与）

第３７条　本学に８学期以上在学し、第１２条第１項に定める授業科目及び単位を修得した者につい

ては、学長が、教授会の意見を聴取して卒業を認定し、学士（商学）の学位を授与する。

２　卒業の時期は、春学期又は秋学期の終了日とする。

（卒業延期）

第３８条　卒業の要件を満たした者のうち在学期間の延長を希望する者は、保証人連署で学長に願い

出て、許可を得て卒業時期を延期することができる。
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２　卒業延期の取扱については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学卒業延期取扱細則で定

める。

（除　籍）

第３９条　次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。

⑴　正当な理由なく第４０条で定める学費及び第４２条で定める在籍料（以下「学納金」という。）

全額の納付を怠り、督促をしてもなお納付しない者

⑵　第４条に定める在学年限を超える者

⑶　第３２条第２項に定める休学期間を超えてなお修学できない者

⑷　学期の当初から末日までの期間にわたり連絡のとれない者

⑸　留学の在留資格を有する者で、法務省入国管理行政機関において在留期間の更新が認められ

ず、帰国の指示を受けた者。ただし、帰国後に本学が在留資格認定申請を行うに相当する事由が

あると学長が認めた者を除く。

２　除籍の手続については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学除籍手続取扱細則で定める。

第 ５ 章　学費

（学費の費目）

第４０条　学費とは、入学金並びに授業料、施設設備費及び教育充実費とし、その金額は、別表第４

のとおりとする。

（特別の費用）

第４１条　演習、実験、実習等について、特別の費用を要するとき、学長は、これを別に徴収するこ

とができる。

（在籍料）

第４２条　在籍料は、次の各号に掲げるものとし、１学期につき５０,０００円とする。

⑴　休学在籍料　第３２条の定めにより休学を許可された者が納付する在籍料

⑵　卒業延期在籍料　第３８条の定めにより卒業延期を許可された者が納付する在籍料

（学納金納付期日）

第４３条　学納金は、所定の期日までに全額を納付するものとする。

（既納学納金の不返還）

第４４条　既に納めた学納金は、学内規則に定める基準に該当する場合を除き返還しない。

第 ６ 章　職員組織　

（職員の構成）

第４５条　本学に学長、商学部長、教授、准教授、専任講師、助教及び事務職員を置く。

２　本学に副学長を置くことができる。

３　学長は、第１項のほか必要な職員を置くことができる。

（職員の職務）

第４６条　学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

２　副学長は、学長を助け、命を受けて職務をつかさどる。

３　学部長は、学部に関する職務をつかさどる。

４　学科長は、学科に関する職務をつかさどる。

第 ７ 章　大学運営会議、教授会

（大学運営会議）

第４７条　本学に、教学に関する重要事項等を審議するために大学運営会議を置く。
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２　大学運営会議の構成、運営、審議事項等に関しては、学校法人横浜商科大学組織及び職制に関す

る規則で定める。

（教授会）

第４８条　本学に教授会を置き、学長、教授、准教授、専任講師、助教及び事務局長をもって組織す

る。

２　教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

⑴　学生の入学及び卒業

⑵　学位の授与

⑶　前２号で定めるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くこと

が必要のものとして学長が定めるもの

３　教授会は、前項で定めるもののほか、学長及び商学部長（以下この項で「学長等」という。）がつ

かさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることがで

きる。

４　教授会の運営等に関しては、横浜商科大学教授会運営規程で定める。

第 ８ 章　賞罰

（表　彰）

第４９条　学長は、他の模範とみなすに足る学生があるとき、表彰することができる。

２　表彰の取扱については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学学生表彰細則で定める。

（懲　戒）

第５０条　本学の学内規則に違反し又は学生の本分に反する行為をした者は、学長が懲戒する。

２　懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。

３　退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

⑴　性行不良で改善の見込がないと認められる者

⑵　学力劣等で成業の見込がないと認められる者

⑶　正当な理由がなく出席が十分でない者

⑷　本学の秩序を乱した者

⑸　その他学生としての本分に反した者

４　懲戒の手続に関しては、横浜商科大学学生の懲戒処分手続に関する細則で定める。

第 ９ 章　科目等履修生、聴講生

（科目等履修生）

第５１条　授業科目の履修を志願する者があったとき、学長は、選考のうえ科目等履修生として許可

することができる。

２　科目等履修生が履修した授業科目について試験等を受け合格したときは、所定の単位を与える。

３　科目等履修生の取扱については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学科目等履修生取扱

細則で定める。

（単位互換履修生）

第５２条　他の大学の学生で大学間の協定に基づき授業科目の履修を志願する者があったとき、学長

は、選考のうえ単位互換履修生として許可することができる。

２　単位互換履修生が履修した授業科目について試験等を受け合格した時は、所定の単位を与える。

３　単位互換履修生の取扱については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学単位互換履修生

取扱細則で定める。
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（聴講生）

第５３条　授業科目の聴講を志願する者があったとき、学長は、選考のうえ聴講生として許可するこ

とができる。

２　聴講生は、聴講した授業科目の試験等及び単位認定を受けることができない。

３　聴講生の取扱については、この学則に定めるもののほか、横浜商科大学聴講生取扱細則で定める。

第 １ ０章　図書館等

（図書館等）

第５４条　本学に職員及び学生の研究に資するため、図書館及び地域産業研究所を置く。

２　図書館の運営等に関しては、横浜商科大学図書館運営規程で定める。

３　地域産業研究所の運営等に関しては、横浜商科大学地域産業研究所規程で定める。

第 １ １章　厚生保健施設

（厚生保健施設）

第５５条　本学に、保健室、相談室、障害学生支援室その他厚生及び保健に関する諸施設を設ける。

２　保健室の運営等に関しては、学校法人横浜商科大学保健室運営細則で定める。

３　相談室の運営等に関しては、学校法人横浜商科大学相談室運営細則で定める。

４　障害学生支援室の運営等に関しては、横浜商科大学障害学生支援室運営細則で定める。

第 １ ２章　公開講座

（公開講座）

第５６条　社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。

第 １ ３章　雑　則

（改　廃）

第５７条　この学則の改廃は、理事会の議を経て理事長が行う。

２　前項の規定に基づき改廃の決定をするときは、理事長は、あらかじめ学長の意見を聴取するもの

とする。

３　前項の規定に基づき学長が意見を述べようとするときは、あらかじめ大学運営会議及び教授会の

意見を聴取するものとする。

　　　附　則
　この学則は、昭和４３年４月１日から施行する。

　　　附　則（昭和４４年４月１日）

　この学則は、昭和４４年４月１日から施行する。

ただし、昭和４３年度入学生については、第１０条の規定に関わらず、なお従前の例による。

　　　附　則（昭和４５年４月１日）

　この学則は、昭和４５年４月１日から施行する。

　　　附　則（昭和４９年４月１日）

　この学則は、昭和４９年４月１日から施行する。

　　　附　則（昭和５０年４月１日）

　この学則は、昭和５０年４月１日から施行する。

ただし、昭和４８年度及びそれ以前の年度の入学生については、なお従前の例による。

　　　附　則（昭和５１年４月１日）

　この学則は、昭和５１年４月１日から施行する。

　　　附　則（昭和５３年４月１日）
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　この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。

　　　附　則（昭和５５年４月１日）

　この学則は、昭和５５年４月１日から施行する。

ただし、昭和５４年度以前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（昭和５７年４月１日）

　この学則は、昭和５７年４月１日から施行する。

ただし、昭和５６年度以前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（昭和５９年４月１日）

　この学則は、昭和５９年４月１日から施行する。

ただし、昭和５８年度以前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（昭和６１年４月１日）

　この学則は、昭和６１年４月１日から施行する。

ただし、昭和６０年度以前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（平成元年４月１日）

　この学則は、平成元年４月１日から施行する。

ただし、昭和６３年度以前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（平成２年４月１日）

　この学則は、平成２年４月１日から施行する。

ただし、平成元年度以前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（平成３年４月１日）

　この学則は、平成３年４月１日から施行する。

ただし、平成２年度以前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（平成４年４月１日）

　この学則は、平成４年４月１日から施行する。

ただし、平成３年度以前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（平成７年４月１日）

　この学則は、平成７年４月１日から施行する。

ただし、平成６年度以前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（平成８年４月１日）

　この学則は、平成８年４月１日から施行する。

ただし、平成７年度以前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（平成１０年５月３０日）

　この学則は、平成１０年６月１日から施行する。

　　　附　則（平成１１年４月１日）

　この学則は、平成１１年４月１日から施行する。

ただし、平成１０年度以前の入学者についいては、改正前の学則の定めるところによる。

　　　附　則（平成１２年４月１日）

　この学則は、平成１２年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１４年７月２７日）

　この学則は、平成１４年１０月１日から施行する。

　　　附　則（平成１９年４月１日）
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　この学則は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年３月２９日）

　この学則は、平成２０年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年１２月１１日）

　この学則は、平成２１年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２１年７月１８日）

　この学則は、平成２１年８月１日から施行する。

　　　附　則（平成２２年１２月１１日）

　この学則は、平成２２年１２月１２日から施行する。

　　　附　則（平成２３年７月２３日）

　この学則は、平成２３年７月２５日から施行する。

　　　附　則（平成２５年４月２０日学則第１号）

　この学則は、平成２５年４月 ２０日から施行する。

　　　附　則（平成２５年９月２８日学則第２号）

　この学則は、平成２５年９月２８日から施行する。

　　　附　則（平成２６年３月２９日学則第１号）

　この学則は、平成２６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２７年１月２４日学則第１号）

１　この学則は、平成２７年４月１日から施行する。

２�　平成２６年度以前入学者については、別に学長裁定で定める場合を除き、入学時の学則を適用す

る。

３�　改正後の本則第３条の規定にかかわらず、商学部における平成２７年度から平成２９年度までの

収容定員は、次のとおりとする。

　　　

学科名 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

商 学 科 ５６０ ５６０ ５７０

観光マネジメント学科 ７０ １４０ ２１４

経 営 情 報 学 科 ３２０ ３２０ ３２６

貿 易・ 観 光 学 科 ２４０ １６０ ８０

合 　 計 １，１９０ １，１８０ １，１９０

　　　注�：貿易・観光学科の入学定員は、平成２７年度観光マネジメント学科の設置により平成２６

年度までとする。

　　　附　則（平成２７年７月１８日学則第２号）

　この学則は、平成２８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２８年２月２０日学則第１号）

　この学則は、平成２８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成 ２９ 年２月１８日学則第１号）

　この学則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、改正後の本則第１１条並びに第９条別表

第１、別表第２及び別表第３は、平成２７年度以降の入学者（別表第３のフロンティアプログラムの

スポーツマネジメント領域については、平成２９年度以降の入学者）から適用する。

　　　附　則（平成２９年９月１６日学則第２号）

　この学則は、平成２９年９月１６日から施行する。
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　　　附　則（平成３０年６月１６日学則第１号）

　この学則は、平成３０年６月１６日から施行する。ただし、改正後の本則第３５条については、平

成３０年度以前の入学者にも適用する。

　　　附　則（平成３０年１２月１５日学則第２号）

　この学則は、平成３１年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３１年１月１９日学則第１号）

１�　この学則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１２条については、平成３０年度以

前の入学者については、改正前の学則の定めるところによる。

２�　商学部貿易・観光学科は、第１条第３項第２号の規定にかかわらず、平成２７年３月３１日に当

該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

　　　附　則（令和２年２月２９日学則第１号）

　この学則は、令和２年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和３年３月２７日学則第１号）

１　この学則は、令和３年３月２７日から施行する。

２　商学部貿易・観光学科は、令和３年３月３１日で廃止する。

　　　附　則（令和４年２月２６日学則第１号）

　この学則は、令和４年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和４年１２月２４日学則第２号）

　この学則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和５年２月２５日学則第１号）

　この学則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和５年８月３０日学則第１号）

１　この学則は、令和６年４月１日から施行する。

２��　第３条に規定する収容定員は、同条の規定にかかわらず、令和６年度から令和８年度までの間は、

次のとおりとする。

学部・学科
令和６年度 令和７年度 令和８年度

収容定員 収容定員 収容定員

商 学 部 １，２３５ １，２７０ １，３０５

商 学 科 ６２７ ６６２ ６９７

観光マネジメント学科 ２８８ ２８８ ２８８

経 営 情 報 学 科 ３２０ ３２０ ３２０

　　　附　則（令和６年２月２４日学則第２号）

　この学則は、令和６年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和７年３月２９日学則第１号）

　この学則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、令和６年度以前の入学者については、入学

時の学則を適用する。

　　　附　則（令和７年１１月２５日学則第３号）

　この学則は、令和７年１１月２５日から施行する。
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別表第１

　商学部　教育課程表（２０２５年度以降入学生）

●学部共通科目

科目分類 科目名称 配当
年次

単位数
備考

必修 選択

学
部
共
通
科
目

大
学
基
盤
科
目
群

考える力 １ ２

商学基礎 １ ２

基礎ゼミA １ ２

基礎ゼミB ２ ２

アカデミック・ライティング ２ ２

実
効
型
実
践
科
目
群

情報リテラシ－１ １ ２ MDASH科目

情報リテラシー２ １ ２ MDASH科目

初級簿記１ １ ２

初級簿記２ １ ２

中級簿記 １ ４

上級簿記 １ ４

スポーツ演習 １ ２ スポーツマネジメントコース必修

情報機器活用 １ ２

ボランティア活動演習 １ ２

ユニバーサルデザイン ３ ２

ソーシャルデザイン ３ ２

横浜中華街の世界 ２ ２

横浜・野毛の商いと文化 ２ ２

ライフキャリア概論 ２ ２

ワークキャリア開発 ３ ２

ライフキャリア開発 A １ ２ ２

ライフキャリア開発 A ２ ３ ２

ライフキャリア開発 B １ ２ ２

ライフキャリア開発 B ２ ２ ２

社会力実践 C １ ２ ２

社会力実践 C ２ ２ ２

社会力実践 D １ ２ ４

社会力実践 D ２ ２ ２

実践英語 A １ ２

実践英語 B １ ２

実践英語 C ２ ２

実践英語 D ２ ２



112

第20章　諸規則等

科目分類 科目名称 配当
年次

単位数
備考

必修 選択

学
部
共
通
科
目

実
効
型
実
践
科
目

研究指導 A ３ ２

研究指導 B ３ ２

研究指導 C ３ ２

研究指導 D ３ ２

海外研修 A １ ２

海外研修 B １ ２

特別講義 A １ ２

特別講義 B １ ２

特別講義 C ２ ２

特別講義 D ２ ２

総
合
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
目
群

English　Communication １ １ ２

選択必修

※英語、中国語どちらかを選択し、

　所定の単位数を修得

English　Communication ２ １ ２

English　Communication ３ ２ ２

English　Communication ４ ２ ２

中国語　Communication １ １ ２

中国語　Communication ２ １ ２

中国語　Communication ３ ２ ２

中国語　Communication ４ ２ ２

グローバルスタディーズ（非アジア圏）１ １ ２

選択必修

※選択した言語に対応した科目により

　所定の単位数を修得

グローバルスタディーズ（非アジア圏）２ ２ ２

グローバルスタディーズ（アジア圏）１ １ ２

グローバルスタディーズ（アジア圏）２ ２ ２

日本語　Communication １ １ ２

留学生必修

※日本人学生履修不可

日本語　Communication ２ １ ２

日本語　Communication ３ ２ ２

日本語　Communication ４ ２ ２

日本語・多文化協働 ２ ２

日本語・多文化コミュニケーション ２ ２

総
合
教
養
科
目
群

経済学入門 １ ２

ミクロ経済学 ２ ２

マクロ経済学 ２ ２

産業組織論 ２ ２

経済政策 ３ ２

日本経済論 ３ ２
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科目分類 科目名称
配当 

年次

単位数
備考

必修 選択

学
部
共
通
科
目

総
合
教
養
科
目
群

国際経済学 ３ ２

金融論 ３ ２

法律とコンプライアンス １ ２

日本国憲法 １ ２

民法総論 １ ２

民法債権法 ２ ２

民法物権法 ２ ２

商取引法 ２ ２

会社法１ ２ ２

会社法２ ３ ２

知的財産権法 ３ ２

歴史と文明 A １ ２

歴史と文明 B １ ２

歴史と文明 C １ ２

歴史と文明 D １ ２

言葉と文化 A １ ２

言葉と文化 B １ ２

言葉と文化 C １ ２

言葉と文化 D １ ２

社会と人間 A １ ２

社会と人間 B １ ２

社会と人間 C １ ２

社会と人間 D １ ２

論理と思考 A １ ２

論理と思考 B １ ２

論理と思考 C １ ２

論理と思考 D １ ２

心と身体 A １ ２

心と身体 B １ ２ スポーツマネジメントコース必修

心と身体 C １ ２

心と身体 D １ ２

世界と地域 A １ ２

世界と地域 B １ ２

世界と地域 C １ ２

世界と地域 D １ ２
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科目分類 科目名称 配当
年次

単位数
備考

必修 選択

学
部
共
通
科
目

総
合
教
養
科
目
群

環境と技術 A １ ２

環境と技術 B １ ２

環境と技術 C １ ２

環境と技術 D １ ２

データと数学 A（数学基礎） １ ２

データと数学 B（統計学） １ ２

日本語・社会と文化１ １ ２ 留学生必修

※日本人学生履修不可日本語・社会と文化２ １ ２

デザインと商学 ２ ２

デザイン思考 ２ ２

特別講義 E １ ２

特別講義 F １ ２

特別講義 G １ ２

特別講義 H １ ２
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●学科専門科目　商学科

科目分類 科目名称 配当
年次

単位数
備考

必修 選択

学
科
専
門
科
目

専
門
基
盤
科
目
群

情報社会の倫理 １ ２ MDASH科目

ビジネスとAI １ ２ MDASH科目

マーケティング概論 １ ２

商業・流通入門 １ ２

経営学概論 １ ２

学
科
深
化
・
発
展
科
目
群

データサイエンス入門 １ ２ MDASH科目

会計学入門 １ ２

会計の歴史 １ ２

原価計算 １ ２

横浜企業家研究 １ ２

財務諸表論 ２ ２

財務諸表分析 ２ ２

管理会計 ２ ２

国際会計 ３ ２

租税法 ３ ２

税務会計 ３ ２

監査論 ３ ２

流通サービス論 ２ ２

マーケティング戦略論 ２ ２

マーケティングリサーチ ２ ２

グローバル・マーケティング ３ ２

サービス・マーケティング論 ３ ２

消費者行動論 ３ ２

商品開発論 ３ ２

ブランド・マネジメント ３ ２

ロジスティクス論 ３ ２

保険論 ３ ２

経営管理論 ２ ２

経営戦略論 ２ ２

経営組織論 ２ ２

人的資源管理論 ３ ２

経営史 ３ ２

グローバル・ビジネス論 ３ ２

中小企業経営論 ３ ２
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科目分類 科目名称
配当 

年次

単位数
備考

必修 選択

学
科
専
門
科
目

学
科
深
化
・
発
展
科
目
群

非営利組織経営 ３ ２

職業指導１ ３ ２ 教職課程必修

職業指導２ ３ ２ 教職課程必修

ゼミナール１ ３ ２

ゼミナール２ ３ ２

ゼミナール３ ４ ２

ゼミナール４ ４ ２
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●学科専門科目　観光マネジメント学科

科目分類 科目名称 配当
年次

単位数
備考

必修 選択

学
科
専
門
科
目

専
門
基
盤
科
目
群

観光概論 １ ２ 観光アンバサダー科目

観光・サービス経営論 １ ２ 観光アンバサダー科目

地域と観光 １ ２

経営学概論 １ ２

観光資源論 ２ ２ 観光アンバサダー科目

サービス・マーケティング論 ２ ２

学
科
深
化
・
発
展
科
目
群

情報社会の倫理 ２ ２ MDASH科目

ビジネスとAI ２ ２ MDASH科目

商業・流通入門 １ ２

マーケティング概論 １ ２

会計学入門 １ ２

データサイエンス入門 ２ ２ MDASH科目

観光情報論 ２ ２ 観光アンバサダー科目

観光コミュニケーション論 ２ ２ 観光アンバサダー科目

横浜の観光計画と課題 ２ ２ 観光アンバサダー科目

観光産業のリスクマネジメント ２ ２ 観光アンバサダー科目

観光文化論 ２ ２ 観光アンバサダー科目

横浜観光演習 ２ ２

観光経済学 ３ ２

旅行ビジネス論 ３ ２

宿泊ビジネス論 ３ ２

フードビジネス論 ３ ２

レジャー産業論 ３ ２

観光交通論 ３ ２

観光行動論 ３ ２

観光まちづくり ３ ２

サービスデザイン ３ ２

観光とサブカルチャー ３ ２

持続可能な観光論 ３ ２

鶴見観光まちづくりの実践 ３ ２

観光サービス実務演習 ３ ２

観光政策演習 ３ ２

ゼミナール１ ３ ２

ゼミナール２ ３ ２

ゼミナール３ ４ ２

ゼミナール４ ４ ２
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●学科専門科目　経営情報学科

科目分類 科目名称
配当
年次

単位数
備考

必修 選択

学
科
専
門
科
目

専
門
基
盤
科
目
群

情報社会の倫理 １ ２ MDASH科目

ビジネスとAI １ ２ MDASH科目

経営学概論 １ ２

データ構造とアルゴリズム ２ ２

ビジネスデータ活用 ２ ２

データサイエンス入門 １ ２ MDASH科目／情報マネジメントコース必修

情報セキュリティ １ ２ 情報マネジメントコース必修

プログラミング基礎 １ ２ 情報マネジメントコース必修

コンピュータ基礎 １ ２ 情報マネジメントコース必修

スポーツパーソンシップ １ ２ スポーツマネジメントコース必修

社会とスポーツ １ ２ スポーツマネジメントコース必修

学
科
深
化
・
発
展
科
目
群

マーケティング概論 １ ２

スポーツデータ活用入門 １ ２

マーケティングリサーチ ２ ２

スポーツビジネスとファイナンス ３ ２

商品企画とEコマース １ ２

インターネットビジネス １ ２

情報数学 ２ ２

データサイエンスとビジネス ２ ２

会社運営の基礎 ２ ２

会社運営の実践 ２ ２

経営戦略論 ２ ２

経営管理論 ２ ２

マーケティング戦略論 ２ ２

流通サービス論 ２ ２

ソーシャルメディアマーケティング ２ ２

消費者行動論 ２ ２

ビッグデータ解析 ３ ２

モバイアプリ制作 ３ ２

インターネット起業論 ３ ２

中小企業経営論 ３ ２

デジタルマーケティング ３ ２

商品開発論 ３ ２

観光情報論 ３ ２
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科目分類 科目名称 配当
年次

単位数
備考

必修 選択

学
科
専
門
科
目

学
科
深
化
・
発
展
科
目
群

AIアプリケーションの開発 ３ ２

スポーツビジネス １ ２

ユニバーサルデザイン（スポーツ）入門 １ ２

スポーツ心理学 １ ２

身体の機能と運動 １ ２

生理学概論 １ ２

医学概論 ２ ２

スポーツ法務 ２ ２

倫理社会学 ２ ２

トレーニング論 ２ ２

スポーツマーケティング ２ ２

ユニバーサルデザイン（スポーツ）企画 ２ ２

スポーツ組織のマネジメント ２ ２

スポーツとまちづくり ２ ２

スポーツと産業 ２ ２

スポーツ政策 ２ ２

生涯スポーツ演習（トレーニング） ２ ２

生涯スポーツ演習（ウォーキング・ジョギング） ２ ２

生涯スポーツ演習（水泳） ２ ２

生涯スポーツ演習（フィットネス） ２ ２

健康づくりのための栄養学 ２ ２

ライフステージ論 ２ ２

スポーツコーチング ３ ２

体力測定評価法 ３ ２

横浜のプロスポーツビジネス ３ ２

横浜のイベント研究 ３ ２

ゼミナール１ ３ ２

ゼミナール２ ３ ２

ゼミナール３ ４ ２

ゼミナール４ ４ ２
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別表第２　教職に関する科目

（１）教科及び教科の指導に関する科目

授業科目
商学科 必要

単位数 備考
必修 選択 単位数

商
業
の
関
係
科
目

（
一
年
次
以
上
）

商学基礎 〇 ２

２４

学部共通科目　大学基盤科目群

初級簿記１ 〇 ２
学部共通科目　実効型実践科目群

初級簿記２ 〇 ２

経済学入門 〇 ２

学部共通科目　総合教養科目群民法総論 〇 ２

社会と人間A（社会学） 〇 ２

ビジネスとAI 〇 ２

学科専門科目　専門基盤科目群マーケティング概論 〇 ２

経営学概論 〇 ２

会計の歴史 〇 ２ 学科専門科目

学科深化・発展科目群原価計算 〇 ２

商
業
の
関
係
科
目

（
二
年
次
以
上
）

ミクロ経済学 〇 ２

学部共通科目　総合教養科目群

マクロ経済学 〇 ２

民法債権法 〇 ２

商取引法 〇 ２

会社法１ 〇 ２

財務諸表論 〇 ２

学科専門科目

学科深化・発展科目群

財務諸表分析 〇 ２

マーケティング戦略論 〇 ２

経営管理論 〇 ２

経営戦略論 〇 ２

経営組織論 〇 ２

商
業
の
関
係
科
目

（
三
年
次
以
上
）

国際経済学 〇 ２

学部共通科目　総合教養科目群金融論 〇 ２

会社法２ 〇 ２

租税法 〇 ２

学科専門科目

学科深化・発展科目群

税務会計 〇 ２

監査論 〇 ２

商品開発論 〇 ２

保険論 〇 ２

人的資源管理論 〇 ２

中小企業経営論 〇 ２

職業指導１ 〇 ２

職業指導２ 〇 ２

各教科の指導法

（情報通信技術の

活用を含む）

商業科教育法 〇 ４ 教職科目
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（２）教育の基礎的理解に関する科目等

施行規則に定める科目区分等 高等学校教諭第一種免許状

科目 各科目に含めることが必要な事項 開設授業科目 履修
学年

単位数 必要
単位数 履修方法等

必修 選択

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教育の思想・歴史

及び教育課程
２ ２

１０

教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメントを含む。）

教職の意義及び教員の役割・職務内容

（チーム学校運営への対応を含む。）
教師論 ２ ２

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

（学校と地域との連携及び学校安全への対応

を含む。）

教育の行政及び

学校経営
２ ２

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び

学習の過程
教育心理学 ２ ２

特別の支援を必要とする幼児、児童及び

生徒に対する理解
特別支援教育 ２ ２

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

総合的な学習の時間の指導法 特別活動及び

総合的な学習の

時間の指導法

２ ２

８

特別活動の指導法

教育の方法及び技術
教育方法論

（ICT 活用を含む）
２ ２

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法
生徒・進路指導の

理論と方法
２ ２

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な

知識を含む。）の理論及び方法
教育相談 ２ ２

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習

教育実習講義 ３

３

５

教育実習講義

は事前事後指

導１単位に充

当
教育実習 ４

教職実践演習 教職実践演習 ４ ２

合　　計 ２３ ２３

（３）大学が独自に設定する科目

科目
区分 開設授業科目名 履修方法等 履修

学年
単位数 必要

単位数必修 選択

教
育
の
基
礎
的
理
解

に
関
す
る
科
目

道徳教育の研究

「大学が独自に設

定する科目」の選

択科目又は最低修

得単位を超えて履

修した「教科及び

教科の指導法に関

する科目」併せて 

１２単位以上修得

すること

２ ２

１２

青年心理学 ２ ２
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別表第３

商学部において教育職員免許状授与の所有資格が得られる教育職員免許状の種類及び免許教科

２０２５年度以降　春学期入学者学費（商学科・観光マネジメント学科）

勘定科目

第 1 年次 第２、３、４年次

年額全納
学期別分割

年額全納
学期別分納

春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 ３００,０００ ― ― ― ―

授業料 ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００ ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００

施設設備費 ２２０,０００ １１０,０００ １１０,０００ ２２０,０００ １１０,０００ １１０,０００

教育充実費 ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００ ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００

計 １,００９,０００ ５０４,５００ ５０４,５００ １,００９,０００ ５０４,５００ ５０４,５００

合計 １,３０９,０００ ８０４,５００ ５０４,５００ １,００９,０００ ５０４,５００ ５０４,５００

なお、編入学者の入学金は３００,０００円とし、学費は編入学年の学生と同等の金額とする。

２０２５年度以降　春学期入学者学費（経営情報学科）

勘定科目

第 1 年次 第２、３、４年次

年額全納
学期別分割

年額全納
学期別分納

春学期 秋学期 春学期 秋学期

入学金 ３００,０００ ― ― ― ―

授業料 ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００ ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００

施設設備費 ２４０,０００ １２０,０００ １２０,０００ ２４０,０００ １２０,０００ １２０,０００

教育充実費 ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００ ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００

計 １,０２９,０００ ５１４,５００ ５１４,５００ １,０２９,０００ ５１４,５００ ５１４,５００

合計 １,３２９,０００ ８１４,５００ ５１４,５００ １,０２９,０００ ５１４,５００ ５１４,５００

なお、編入学者の入学金は３００,０００円とし、学費は編入学年の学生と同等の金額とする。

学　科 免許状の種類 免 許教 科

商　学　科 高等学校教諭一種免許状 商　業

別表第４
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２０２５年度以降　秋学期入学者学費（商学科・観光マネジメント学科）

勘定科目

第 1 年次 第２、３、４年次

年額全納
学期別分割

年額全納
学期別分納

秋学期 春学期 秋学期 春学期

入学金 ３００,０００ ― ― ― ―

授業料 ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００ ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００

施設設備費 ２２０,０００ １１０,０００ １１０,０００ ２２０,０００ １１０,０００ １１０,０００

教育充実費 ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００ ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００

計 １,００９,０００ ５０４,５００ ５０４,５００ １,００９,０００ ５０４,５００ ５０４,５００

合計 １,３０９,０００ ８０４,５００ ５０４,５００ １,００９,０００ ５０４,５００ ５０４,５００

なお、編入学者の入学金は３００,０００円とし、学費は編入学年の学生と同等の金額とする。

２０２５年度以降　秋学期入学者学費（経営情報学科）

勘定科目

第 1 年次 第２、３、４年次

年額全納
学期別分割

年額全納
学期別分納

秋学期 春学期 秋学期 春学期

入学金 ３００,０００ ― ― ― ―

授業料 ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００ ７２０,０００ ３６０,０００ ３６０,０００

施設設備費 ２４０,０００ １２０,０００ １２０,０００ ２４０,０００ １２０,０００ １２０,０００

教育充実費 ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００ ６９,０００ ３４,５００ ３４,５００

計 １,０２９,０００ ５１４,５００ ５１４,５００ １,０２９,０００ ５１４,５００ ５１４,５００

合計 １,３２９,０００ ８１４,５００ ５１４,５００ １,０２９,０００ ５１４,５００ ５１４,５００

なお、編入学者の入学金は３００,０００円とし、学費は編入学年の学生と同等の金額とする。



124

第20章　諸規則等

2　横浜商科大学履修規程（令和２年規程第６号）

目　次
第 １ 章	 総則（第１条）

第 ２ 章	 履修及び単位（第２条－第１０条）  

第 ３ 章	 学修の評価（第１１条－第２２条）  

第 ４ 章	 単位認定（第２３条－第３０条）  

第 ５ 章	 雑則（第３１条）

附　則

第 １ 章　総則

（目　的）

第１条　この規程は、横浜商科大学学則（以下「学則」という。）第３章の規定に基づき、横浜商科

大学（以下「本学」という。）において開講する授業科目（以下「科目」という。）の履修について

必要な事項を定める。

第 ２ 章　履修及び単位

（開講科目）

第２条　本学で開講する科目及び配当学年は、学則別表第１（以下「教育課程表」という。）に定め

る。

（科目の履修登録）

第３条　学生は、学則第１０条により、定められた期日までに原則として商大Web情報システムを

使用し、その学期に履修しようとするすべての科目の履修登録をしなければならない。

２　教育課程表で在学する学年より上位学年に配当された科目は、履修することができない。

３　学生の履修登録が本人の都合によらず完了しない場合、学務本部学生総合支援部教務課（以下

「教務課」という。）は、学生に代わり登録を行うことができる。

４　第１項及び第３項により登録した科目の変更及び追加は、原則として認めない。ただし、やむ

を得ない事情により登録した科目を履修できない場合、商学部長は、登録した科目の変更を認め

ることができる。

５　学科、履修年次又はクラスが指定された科目については、時間割等で指定された事項に従い履

修するものとする。ただし、科目を担当する教育職員（以下「科目担当者」という。）が変更を認

めた場合は、この限りではない。

６　同一科目を同一学期に重複して履修することはできない。ただし、教育課程表又は授業時間割

表において指示する特定の科目については、この限りでない。

７　単位を修得した科目は、再度履修することはできない。

８　学期の途中で学籍の異動が生じた場合、当該学期の履修及び成績評価は、無効とする。

９　履修に関する他の事項については、学則、教育課程表及び授業時間割表に定める方法によるも

のとする。

［令和２年３月３０日制定］
改正 令和６年２月２４日  令和７年２月２２日
　　　令和８年２月２４日
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（履修登録単位数の制限）

第４条　学生は、学則第１２条第２項で定める履修上限単位数の範囲で履修登録することができ

る。

２　商学部長は、前項の定めにかかわらず、時間割運営に支障があると認めたとき、教務専門部会

の議を経て、履修上限単位数を超えて登録できる科目を指定することができる。

３　商学部長は、直前の学期において一定以上の成績を収めた学生について、教務専門部会の議を

経て、履修上限単位数を超える履修登録を認めることができる。

４　前３項の対象となる成績の基準等については、別に定める。

（履修者数の調整）

第５条　授業の性質上、履修人数の制限を設ける場合、商学部長は、教務専門部会の議を経て、制

限人数を決定することができる。

２　すべての履修希望者の受入れが難しい場合、履修者の選抜を行うことができる。

（開講科目の調整）

第６条　履修希望者が教室の収容定員を超えた場合又は前条で定める上限人数を超えた科目につい

て、商学部長は、教室の変更、追加開講等により、開講科目の調整を行うことができる。

（科目の開講条件）

第７条　商学部長は、原則として履修登録者が５名以上の科目について、授業を開講する。

（単位算定基準）

第８条　科目の単位算定は、１単位の科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成するこ

とを標準とし、授業の方法に応じて、教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の

基準により単位数を計算するものとする。ただし、卒業論文、卒業研究等の科目について、学

修の成果を評価して単位を付与することが適切であると認められる場合は、この限りではな

い。

２　講義、演習、実験、実習又は実技のうち、２種類以上の方法の併用により授業を行う場合、そ

の組合せに応じて、前項に規定する基準を考慮して１単位とする。

３　科目担当者は、授業の出席により学修時間を満たすことができない者に対し、事前及び事後の

学修時間を別途設けることで、定められた時間数を満たすことができる。

（卒業に関わる単位の修得要件）

第９条　科目担当者は、第３条、第８条及び第１６条の要件を満たした者に所定の単位を付与する。

２　学生は、次の各号に掲げる科目から所定の単位数を修得するものとする。卒業に必要な単位数

は、教育課程表及び別表第１で定める。

⑴　必修科目　卒業要件として単位を修得しなければならない科目

⑵　選択科目　該当する科目群から選択し所定の単位数を修得しなければならない科目

⑶　選択必修科目　前号で定める科目群から指定する単位を必ず修得しなければならない科目

３　２０２４年度に入学した学生は、別表第１を適用し、前項第３号の要件を満たすにあたり、学

部自由選択科目群及び学科自由選択科目について、次の各号で定める要件を満たさなければなら

ない。

⑴　学生は、学部共通科目について、総合基礎科目又は学部専門科目で修得した単位のうち、当

該科目群の卒業要件を満たした上で、その要件を超えて修得した単位を学部自由選択科目の修

得単位として、卒業要件の単位に充当することができる。

⑵　学生は、当該学生が所属する学科の学科科目について、必修科目を除く学科基本科目又は学
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科専門科目で修得した単位のうち、当該科目群の卒業要件を満たした上で、その要件を超えて

修得した単位を学科自由選択科目の修得単位として、卒業要件の単位に充当することができ

る。

４　２０１９年度以前に入学した学生は、当該学生に適用される学則に基づいて卒業要件を定める。

（外国人留学生対象科目）

第１０条　外国人留学生は、所属する学科において留学生対象科目として設置されている科目の単

位を修得しなければならない。

（履修登録外授業への出席）

第１１条　学生は、履修登録をしていない授業への出席（以下、履修外聴講）について、授業の担当

教員が認めた場合に限りこれを認める。ただし、以下に該当する科目の授業についてはこの限

りではない。

⑴　大学により予め受講するクラスが指定されている科目

⑵　当該科目の履修にあたり、前提科目等の条件が設定されている科目

⑶　主に学外を会場として実施する科目

⑷　受講に伴い学生の自己負担費用が発生する科目（教職課程に係る科目を含む）

⑸　変則日程にて開講される（学期内に週次で開講されるものではない）科目

⑹　履修人数の上限が設定されている科目

２　学生は、前項の科目において開講される授業の聴講を希望する場合、授業担当教員の許可を得

たうえで教務課に事由書を作成のうえ履修外聴講希望を申し出るものとする。

３　教務課は、前項の定めにより履修外聴講希望が提出された場合、教務専門部会の議を経て教授

会で意見聴取のうえ、大学運営会議で可否を決定するものとする。

第 ３ 章　学修の評価

（学修の評価）

第１２条　学修の評価は、定期試験（以下「試験」という。）により行うものとする。ただし、担当

者は、科目の特性を考慮し、他の方法をもって試験に代えることができる。

（試　験）

第１３条　試験は、授業内又は学期末の試験期間中に行うものとする。

２　試験の結果により成績を付与する科目は、受験しなければ成績を付与することができない。

３　学生は、履修登録をした科目の試験のみ受験することができる。ただし、当該学期の学費及び

受託徴収金の未納者は、受験することができない。

（試験の実施）

第１４条　試験は、次のとおり実施する。

⑴　試験期間中の試験時間割は、学期毎に設定し、教務専門部会の議を経て試験実施要領（以下

「実施要領」という。）とともに発表する。授業内で行う試験の実施については、原則として実

施要領を基に担当者が定める。

⑵　試験を受験する学生は、学生証を携帯しなければならない。ただし、教務課で仮受験票を交

付された学生は、受験を許可するものとする。

⑶　答案用紙に学籍番号及び氏名の記入のない答案は、無効とする。学籍番号及び氏名は、ペン

又はボールペンを使用し、記入するものとする。

⑷　試験開始２０分経過後は、試験室への入室を認めない。試験開始後３０分が経過するまでは、

退室を認めない。
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⑸　試験開始後は、棄権を認めない。

⑹　その他の事項については、試験監督者の指示によるものとする。

（追試験）

第１５条　追試験は、次の各号で定める理由により試験を受験できなかった学生を対象に実施す

る。追試験の受験を希望する学生は、学期ごとに示す期日内に追試験願（様式１）及び次の各号

に掲げる欠席理由を証明する書類等を添えて、教務課に提出し商学部長の許可を得なければな

らない。

⑴　病気又は負傷（医療機関発行の診断書）

⑵　三親等以内の親族の死亡又は葬儀（死亡診断書の写し又は葬儀日程が分かる会葬礼状等の印

刷物等）

⑶　公共交通機関の事故、故障等による不通又は遅延（交通機関発行の証明書等）

⑷　大学の代表として出場する競技会等への出場（大会のプログラム等）

⑸　就職採用試験（受験先の証明書等）

⑹　災害の発生（それを証明する関係書類等）

⑺　その他、教務専門部会長が認めたとき

２　商学部長の不在等により許可又は不許可の判断ができないとき、教務専門部会長は、教務専門

部会の議を経て、これを決定することができる。

３　追試験の受験料は、１科目につき１,０００円とし、申請時に納付するものとする。

４　実技、実習、研究指導等に係る科目については、追試験を実施しない。また、追試験を欠席し

た者に対して、再度追試験は、実施しない。

５　追試験の成績評価は、原則として７９点以下とし、別表第２に定める成績のうち「Ｂ」以下と

する。

６　追試験の実施については、第１３条の定めに準ずる。

（不正行為）

第１６条　第１２条及び第１４条に定める試験において不正行為を行った学生に対しては、学則第

５０条に基づき処分を行う。

（成績評価）

第１７条　科目担当者は、履修登録し、第８条で定めた基準を満たした学生を点数で評価し、成績

を付与する。

２　成績は、１００点を満点として６０点以上を合格とし、別表第２のとおり表記する。

３　学則第１７条に定める修得単位は、単位認定科目として取扱い、成績表記は、「R」とする。

４　合格点を得た科目について、学生は、再度履修して成績を修正することはできない。

５　成績は、日時を定めて発表し、学生に通知する。また、保証人には、学期末に単位修得状況表

を通知する。

（疑義申立て）

第１８条　学生は、成績評価が不適当と考えるとき、教務課を通じて疑義の申立てを行うことがで

きる。

（ GPA ）

第１９条　本学は、学則第１３条第３項で定めるグレード・ポイント・アベレージ（以下「 GPA 」

という。）及びグレードポイントトータル（以下「 GPT 」）を学生の学修意欲の向上及び適切な修

学指導に資するために用いる。
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２　GPA及びGPTは、前項で定める目的のほか、学生の修学実績の把握、経済支援等の選考指標、

教育内容の改善のための組織的な研修等に活用する。

（ GPA の算出方法）

第２０条　GPA 及びGPT は、別表第２のグレード・ポイント（以下「 GP 」という。）を次の各号に

掲げる方法で算出するものとする。ただし、算出された数値は、小数点以下第３位の値を四捨

五入する。

⑴　当該学期における学修の状況及び成果を示す指標（以下「学期 GPA 」という。）

学期 GPA ＝
（当該学期に履修登録した科目の単位数×当該科目の GP ）の総和

当該学期の履修登録単位数

⑵　当該学年における学修の状況及び成果を示す指標（以下「学年GPA」という。）

学年 GPA ＝
（当該学年に履修登録した科目の単位数×当該科目の GP ）の総和

当該学年の履修登録単位数

⑶　在学中全期間の学修の状況及び成果を示す指標（以下「通算 GPA 」という。）

通算 GPA ＝
（在学期間に履修登録した科目の単位数×当該科目の GP）の総和

在学全期間の履修登録単位数

⑷　履修科目の成績合計値を示す指標（以下「 GPT 」という。）

GPT ＝ （履修科目の単位数×当該科目の GP）の総和

（対象科目）

第２１条　前条で定める GPA 算出の対象は、学生または大学によりその期に履修登録が行われた

すべての科目とする。

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる科目は、 GPA 算出の対象外とする。

⑴　「R」をもって評価される科目

⑵　商学部長が指定する科目

（ GPA 算出期日の取扱い）

第２２条　GPAの算出は、教務課が学期ごとに指定した成績登録締切日までに確定した成績に基づ

いて行う。

（成績評価の公表）

第２３条　商学部長は、成績評価について、学部全体の目標を定めた上で、その達成状況を公表す

ることができる。

第 ４ 章　単位認定

（教育課程で定める授業以外の単位認定）
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第２４条　次の各号で定める資格及び単位（以下「資格等」という。）は、６０単位を上限に本学の

教育課程で修得した単位として単位認定を行うことができる。

⑴　本学が指定する資格

⑵　高大連携教育の一環として本学が指定した高等学校で修得した単位

⑶　日本国内及び海外の協定等を締結した大学で修得した単位

⑷　編入学生、転入学生及び学士入学生（以下「編入学生等」という。）が本学へ入学する前に修

得した単位

２　前項により単位認定を希望する学生は、所定の期日までに教務課へ申請するものとする。

３　商学部長は、教務専門部会の議を経て、前項により申請された単位の認定を行う。

（資格取得による単位認定）

第２５条　前条第１項第１号で定める資格及びその修得単位数は、別表第４のとおりとする。

２　単位認定を申請する者は、合格証等の原本を教務課へ提示しなければならない。

（高大連携教育による単位認定）

第２６条　第２３条第１項第２号で定める単位認定の科目及びその方法は、本学と高等学校との間

で締結する高大連携教育に関する協定書等で定めるものとする。

（協定等による単位認定）

第２７条　次の各号に掲げる協定を利用して日本国内の他大学で修得した単位は、本学の教育課程

で修得した単位として認定することができる。

⑴　横浜市内大学間学術・教育交流協議会の会員校間で締結した単位互換に関する協定

⑵　横浜商科大学と札幌国際大学との単位互換に関する協定

⑶　横浜商科大学と名桜大学との単位互換に関する協定

⑷　横浜商科大学と放送大学との間における単位互換に関する協定

２　前項により認定する単位については、別表第３で定める。

（海外協定大学での交換留学等で修得した単位認定）

第２８条　 次の各号に掲げる協定を利用して海外協定校で修得した単位は、本学の教育課程で修

得した単位として認定することができる。

⑴　日本国横浜商科大学・中国北京第二外国語学院学術文化交流に関する協定

⑵　AGREEMENT FOR ACADEMIC AND CULTURAL EXCHANGE BETWEEN YOKOHAMA COLLEGE OF COMMRCE 

AND UNIVERSITY OF PITTSBURGH AT BRADFORD

⑶　Agreement for Academic and Cultural Exchange between Hoshschschule für angewandte 

Wissenschaften–Fashhochschule Kempten and Yokohama College of Commerce

２　前項に定める単位認定については、横浜商科大学海外協定校への交換留学による修得単位の認

定要領で定める。

（海外協定による交換留学等で受入れた学生の単位認定）

第２９条　前条第１項で定める協定による交換留学等で受入れた学生の単位認定及び成績の付与

は、この規程の定めに準ずる。

（編入学生の単位認定）

第３０条　編入学生等が本学へ入学する前に修得している単位は、入学時までに単位認定を行う。

２　編入学生の単位認定については、横浜商科大学編入学生修得単位認定要領で定める。

（海外研修の取扱）

第３１条　学生は、別表第５に掲げる科目を履修し、海外研修に参加することにより、単位認定を



130

第20章　諸規則等

受けることができる。

２　前項で定める科目は、第４条に定める履修登録制限外とする。

３　商学部長は、第１項に定める科目のうち履修登録者が一定数に達した科目を開講する。

４　学生が修得した単位は、海外研修先の国が同じ場合一度のみ認定を受けることができる。

５　留学生は、母国で実施する海外研修の科目を履修することができない。

６　第１項で定める科目の履修登録をしていない学生が海外研修の参加を希望した場合、商学部長

は、参加を認めることができる。

第 ５ 章　雑　則
（改　廃）

第３２条　この規程の改廃は、理事会の議を経て、理事長が行う。

２　前項の規定に基づき改廃の決定をするとき、理事長は、あらかじめ学長の意見を聴取するもの

とする。

　　　附　則
１　この規程は、令和２年３月３０日から施行する。

２　この規程の制定に伴い、横浜商科大学履修規程（平成７年９月２７日制定）は、廃止する。

　　　附　則（令和６年２月２４日規程第１１号）

この規程は、令和６年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和７年２月２２日規程第６号）

この規程は、令和７年２月２２日から施行する。
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別表第１―（第９条関係）

２０２５年度以降入学生

学部共通科目 全学科共通 ６８単位以上

大学基盤科目群 １０単位 （１０）

実効型実践科目群 ２４単位 (８)

総合コミュニケーション科目群 １２単位 (０)

総合教養基盤科目群 ２２単位 (２)

学科専門科目

商学科

５６単位以上

専門基盤科目 １４単位 (１４)

学科深化・発展科目 ４２単位 (０)

観光マネジメント学科
専門基盤科目 １２単位 (１２）

学科深化・発展科目 ４４単位 (０)

経営情報学科

スポーツマネジメントコース

専門基盤科目 １８単位 (１８)

学科深化・発展科目 ３８単位 (０)

経営情報学科

情報マネジメントコース

専門基盤科目 １４単位 (１４)

学科深化・発展科目 ４２単位 (０)

※（ ）内は必修科目単位数を示す。

２０２４年度以前入学生

商学科

観光マネジメント学科

経営情報学科

情報マネジメントコース

学部共通科目 ７６単位以上

社会力基礎科目 ２４単位 (２４)

総合基礎科目 １０単位 （０）

学部基礎科目 １８単位 (１８)

学部専門科目 １４単位 (０)

学部自由選択科目 １０単位 （０）

学科科目 ４８単位以上

学　　科

基本科目

商学科 １６単位 (０)

観光マネジメント学科

経営情報学科

情報マネジメントコース

１６単位 (８)

学科専門科目 ２０単位 (０）

学科自由選択科目 １２単位 (０)

経営情報学科

スポーツマネジメント

コース

学部共通科目 ８０単位以上

社会力基礎科目 ２４単位 (２４)

総合基礎科目 １４単位 （４）

学部基礎科目 １８単位 (１８)

学部専門科目 １４単位 (０)

学部自由選択科目 １０単位 （０）

学科科目 ４４単位以上

学科基本科目 １２単位 (４)

学科専門科目 ２０単位 (０）

学科自由選択科目 １２単位 (０)

※（ ）内は必修科目単位数を示す。
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別表第２―（第１４条関係）

評語 GP 素点

秀 A+ ４ １００点以下９０点以上

優 A ３ ９０点未満８０点以上

良 B ２ ８０点未満７０点以上

可 C １ ７０点未満６０点以上

不可 F ０ ６０点未満

評価不能 W ０ 出席不良、受験放棄等

別表第３―（第２５条関係）

制度名 大学・学部名等 単位互換の
対象科目

本学での
単位認定

各制度における本学
での認定上限単位数

（通算）
卒業要件

横浜商科大学と札幌国

際大学との単位互換に

関する協定書

札幌国際大学
同制度により、国

内留学生として、

履修を認められた

科目 原 則 と し て、

各成績提示先

より示された

素点が６ ０点

以上で、且つ、

付与された単

位数

１学期２０単位

原則として学

部共通科目の

選択科目とし

て、修得した

科目および単

位を算入する

横浜商科大学と名桜大

学との単位互換に関す

る協定書

名桜大学

横浜市内単位互換制度

各年度横浜市内学

術教育交流協議会

より、指定される

大学の学部

各年度同協議会よ

り、提示される科目

年間１２単位

通算２０単位

横浜商科大学と放送大

学との間における単位

互換に関する協定書

放送大学
同大学より、毎年

度提示される科目

年間１２単位

通算２０単位
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別表第４―（第２４条関係）

対象となる学生 対象資格 単位認定科目 認定単位数の合計

２０２４年度以前入学生

日商簿記３級
初級簿記１（２）

初級簿記２（２）
４

日商簿記２級

（全商簿記２級、全経簿記２級を含む）

初級簿記１（２）

初級簿記２（２）

中級簿記（４）

８

ITパスポート試験 アプリ制作（２） ２

基本情報処理技術者試験
モバイルアプリ開発の基礎（２）

モバイルアプリ開発演習（２）
４

２０２５年度以降入学生

日商簿記３級
初級簿記１（２）

初級簿記２（２）
４

日商簿記２級

（全商簿記２級、全経簿記２級を含む）

初級簿記１（２）

初級簿記２（２）

中級簿記（４）

８

IT パスポート試験 情報機器活用（２） ２

基本情報処理技術者試験
プログラミング基礎（２）

データ構造とアルゴリズム（２）
４

別表第５―（第３０条関係）

対象となる学生 科目名称 備考

２０２４年度以前入学生

国際理解 A

国際理解 B

国際理解 C

国際理解 D

２０２５年度以降入学生
海外研修 A

海外研修 B
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3　横浜商科大学学友会規約

序　文
　１９６８年７月「学則に従い建学の精神に基づき、学園の自治を守り、学問研究の自由を尊重し学

生生活の向上を図り、併せて社会の発展に寄与する」との目標を掲げて学生自治会が発足し、同年

１２月に大学の承認を得る。この精神を受け継ぎつつ、学生組織の健全な発展のために教育職員や事

務職員がこれを支援する機能を備えた組織として、２０２２年に「学友会」への改組を行う。学友会

の活動を通じ、社会の発展に資する高邁な精神を備えた人材の育成に繋がるようこの規約を定める。

目次
　第１章　総　則
　第２章　組　織
　第３章　部　会
　第４章　監　査
　第５章　会　計
　第６章　雑　則

　　第１章　総　則
（目的）

第１条　この規約は、横浜商科大学（以下「本学」という。）における横浜商科大学学友会（以下「本会」

という。）の運営に必要な事項を定める。

（設置）

第２条　本学は、学生組織の健全な発展のために専任教育職員（以下「教員」という。）及び専任事務

職員（以下「職員」という。教員及び職員併せて「教職員」という。）がこれを支援する機能を備

えた組織として、本会を設置する。

（会員）

第３条　本会の会員は、次のとおりとする。

　⑴正会員

　⑵特別会員

（正会員）

第４条　正会員は、本学の学部生とする。

２　正会員は、横浜商科大学学則（以下「学則」という。）に定める学費とともに、会費として年額

４千円を納入しなければならない。

３　前項に定める会費は、一旦納入された後、いかなる理由があっても返還しない。

（特別会員）

第５条　特別会員は、役員及び学生支援専門部会に所属する教職員並びに学友会の役務に関わる者

で、本会の健全で円滑な運営のために協力するものとする。

　　第２章　組　織
（会長）

第６条　本会に会長を置く。
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２　会長は、学長とし、会務を総理する。

（副会長）

第７条　本会に副会長１名を置く。

２　副会長は、商学部長とし、会長を補佐する。

３　副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代行する。

（支援員）

第８条　本会に支援委員長及び支援副委員長（以下「支援委員長等」という。）を置き、学生委員会、

大学祭運営委員会、体育部委員会、文化部委員会及び留学生委員会の運営に協力する。

２　支援委員長は、学生支援専門部会長の命を受け学生支援専門部会の教員が任にあたる。

３　支援副委員長は、学生支援担当事務部長の命を受け、学生総合支援部学生支援課（以下「学生支

援課」という。）の職員が任にあたる。

（学友会総会）

第９条　本会に学友会総会をおき、最高議決機関とする。

２　学友会総会は、次に掲げる者をもって構成する。

　⑴会長

　⑵副会長

　⑶総務委員長

　⑷総務副委員長

　⑸学生委員長

　⑹大学祭運営委員長

　⑺体育部委員長

　⑻文化部委員長

　⑼留学生委員長

　⑽正会員

３　学友会総会は、年間二回開催し、次に掲げる事項を決議する。

　⑴春学期（７月）当年度の予算及び運営計画、前年度の決算及び運営報告、その他の事項

　⑵秋学期（１月）学生委員長の選出、事業の中間報告、その他の事項

４　�学友会総会は、前項第２号で選出された学生委員長が議長となり、議事進行を司る。

５　総務委員長は、学友会総会で議長を補佐する。

６　会長は、必要に応じて、監査委員長、各支援委員長等に学友会総会への出席を求めることができ

る。

（委員会）

第１０条　本会に次の委員会を置く。

　⑴総務委員会

　⑵学生委員会

　⑶大学祭運営委員会

　⑷体育部委員会

　⑸文化部委員会

　⑹留学生委員会

　⑺監査委員会

　⑻小委員会
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２　前項第１号から第６号までで定める各委員会に委員長及び副委員長を置く。

３　第１項第２号から第６号までで定める委員長及び副委員長の任期は１年とし、再任を妨げない。

４　前項で定める役職者が任期中に役務を離れる場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

（総務委員会）

第１１条　総務委員会は、学友会総会に関わる議案を作成し、各委員会との調整を図り卒業事業及び

新歓事業の実施と学生活動の発展に関する事項を推進する。

２　総務委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

　⑴総務委員長

　⑵総務副委員長

　⑶学生委員長

　⑷学生副委員長

　⑸大学祭運営委員長

　⑹体育部委員長

　⑺文化部委員長

　⑻留学生委員長

３　総務委員会は、総務委員長が議長となり、議事進行を司る。

４　�総務委員長は、議題の内容により、各支援委員長等に総務委員会への出席を求めることができる。

５　総務委員長は、学生支援専門部会長が任につく。

６　総務副委員長は、学生支援課に属する管理職の職員が任につく。

７　総務副委員長は、総務委員長を補佐し、総務委員長に事故あるときはその職務を代行する。

８　総務委員長又は学生委員長の求めに応じて、第１０条で定める委員会に属する支援委員長等を総

務委員会に加えることができる。

（学生委員会）

第１２条　学生委員会は、総務委員会を補佐し学生活動の発展に関する事業を推進する。

２　学生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

　⑴学生委員長

　⑵学生副委員長

　⑶学生委員

　⑷支援委員長

　⑸支援副委員長

３　学生委員会は、学生委員長が議長となり、議事進行を司る。

４　学生委員長は、学友会総会で選出された学生代表者が任につく。

５　学生副委員長は、学生委員長に委嘱された学生が任につき２名を定数とする。１名は財務を担当

し、１名は企画を担当する。

６　学生副委員長は、学生委員長を補佐し、学生委員長に事故あるときは、企画担当の学生副委員長

がその職務を代行する。

７　学生委員は、正会員の中から公募し、学生委員長及び支援委員長の承認を得た学生が務め、企画、

財務の何れかの部門を担当し、会の運営を担う。

（大学祭運営委員会）

第１３ 条　大学祭運営委員会は、大学祭の実施運営に関する事業を推進する。

２　大学祭運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
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　⑴大学祭運営委員長

　⑵大学祭運営副委員長

　⑶大学祭運営委員　３名以上

　⑷支援委員長

　⑸支援副委員長

３　大学祭運営委員会は、大学祭運営委員長が議長となり、議事進行を司る。

４　大学祭運営委員長は、大学祭運営委員を経験した学生の中から、前年度の大学祭運営委員長及び

支援委員長から推薦された学生が務め、大学祭運営委員会を統括し、他の委員会との調整を行う。

５　大学祭運営副委員長は、大学祭運営委員を経験した学生の中から、大学祭運営委員長の推薦があ

る学生が務め、大学祭運営委員長に事故あるときはその職務を代行する。

６　学祭運営委員は、正会員の中から公募し、大学祭運営委員長及び支援委員長の承認を得た学生が

務め、企画、広報・渉外、管理の何れかの部門を担当し、会の運営を担う。

７　大学祭運営委員長の適格者が不在の場合、大学祭支援委員長の裁量により選出要件に満たない学

生であっても候補者とする事ができるものとする。

（体育部委員会）

第１４ 条　体育部委員会は、本学の体育系公認団体に関する事業を推進する。

２　体育部委員会は、次の者をもって構成する。

　⑴体育部委員長

　⑵体育部副委員長

　⑶体育部代表委員

　⑷体育部運営委員

　⑸支援委員長

　⑹支援副委員長

３　体育部委員会は、体育部委員長が議長となり、議事進行を司る。

４　体育部委員会は、体育系公認団体の部室及び施設の利用に関する調整を行う。

５　体育部委員長は、体育部運営委員を経験した学生の中から、前年度の体育部委員長及び支援委員

長から推薦された体育系公認団体に所属する学生が務め、体育部委員会を統括し、他の委員会との

調整を行う。

６　体育部副委員長は、体育部運営委員を経験した学生の中から、体育部委員長の推薦がある学生が

務め定数を２名とする。１名は企画の責任者、１名は管理及び財務の責任者として職務を担い、体

育部委員長に事故あるときは企画の任にある体育部副委員長が体育部委員長の職務を代行する。

７　体育部代表委員は、体育系公認団体の主将が務め、事業の運営に協力する。

８　体育部運営委員は、体育系公認団体の主将が推薦する部員（主将以外）が務め、会の運営を担う。

９　体育部委員長の適格者が不在の場合、体育部支援委員長の裁量により選出要件に満たない学生で

あっても候補者とする事ができるものとする。

（文化部委員会）

第１５条　文化部委員会は、本学の文化系公認団体に関する事業を推進する。

２　文化部委員会は、次の者をもって構成する。

　⑴文化部委員長

　⑵文化部副委員長

　⑶文化部代表委員
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　⑷文化部運営委員

　⑸文化部支援委員長

　⑹文化部支援副委員長

３　文化部委員会は、文化部委員長が議長となり、議事進行を司る。

４　文化部委員会は、文化系公認団体の部室及び施設の利用に関する調整を行う。

５　文化部委員長は、文化部運営委員を経験した学生の中から、前年度の文化部委員長及び支援委員

長から推薦された文化系公認団体に所属する学生が務め、文化部委員会を統括し、他の委員会との

調整を行う。

６　文化部副委員長は、文化部運営委員を経験した学生の中から、文化部委員長の推薦がある学生が

務め定数を２名とする。１名は企画の責任者、１名は管理及び財務の責任者として職務を担い、文

化部委員長に事故あるときは、企画の任にある文化部副委員長が委員長の職務を代行する。

７　文化部代表委員は、文化系公認団体の代表学生が務め、事業の運営に協力する。

８　�文化部運営委員は、文化系公認団体の代表学生が推薦する部員（代表学生以外）が務め、会の運営

を担う。

９　文化部委員長の適格者が不在の場合、文化部支援委員長の裁量により選出要件に満たない学生で

あっても候補者とする事ができるものとする。

（留学生委員会）

第１６条　留学生委員会は、外国人留学生間の交流及び外国人留学生と日本人学生との交流に関する

事業を推進する。

２　留学生委員会は、次の者をもって構成する。

　⑴留学生委員長

　⑵留学生副委員長

　⑶留学生委員会運営委員

　⑷留学生支援委員長

　⑸留学生支援副委員長

３　留学生委員会は、留学生委員長が議長となり、議事進行を司る。

４　留学生委員長は、留学生委員会運営委員を経験した学生の中から、前年度の留学生委員長及び支

援委員長から推薦された留学生が務め、留学生委員会を統括し、他の委員会との調整を行う。

５　留学生副委員長は、留学生委員会運営委員を経験した学生の中から留学生委員長の推薦がある留

学生が務め、定数を２名とする。１名は企画の責任者、１名は管理及び財務の責任者として職務を

担い、留学生委員長に事故あるときは、企画の任にある留学生副委員長が留学生委員長の職務を代

行する。

６　留学生委員会運営委員は、外国人留学生の中から年度ごとに公募し、留学生委員会の運営を担う。

７　留学生委員長の適格者が不在の場合、留学生支援委員長の裁量により選出要件に満たない学生で

あっても候補者とすることができるものとする。

（小委員会）

第１７条　第１０条第１項第１号から第７号で定める各委員会は総務委員会の議を経て、小委員会を

設置することができる。

２　第１０条第１項第１号から第７号で定める各委員会の委員長は、小委員会の委員長と兼任するこ

とを妨げない。

３　新たに設置された小委員会が属する委員会の支援委員長は、小委員会を支援する。なお、各支援
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委員長は総務委員会の議を経て、支援委員長以外の教職員を支援委員として小委員会に置くことが

できる

　　第３章　部会
（部会）

第１８条　正会員は、体育及び文化に関する部会を設置することができる。

２　正会員が部会を設立するときは、５名以上の正会員による発起人と部長（責任者となる教員）によ

り、次の各号で定める公認申請に関する書類を作成し、学生支援課の窓口を経由して体育部委員会

又は文化部委員会へ提出するものとする。

　⑴設立届

　⑵発起人（設立時の部員）と部長名が記された名簿

　⑶部会の規則（部費等の取り扱い要領含む）

　⑷主要活動（行事）予定

　⑸既存の同系部会との相違及び関係の説明

　⑹学内外の他団体との関連の有無及びその名称と内容の説明

（公認）

第１９条　体育部委員会又は文化部委員会は、前条の公認申請に関する審議を行うものとする。

２　前項の審議結果は、総務委員会の議を経て会長が認めるものとする。

３　公認を得た部会は、本学の公認団体として体育部委員会又は文化部委員会の事業に加わる。

（公認団体）

第２０条　公認団体は、毎年活動実態について学生支援課の窓口を経て、体育部委員会又は文化部委

員会へ報告する義務を負う。

２　各公認団体から提出された報告書は、体育部委員長又は文化部委員長より総務委員会へ報告する

ものとする。

３　活動実態について報告のない公認団体について、体育部委員長又は文化部委員長が提出を督促

し、これに応じない場合は、総務委員会の議を経て会長が公認を取消すことができる。

４　公認を取消された部会による再度の公認申請は、２年間これを受理しない。。

（部会長）

第２１条　部会の部会長は、本学の教員とする。

２　部会長は、その部会の会務を掌理し統括する。

３　部会長を離任する際には、後任の部会長を定めることとする。

４　事故等により部会長が離任又は責務が果たせない状況にある場合は、学生支援専門部会に所属す

る教員が代理する。

５　部会長の変更等があった場合は、総務委員会を通じて各委員会へ報告する。

　　第４章　監　査
（監査委員会）

第２２条　監査委員会は、本会の事業や資金運用が適正に行われていることを監査する。

２　監査委員会は、監査委員長１名と監査委員２名により構成する。

３　�監査委員長は、学生支援専門部会に属さない教員の中から、商学部長がこれを任命する。

４　監査委員は、学生支援課に属さない職員の中から、事務局長がこれを任命する。

５　監査委員長及び監査委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

（会計監査）
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第２３条　監査委員会は、総務委員会の会計報告に基づき、毎年本会の会計監査を行う。

２　監査委員会は、必要に応じて、臨時に本会の監査を行うことができる。

３　監査委員会は、必要に応じて、各委員会及び各部会の施設・物品全般にわたり調査することがで

きる。

第５章　会　計
（収入）

第２４条　本会の支出は、第４条第２項で定める正会員の会費、寄付金、大学からの援助金その他の

収入をもってあてる。

（会計年度）

第２５条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

２　各委員会は、毎年２月末日までに、翌年度の予算案を総務委員会に提出しなければならない。

３　各委員会は、毎年４月末日までに決算報告書を総務委員会へ提出しなければならない。

（予算）

第２６条　総務委員会は、毎年３月末日までに翌年度の予算案を作成し、翌年度春学期に開催する学

友会総会へ提出しなければならない。

（決算）

第２７条　総務委員会は、本会の決算について監査委員会の監査を受けたのちに、春学期に開催する

学友会総会へ提出しなければならない。

（援助金）

第２８条　総務委員会は、毎年７月末日までに学友会総会の議を経て、公認団体及び各委員会へ援助

金の分配を行う。

２　総務委員会は、公認団体に対し、正会員の部員数に応じて援助金を交付する。

３　総務委員会は、各委員会に対し、事業の企画内容を精査して援助金を交付する。

４　総務委員会は、公認団体及び各委員会に対し、第２８条第２項で定めた予算案と別に援助金を交

付することができる。

５　公認団体および各委員会は、分配された援助金を、本会の理念および目的に適合した用途に使用

しなければならない。

６　前項に違反した場合、次年度の援助金を交付しない。

第６章　雑　則
（処分）

第２９条　本会にある部会又は委員会で、学則及び本規約を逸脱し、本学及び本会の秩序を乱し、名

誉を著しく毀損したものがある場合、会長は、総務委員会の調査に基づき、次に掲げる処分を行

う。

　⑴戒告

　⑵予算の凍結

　⑶予算の削減

　⑷活動の停止

　⑸公認の取消又は委員会の解体

（改廃）

第３０条　この規約の改廃は、総務委員会の決議を経て会長が承認する。

２　前項の議決は、委員の３分の２以上の出席を要する。
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第20章　諸規則等

附　則
１　この規約は、２０２２年４月１日から施行する。

２　この規約による第４条は、２０２２年４月１日以降の入学生から適用する。２０２１年９月２１日

以前の入学生については、従前の定めによる。

３　この規約が施行する際、現に存在する学生自治会の役員及び公認団体は、第１８条、第１９条に

定める手続きを省略して、学友会の公認団体と認める。

４　規約の改正

　２０２２年１１月の総務委員会決定により、この規約は、２０２３年４月１日から施行する。

５　規約の改正

　２０２５年１月の総務委員会決定により、この規約は、２０２５年４月１日から施行する。

組織図

学友会

大
　
　
　
学

監査委員会

学友会総会

総務委員会

小委員会（新歓事業委員会・卒業事業委員会など）

学
生
委
員
会

大
学
祭
運
営
委
員
会

体
育
部
委
員
会

文
化
部
委
員
会

留
学
生
委
員
会

正会員



〒259-0314
神奈川県足柄下郡湯河原町

宮上742

横浜商科大学
湯河原学術研修所

管理事務所

伊藤工務店

ふきや

オレンジライン

県道75号線病院入口

千歳川

JCHO湯河原病院至箱根 五所神社
交番

至
熱
海

至
小
田
原

至
小
田
原

東
海
道
本
線

東
海
道
新
幹
線

オレンジドーム
湯河原

湯河原駅
Yugawara st.

04 April

2026

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

　 　 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

05 May

2026 06 June

2026 07 July

2026

08 August

2026 09 September

2026 10 October

2026 11 November

2026

12 December

2026 01 January

2027 02 February

2027 03 March

2027

2026 年度

04 April

2027

　 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

　 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

　 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

　 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

　 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

　 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

　 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

　 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

　 　 　 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

　 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

　 　 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

05 May

2027 06 June

2027 07 July

2027

08 August

2027 09 September

2027 10 October

2027 11 November

2027

12 December

2027 01 January

2028 02 February

2028 03 March

2028

2027 年度



04 April

2029

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

05 May

2029 06 June

2029 07 July

2029

08 August

2029 09 September

2029 10 October

2029 11 November

2029

12 December

2029 01 January

2030 02 February

2030 03 March

2030

2029 年度

04 April

2028

　 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

　 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

　 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

　 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

　 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

　 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

　 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

　 　 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

05 May

2028 06 June

2028 07 July

2028

08 August

2028 09 September

2028 10 October

2028 11 November

2028

12 December

2028 01 January

2029 02 February

2029 03 March

2029

2028 年度



２０２６年度　学生便覧
発行 横浜商科大学
 〒２３０－８５７７ 横浜市鶴見区東寺尾４丁目１１番１号
 電話 （０４５）５７１－３９０１（代）
 ＦＡＸ　 （０４５）５７１－４１２５

印刷 有限会社 青史堂印刷
 電話（０４２）７４８－３９２１


